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第１節 問題意識と研究の背景 

 

 

 筆者は修士論文において、公共放送に対する政治権力の干渉の実態、およびその背景

を、日本と英国を例にとり、それぞれ通史として検討し、比較考察した。この背景には、

第 2 次安倍晋三政権下で、政権による NHK への干渉がメディアなどを通じて指摘されて

いたものの、こうした事態は必ずしも安倍政権に特有のものではないのではないかとの問

題意識があった。結果としては、NHK では 1925 年の設立以来、政治権力との間に構造的

な欠点を抱え、干渉が常態化していること、さらに公共放送の“モデル”とされることが

多い英国の BBC でも、政治権力による干渉の可能性がおおむね常態化していることなど

を明らかにすることができた。 

博士課程後期進学後は、分析の対象を英国の公共サービス放送（public service broadc

asting : PSB）である BBC に特化した1。BBC は、国王（女王）から下賜される王室特

許状（the Royal Charter）をその存在根拠としており、役割や目的などが定められてい

る。そこで、BBC が有する社会的な意義などを検討するため、2015 年から翌 16 年にか

けて行われた特許状更新の手続きにおける議論を考察した。そこから、一方では BBC に

おいても政治権力側からの激しい干渉は存在するものの、他方で BBC が英国の視聴者の

利益を優先し、政治による干渉から BBC の自律性を守ろうと健闘している様子がうかが

えた。 

筆者は、一連の更新手続きの過程を考察したことで、NHK と BBC を（商業放送や国営

放送ではないという意味での）「公共放送」という同じカテゴリーに分類することに疑問

を抱くようになった。双方とも、運営するための財源の大部分は視聴者が直接支払う「受

信料」ないしは「受信許可料」で賄われているものの、BBC の場合は単なる放送事業とし

て位置づけられるべきではない。BBC は、水道やガスと同様に公共サービスとして、すな

わち社会生活のライフラインの 1 つとして認識されているといえよう。 

BBC は、「BBC の父」の愛称で知られているジョン・リース（John Reith）初代会長

が唱えた、人々に「情報を与え、教育し、楽しませる（inform, educate and entertai

n）」との原則をこんにちでも大切にしている。この原則は、20 世紀初頭の英国社会におけ

る家父長主義、または啓蒙主義の発想に由来するとの指摘もあるが、リースによる考え方

は現在有効な「第 9 次特許状」にも引き継がれている。 

しかし、情報通信技術の急速な発展や、AI＝人工知能を活用したキュレーション型と呼

ばれる、利用者の関心を反映したニュースの配信が可能になったことで、私たちは、以前

よりも早く、便利に、安価に、そして自分好みの情報に触れることができるようになっ

た。趣味の共有や見知らぬ人とのコミュニケーションなど、さまざまな目的で用いられる

ソーシャル・メディアとは対照的に、マス・メディアには、社会の“木鐸”や、権力への
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“番犬（watch-dog）”としての役割が求められてきた。これは、公共サービス放送に限っ

たことではなく、マス・メディアが有する社会的な影響力、あるいは有限かつ公益性の高

い電波を使用するという点からも、商業放送を含むあらゆる放送メディアが担うべき共通

の役割である。 

したがって、権力監視を行う番犬としての役割は、公共サービス放送にとっての必要条

件であるが、十分条件であるとまではいえない。それでは、なぜ英国市民は、年額 154.50

ポンド（2019 年 4 月時点）の資金を BBC に支払い続ける必要があるのだろうか2。言い

換えると、その受信許可料を支払うことで、英国の市民＝視聴者は一体どのような利益を

得ることができるのだろうか。仮に、英国に BBC が無かったとするならば、英国社会は

ディストピアとなるのだろうか。こうした問いを思案していたとき、日本で民放のあるテ

レビ番組の描写をめぐって論争が生じた。 

2017 年 9 月、民放のバラエティ番組で、出演したタレントが LGBT などの性的マイノ

リティのキャラクターに扮したうえで、男性同性愛者に対する蔑称を用いて、LGBT を

「笑い」のネタとして取り上げた3。このキャラクターは同番組で 20 年以上前に初めて登

場し、その後もたびたび登場していた「名物キャラクター」の 1 つであった。しかし、番

組の放送後、LGBT の支援を行う団体の一部などが放送局に対して、「差別を助長する」

などと抗議した。さらに、SNS上でも番組に対して肯定的な意見と否定的な意見の両方が

展開された。こうした視聴者の反応を受け、放送局の社長がその後の会見で謝罪すること

になった。 

今回問題となったキャラクター、あるいは LGBT を笑いのネタとすること自体が、199

0 年代には娯楽として世論に受容されていたにもかかわらず、こんにちではそれが受容さ

れなかったのである。日本ではこれまで、LGBT はいくぶん酔狂なものとして、主に娯楽

番組を通じて描写されるか、タブー視され取り上げられないかのいずれかであったといえ

よう4。たしかに、このキャラクターを通じて演じられるような、極めて個性的な容姿や言

動が、多くの視聴者の LGBT に対するステレオタイプの形成に影響するであろうことは想

像に難くない。 

この番組を放送した放送局は、1980 年代に「楽しくなければテレビじゃない」のキャッ

チコピーを掲げ、娯楽番組の強化を図り、世帯視聴率を大きく上昇させたことがあった。

広告料収入は民放にとっての「生命線」であり、広告の出稿に際しての指標となる「視聴

率」の高低は、民放にとって経営に直結するセンシティブな問題である。過度な視聴率競

争に伴う弊害はすでに多く指摘されているためここでは取り上げないが、公共放送と民放

の最大の相違は、安定的な財源があるか否かにあると改めて感じさせられた。 

つまり、視聴率にとらわれず、良質な番組を提供するというのはもちろんのこと、社会

のなかで、何らかのマイノリティとして位置付けられている人々にとって、日々の生活が

少しでも「生きやすい」ものであるために、文化や社会制度を変える一助となるという規
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範的な役割が、公共サービス放送に期待される最大のそれなのではないだろうか。特に英

国は、LGBT に対する社会的受容の促進に向けて、ここ数年、政府が市井の支援団体と協

力しながら積極的に取り組んでいる。 

例えば、2018 年 7 月、英国政府は、前年に行った全国調査の結果を踏まえ、『LGBT 行

動計画 2018』というプランを公表した。政府が LGBT に関連する計画を公表するのは初

めてだ。計画の公表に際して、政府のペニー・モーダント（Penny Mordaunt）女性・平

等担当大臣は次のように述べた5。 

 

LGBT の慈善団体や運動家のおかげで、英国は大きな発展を遂げることができた。われわれは彼らとともに人々の

態度に挑戦し、社会を変えてきた。……われわれが歩んできた進歩は強固にされるべきであり、高められるべきであ

る。大臣として、私は英国が、すべての人が自身の性自認や性的指向に関わらず、自分らしくあり、威厳と尊敬をも

って生活することができる場所であることを確保するために全力を注ぐ。 

 

英国は、「LGBT 先進国」と呼ばれるように、一方では、この領域で先進的な取り組み

を行っている印象がある。しかしながら、他方では、英国には、同性愛者であることを理

由に多くの人々が死刑に処せられていた歴史がある。筆者は、英国における LGBT の社会

的受容の展開を調べるにつれ、公共サービス放送 BBC が存在しながらも、なぜ LGBT に

対する英国社会の受容は遅々として進展しなかったのだろうかとの問題意識を抱いた。 

 英国の社会調査機関 NatCen は、「英国の社会的態度（British Social Attitudes）」に関

する世論調査を定期的に実施している。図 1 は、この調査の中で「いかなる場合もホモセ

クシュアリティは誤りである」と回答した人の割合を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 1】ホモセクシュアリティに対する世論の変化6
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それによると 1980 年代は、「全く誤りではない（not wrong at all）」との回答以外を

すべて合わせた、「誤りである」群の割合が上昇傾向にあるのに対して、1989 年の調査以

降、減少に転じている。また、「誤りである」群の割合は、この 30 年余で半分以下にまで

減少している。 

こうした「世論」を見る限り、LGBT に対する英国社会の見方は漸次的ではあるもの

の、変化しているといえよう。では、漸次的でありながらも、社会の中で LGBT の存在が

許容されるようになってきた要因は一体何だろうか。20 世紀まで欧州全体として同性愛が

忌避されてきた歴史的な潮流を考慮すると、キリスト教の教義における同性愛への視座の

路線修正がもたらした影響は要因の 1 つとして挙げられる。しかしながら、LGBT の社会

的な権利の向上をめざす慈善団体 Stonewall は、LGBT に対する「偏見」などが人々の意

識の中で形成される過程では、新聞、宗教や政治的信条よりも、メディアの取り上げ方が

特に大きく作用すると指摘する（Stonewall 2007 : 35）。ここでのメディアとは、新聞と

の対比を考えると雑誌やラジオ、それにテレビのことを指している。これらのメディアに

よって伝えられる LGBT への偏見が、“誤った”世論を涵養してきたとするならば、そう

したメディアによる偏見の変遷を考察することは、彼らの社会的受容へ向けた過程を明ら

かにすることにつながると考えられる。 

 

 

第２節 研究目的、研究手法および本論文の構成 

 

 

 本研究の目的は、現代英国社会において、公共サービス放送である BBC が、LGBT の

社会的な受容に対していかなる影響を与えたのかを考察し、さらにその取り組みを通じ

て、公共サービス放送とマイノリティとの関係について検討することにある。BBC が LG

BT の社会的受容に与えた影響を理解するためには、現代英国においてこれらの受容がど

のように進展しているのかを多面的多角的に理解しておく必要がある。そもそもマス・メ

ディアが伝えるメッセージは、人々の「世論」の形成、あるいは社会の「輿論」の形成に

対してどのような影響を与えるのだろうか。こうした点も踏まえ、政治学の視点にとどま

らず、人文学や社会学の側面からも考察するために、本研究では以下の 4 つの研究課題を

設定した。 

 

課題１．現代英国社会における公共サービス放送 BBC のレーゾンデートルは何か 

課題２．BBC は、LGBT に関する英国社会の世論形成にいかなる影響を与えるのか 

課題３．BBC は LGBT を番組等においてどのように描写してきたのか 
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課題４．BBC は英国社会における LGBT の社会的受容を促進したのか、それとも社会的受容とは異なる方向に作

用したのか 

 

 これら 4 つの研究課題は、本論文の構成とおおむね合致している。本論文は、全 5 章か

ら構成されていて、各章で論じる内容は次のとおりである。 

第 1 章では、そもそも「なぜ公共サービス放送は存在するか」という問いについて検討

する。具体的には、英国の市民社会において、BBC が公共サービス放送としてどのような

役割を果たしてきたのかを考察する。その研究方法としては、BBC に関する先行研究を渉

猟することはもちろんのこと、BBC が存在するうえで必要不可欠な王室特許状（第 1 次～

第 9 次）、特許状の更新手続き、また手続きの過程で公表される政府の放送白書、および

放送の在り方を議論してきた歴代の調査委員会がまとめた「調査委員会報告書」を特に手

がかりにした。さらに、ジョン・リース初代会長の啓蒙主義的な考えが BBC に関する公

的言説に強く浸透していると考えられることから、リースの著作や論考も考察対象とす

る。加えて、政治との関わりについて検討するため、BBC と政治権力との間で生じた「4

つの闘い」について、そして Brexit に関する報道を通じて「公平性」についても論じる。 

第 2 章では、2000 年代以降に実施された、BBC の番組における LGBT の描写に関する

世論調査を手がかりに、それらの調査結果を整理するとともに、調査を通じて明らかとな

った課題点を再検討する。さらに、調査によって LGBT に関するイシューを認知した BB

C が LGBT の社会的受容に向けて、具体的にいかなる取り組みを進めてきたかを検証す

る。特に近年は、「多様性（Diversity）」と「包摂（Inclusion）」といった枠内で、積極的

に取り組まれている。そこには、BBC のなかに組織として LGBT を忌避するような傾向

はない。しかしながら、BBC は LGBT の社会的受容を社会的な「課題」としてではな

く、ある種の政治的な「問題」として捉えていることが明らかとなる。 

 第 3 章では、マス・メディアによって伝えられる表象が、人びとの社会に関する認識に

対して与えうる影響について考える。これはすなわち、マス・コミュニケーション研究に

おける「メディア効果論」に関する議論である。メディアの効果に関しては、それを強い

とするものから弱いとするものまで、これまでに多くの見方が示されている。本論文で

は、これらのうち、1960 年代後半にジョージ・ガーブナー（George Gerbner）らにより

提示された「培養理論」を取り上げる。培養理論は、メディア効果論の「強力効果論」に

位置づけられ、現代でもしばしば用いられている効果論の 1 つである。この理論は、提唱

後、激しい批判を受けたが、それらの批判に応じるかたちで、現在では理論の中核に位置

付けられる「主流形成」と「共鳴現象」という主要な概念を生み出した。  

しかしながら、現在、培養理論研究のトレンドは、ガーブナーらが当初、想定していた

ものとは異なる方向に進んでいると言わざるを得ない。すなわち、相対的に長期的かつ影

響の及ぶ範囲が広範であるという意味での“マクロな”効果論としてのオリジナリティが
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等閑視されているように思われる。したがって本論文では、ガーブナーがテレビという当

時の「ニュー・メディア」をどのように認識していたのかを問い直し、このようなマクロ

な効果を重視する培養理論のオリジナリティを取り戻すための作業を試みたい。 

 それは単に、メディア効果論に関する研究に一石を投じようとする試みではなく、本論

文の目的であるメディアの表象と LGBT の関連を考察するうえで欠くことのできないもの

である。LGBT に対する人々の捉え方は、一朝一夕で変わるものではない。彼らの社会的

受容の現状を考察するにあたっては、佐藤（2008）が指摘するように、輿論（public opi

nion）＝公的意見と世論（popular sentiments）＝国民感情の区別を厳格にする必要があ

る。例えば、1980 年代のエイズ危機のような“メディア・イベント”は、LGBT の社会

的排除につながる世論を喚起することになるが、社会的受容という過程を考察するには輿

論を対象とすべきである。 

 第 4 章では、現代英国における LGBT の政治的および社会的な受容を検討する。英国で

は 1885 年に同性愛が「犯罪」化された。その後、1968 年に「脱犯罪」化され、2004 年

には同性婚が「合法」化されたものの、社会的受容は容易に進展しなかった。本章では、

「政治・社会政策の動向」「BBC における LGBT の取り上げ方」「キリスト教の影響」に

ついてそれぞれ取り上げる。その際、Chaney（2013）による区分に倣い、①1945 年から

1979 年まで、②1979 年から 1997 年まで、③1997 年以降の 3 つの時期ごとに整理してか

ら考察する。さらに、政治や社会政策による影響のほかに、現代英国におけるキリスト教

内部での LGBT への視座の転換についても触れておきたい。キリスト教による同性愛拒絶

の態度を超越しようという視点は、「クィア神学（Queer Theology）」によるアプローチ

によるものがある。ただし、クィア神学は、学問として比較的新領域であるとともに、容

易に捕捉することは難解であるため、クィア神学からのアプローチに関しては本論文に関

連する論点に限定し、紹介する程度にとどめておく。 

第 5 章では、BBC が 2017 年に「Gay Britania」シリーズとして展開した一連の番組を

分析する。このシリーズは、BBC が、1967 年性犯罪法の制定により英国で同性愛が脱犯

罪化されてから半世紀となるのを記念して実施したものであった。ここでは、シリーズの

各番組の梗概を確認し、視聴者の反応などについて論じる。 

 全体の構成はこのようになっており、第 1 章から第 5 章までの各章において、一見する

と、それぞれ独立したテーマについて議論しているように思われるかもしれない。しか

し、筆者としては、LGBT という各個人の「指向」に関する課題を取り上げる以上、丁寧

に議論を進める必要があるとの思いから、本論文の主題に関連するさまざまな情報を可能

な限り反映させたほうが、筆者の理解を促すことにつながると考えた。そのため、各章個

別にみると、さまざまな学問領域における議論が展開されているように感じられるかもし

れないが、論文全体として考えた際には、1 つの「物語」のようなものとして完成し得る
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ものであると確信している。したがって、各章の内容が総花的なものとならないように、

議論をあまり脱線させず、体系的な論理展開に努めたい。 
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〔注〕 

 

1  日本では、公共放送との呼び方が定着しているが、EBU＝ヨーロッパ放送連合の加盟

国などを中心に、公共サービス放送と言い表されている。したがって、本論文では、や

や馴染みのない表現ではあるものの、後者を用いることとする。 

2  ただし、後に論じるように、第 8 次特許状更新手続きにおける BBC と政府の交渉の

結果、現在 75 歳以上の人びとには受信許可料の支払いが免除されている。 

3  性的マイノリティを表す表現には、一般的にマス・メディアなどで LGBT が用いられ

ている。これは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、そしてトランスジェンダーか

らなる頭字語であるが、現実には、FtM（体の性は「女性」で心の性が「男性」）や Mt

X（体の性が「男性」で性自認については X ジェンダー）、さらには「性別」の枠組みに

とらわれない「アセクシュアル」などもあり多岐にわたっている。本論では、LGBT を

単なる頭字語としてではなく、ヘテロセクシュアル以外のあらゆる性的マイノリティを

包含する記号として用いている。 

4  しかしながら、日本のテレビ番組における LGBT の描写が、必ずしもそうした表象ば

かりであるというわけではない。例えば、TBS 系列『3 年 B 組金八先生』の第 6 シリー

ズ（2001 年～2002 年）では性同一性障害がテーマの 1 つとして取り上げられていた。

さらに近年では、NHK が『女子的生活』（2018 年）でトランスジェンダーの女性を、

『腐女子、うっかりゲイに告る。』（2019 年）でゲイをそれぞれ題材としたほか、連続テ

レビ小説『半分、青い。』（2018 年）では、登場人物の 1 人がゲイであった。。 

5   GOV. UK, Launch Event: LGBT Action Plan 2018, https://www.gov.uk/govern

ment/speeches/launch-event-lgbt-action-plan-2018（2019 年 11 月 20 日アクセス、以

下同じ） 

6  NatCen Social Research (2017) Moral issues -Sex, gender identity and euthan

asia. In: British Social Attitudes 34. (https://www.bsa.natcen.ac.uk/media/39147/b

sa34_moral_issues_final.pdf)における調査結果を基に筆者が作成した。 
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【第１章】英国社会と公共サービス放送 BBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、本章では「なぜ公共放送は存在するのか」という問いについて検討する。具体的に

は、英国社会において、BBC が公共サービス放送として、いかなる役割を果たしてきたの

かを考察する。公共サービス放送の役割や課題については、既に多くの知見が蓄積されてい

るが、公共サービス放送が存在することの社会的な意義に関する議論は等閑視されてきたよ

うに思われる。 

既に指摘されている通り、公共サービス放送の定義は、それが属する社会の文化的政治的

事情に左右される。そのため、1 つのグランド・セオリーを提唱することは現実的ではな

い。本章のねらいは、BBC の役割やメディア環境の多様化に応じた新たなタスクを検討す

ることではなく、市民が支出する資金によって成り立つメディアの社会的な必要性を分析す

ることにある。 
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第１節 人々にとって BBCはどういった存在か 

 

 

 放送メディアは、一般的に、財源や政治権力との距離に応じて、政治権力の意向が反映

される「国営放送」、広告主の意向が反映され得る「民間放送」、そしていずれの側からも

独立しているとされる「公共放送」の 3 つに大別される。日本の公共放送である NHK

は、放送法の規定により、収支予算および事業計画、資金計画は毎年度、国会での「承

認」が必要とされている。国会での「審議」の中で議員から、NHK は英国の公共サービ

ス放送である BBC を公共放送のモデルとして見習うべきであるとの意見が示されること

がある。 

 BBC が「公共サービス放送のモデル」として認識されていることは顕かなることであ

り、ここで敢えて国会会議録を引用して示す必要はないだろう。しかしながら、そうした

イメージに基づいて BBC の表層的な部分だけを捉え、モデル足り得ると短絡的に評価す

ることは、必ずしも適切とは言えない。 

例えば、2009 年 1 月に発生したリンジー石油精製所ストライキに関して、BBC One の

22 時台のニュース番組『News at Ten』（2009 年 2 月 2 日放送分）では、労働者が「ポ

ルトガル人やイタリア人とは一緒に働けない」と述べるインタビューの様子が放送された

1。しかしながら、そのニュースのインタビューが、同日に BBC Two で放送された際に

は、先の発言に続いて、「なぜなら、彼らが隔離されてしまうから」と語られていた。つ

まり、後者のコメントを伝えないことで、BBC は外国人労働者に対する排外主義的な見解

を放送していた。BBC はのちに、『News at Ten』で放送されたインタビューの映像を

「誤り」であったと謝罪したが、それが過失によるものではなく故意によるものであるこ

とは自明であった（Harper 2012 : 40-41）。このケース以外にも BBC はこれまでに、

『White』（2007 年）や『The Day the Immigrants Left』（2010 年）などの番組、さら

には自身の Web サイト上のニュース記事を通じて、労働者階級に対する社会の「偏見」を

扇動してきたと指摘されている（Jones 2012=2018 : 145-149, 161）。 

BBC は公共サービス放送のモデルとみなされているものの、例えば「階級」というテー

マに関する報道を見ると、一部で偏見を助長してきた面も見られる。そこから、そもそも

「公共放送」とは一体どのような放送のことを指しているのだろうかとの疑問が生じる。

こうした公共放送のデフィニションについて、山腰（2016）は、公共放送ごとに制度化の

され方や歴史的な変遷、または今日的な変化を個別に考慮する必要があるために、各国の

公共放送を分析し、具体的な共通点を抽出したうえで、「公共放送論」のようなグラン

ド・セオリーを導くことは困難であると指摘する（2016 : 4-6）。 

そこで、まずは、英国の人々が BBC の存在をどのように理解しているかに関して、NH

K 放送文化研究所が 2006 年と 2011 年に実施した調査結果を参照する2。まず、2006 年に

実施された「公共放送に関する意識」国際比較調査では、視聴者が公共放送をどのように
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受け止めているのかという点がリサーチ・クエスチョンとして設定された。その後、2011

年に行われた「公共放送に関する意識」6 か国比較調査では、メディア環境や政治情勢の

変化を背景として、公共放送のサービスを利用する人々が、公共放送をいかなるものとし

て受け止めているのかが調査された。 

 調査の中の「公共放送の必要条件」、「公共放送の必要性」という質問項目に対する回答

状況から、人々が BBC に何を期待し、BBC を社会の中でどのように位置づけているのか

がうかがえる。表 1 は、2006 年と 2011 年それぞれの調査結果を示している。質問の内容

は、【A】が、「あなたは、BBC の必要性についてどのように感じていらっしゃいます

か」、【B】が、「次のことがらは公共放送の使命にとってどの程度必要だとあなたはお考え

ですか」であった。 

 この 2 つの調査は、定点調査

ではないため、回答を単純に比

較することは適切ではない。し

かしながら、それぞれの時点に

おける BBC に対する世論の傾

向を捉えることはできる。ま

ず、【A】から、世論の多数

が、BBC を必要とみなしてい

ることがうかがえる。また

【B】から、公共放送の必要条

件に関しては、2006 年と 2011

年の回答を比較した場合に、一

方で、各項目における「ぜひ必

要」の割合が低下し、他方で

「まあ必要」の割合が増加して

いる。ここから、BBC を必要

としながらも、それらを絶対視

する傾向は薄くなっていること

がうかがえる。この点に関して

は、マルチ・メディア環境下に

おける人びとのメディア接触の

変化による影響が作用している

と推察される。しかしながら、

いずれの項目をみても、多数の人々が BBC に対して、このように多くの役割を期待して

いる。 

【表 1】「公共放送に関する意識」に係る調査結果から3 

【A】 

ぜひ必要 まあ必要 あまり必要ない 全く必要ない 不明、無回答 

64.2 22.4 5.8 6.8 0.8 

61.2 31.6 3.8 2.7 0.8 

【B】 

質問項目 ぜひ必要 まあ必要 あまり必要ない 全く必要ない 不明、無回答 

ユニバーサリティ 
86.9 9.7 1.2 1.7 0.4 

72.6 21.9 2.7 1.8 1.0 

編集権の独立 
71.7 12.5 5.0 10.0 0.8 

61.5 23.3 6.7 6.3 2.2 

シティズンシップ 
89.3 8.3 0.8 1.3 0.3 

80.2 16.8 1.4 1.0 1.6 

質の高い番組 
90.9 5.7 1.0 1.8 0.6 

76.2 19.5 1.6 1.6 1.1 

少数者向けサービス 
55.2 24.9 8.2 10.7 0.9 

30.4 48.7 12.8 7.4 0.7 

地域放送 
76.2 17.5 2.7 3.2 0.3 

56.3 37.9 3.9 1.5 0.5 

総合編成 
85.8 10.7 1.0 1.7 0.7 

69.8 25.9 1.5 1.9 0.8 

（注）上段：2006 年、下段：2011 年 
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とはいえ、項目ごとにその期待には程度の差があり、「少数者向けサービス」を「ぜひ

必要」とする世論の割合はとりわけ低くなっている。他国における調査結果も参照する

と、少数派向けサービスへの期待の低さは必ずしも BBC に限ったものではない。あるい

は、英国の放送事業者の状況を考慮すると、若者やマイノリティをターゲットとしている

チャンネル 4 の存在が影響しているのではないだろうか。つまり、英国においてマイノリ

ティに向けたサービスは BBC だけが担うべきものではなく、公共サービス放送の 1 つで

あるチャンネル 4 においても行われることが期待されている可能性はある。繰り返しにな

るが、英国の世論は、さまざまな要因から BBC を必要としている。 

そこで、次節以降において、これまで BBC には一体どのような役割が期待されてきた

のかを次の諸点から考察する。まず、BBC に関する先行研究を分析し、公共サービス放送

の要諦を確認する。次に、BBC の存在にとって不可欠な王室特許状（第 1 次～第 9 次）、

特許状の更新手続き、また手続きの過程で公表される政府の放送白書、および放送の在り

方を議論してきた歴代の調査委員会がまとめた「調査委員会報告書」を特に手がかりにし

た。さらに、ジョン・リース初代会長の啓蒙主義的な考えが BBC に関する公的言説に強

く浸透していると考えられることから、必要に応じてリースの著作や論考にも目を向け

る。加えて、政治との関わりについて検討するため、BBC と政治権力との間で生じた「4

つの闘い」について、そして Brexit に関する報道を通じて「公平性」についても議論す

る。最後に、改めて公共サービス放送の概念における、「公共」とは何か、あるいは「公

共サービス」としての放送とは何かを論じる。 

 

 

第２節 公共サービス放送としての BBC 

 

 

１．公共サービス放送とは 

 

 日本では、一般に NHK と BBC は、いずれも「公共放送」という同一のカテゴリーに

分類されている。しかしながら、EBU＝欧州放送連合の加盟国を中心に、ヨーロッパ諸国

では公共サービス放送という呼び方が一般的である。特に英国においては、商業放送も含

めて放送はすべて「公共サービス」の 1 つとして認識されている。『オックスフォード・

メディア辞典』では、公共サービス放送は、「単に商業上の利益を考慮するのではなく、

ニュースの提供など、市民（citizen）のニーズのために提供するための権限を有するラジ

オおよびテレビサービスである」と説明されている（Chandler and Munday 2010 : 25

3）。さらに、市民については、「単に消費者としてではなく、社会的領域および公的領域

のなかで、アクティブな参加者として概念化されたジャーナリスティックな視聴者の一

員」とされている（Chandler and Munday 2010 : 54）。そのような自律的に判断を行
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いうる市民に対して、判断のための情報を提供することが公共サービス放送には求められ

ている。 

やや時代を遡ると、1985 年に、日本の NHK 放送文化研究所にあたる、英国 BBC の放

送調査機関（The Broadcasting Research Unit）は、公共サービス放送の存在を「われ

われに最も高い利益をもたらすユニークな装置（device）であり、いまや社会構造にとっ

て不可欠な一部となっている」と極めて高く評価した。この時期は、英国ではサッチャー

保守党政権の下で商業的な利益や効率性を志向する新自由主義の影響力が増していた。そ

うした環境下で、放送調査機関は、公共サービス放送の主要な原則を 8 つ挙げている。そ

れぞれ簡略に表すと、①地理的な普遍性、②求めへの普遍性、③少数派への特別なコミッ

トメント、④国家のアイデンティティとコミュニティとの特別な関係性への認識、⑤（特

に政治的な）利益からの距離、⑥支払いの普遍性、⑦質的な競争、そして⑧番組の指針が

編集者の裁量を認めていることである（The Broadcasting Research Unit 1985 : 25-3

2）。 

 また、現在のデジタル・文化・メディア・スポーツ省にあたる当時の国家遺産省が、19

92 年に公表した白書『BBC の将来像（The Future of the BBC）』では、「視聴者および

聴取者への意識」、「放送の質の確保」、「多様性と選択」、「アクセスのしやすさ」、「編集上

の独立性」、「効率性と金額に見合った価値」、「説明責任」、そして「国家のアイデンティ

ティへの関与」といった点が公共サービス放送の目的であり、課題でもあることが示され

ている（DNH 1992 : 16-17）。 

 この 2 つの報告書のなかでも、公共サービス放送の特徴がさまざまな角度から明らかと

なる。加えて、20 世紀においては、公共サービス放送の特性を説明するときに、「情報」

「教育」「地平の拡張」「公平性」「独立性」「普遍的なアクセス」「包括性」「少数派へのサ

ービス」それに「非商業的な動機」といった概念がしばしば用いられてきたと指摘されて

いる（DCMS 1999 : 9-10）。この指摘はこんにちでも有効なものといえよう。例えば、O

fcom（英国通信庁）は、公共サービス放送の特徴として次の 5 点を挙げている（Ofcom 2

018 : 3）。 

 

 ・質の高さ－十分な資金を有し、その資金にふさわしい番組が制作される 

・独自性－再放送や購入したものではなく新たな英国のコンテンツ 

・革新性－真似ではなく、新しいアイデアを破壊したり、現存するアプローチを改めたりする 

・挑戦さ－視聴者に考えさせる 

・広範な利用可能性－多くの人にとって視聴が可能であること 

 

 先ほど参照した 80 年代と 90 年代の指摘を踏まえると、現代でも公共サービス放送、つ

まりは BBC に対して人々が期待するものは、ほとんど変化していないといえよう。ま
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た、BBC のトニー・ホール会長は、2019 年度の年次計画書のなかで、BBC が担うべき役

割を次のように述べている（BBC 2019 : 11）。 

 

  …とりわけ、大衆は公共サービス放送、そして強力な BBC を信頼している。われわれは英国のためにさらにできること

があることを知っている。例えば、クリエイティブ経済を支える優れたコンテンツに関する調査、ニュースにおける正確性と公

平性、世界クラスのオンラインサービス、子どもや青少年への強化、ロンドン郊外への強化、さらに世界各国において英

国のための強化などがある。 

 

 また、BBC が行う公共サービスは、どのような性質を伴うものであるのか。それは、同

計画書におけるクレメンティ委員長のコメントからうかがえる（BBC 2019 : 1）。 

 

  プロパガンダ、偽情報、虚偽の主張で溢れる時代においては、BBC の公共サービスの使命は、少なくともこれまで以

上か同じくらいに、こんにちでは重要なものとなっている。BBC が、英国で最も信頼される代弁者（voice）であり続

け、正確なニュースと情報を提供し、公的な議論の場で、あらゆる意見が考慮されることを保証することはきわめて重要

なことである。 

 

 人々にとって、情報の入手が容易になった現代においては、その情報の信頼性や正確性

を自ら判断することが求められる。そうした状況の中で、人々にとって、BBC が「確かな

判断のよりどころ」となるような正確な情報を提供することが、BBC の想定する「公共サ

ービス」としての放送ということになるだろう。しかしながら、近年では、多くの人がイ

ンターネット上で、真偽が判然としないニュースに接触する状況にあり、そうした中で

「フェイクニュース」の危険性が指摘されていることは改めて論じるまでもない。そこで

BBC は、マルチ・メディア環境下でのフェイクニュースに対処するため、「スロー・ニュ

ース（slow news）」あるいは「スロー・ジャーナリスム（slow journalism）」といった価

値観を導入し、「速報性」よりも「正確性」を優先させようとしている。 

 さて、現在、英国の地上波放送には、BBC One、BBC TWO、ITV、Channel4、Chan

nel5、Sky one、BBC FOUR、ITV2 の 8 つのチャンネルがある。これらは決して、BBC

が「公共放送」として、C4 が若者やマイノリティ向けの番組を提供する「公共放送事業

体」として、そして、その他のチャンネルが商業放送であるというものではない。英国で

はこれらのすべてのチャンネルが公共サービス放送としての役割を負うべきであるとされ

ている。つまり、法律上、公共サービス放送としての義務が課せられないのは、ケーブル

放送と衛星放送のみであり、これ以外はすべて公共サービス放送の一部を構成している

（Scannell 1997 : 91）。この点について Scannell（1990）は、ITV などの商業放送がも

ともと政府によって設立されたという経緯が示すように、これらにも初めから公共サービ

ス放送としての役割が期待されており、BBC と ITV とを区別して考えることは、「誤解を

与える」ものであると指摘する（Scannell 1990 : 17）。 
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 とはいえ、市民が支払う受信許可料によって成り立つ BBC と、主に広告料収入を財源

として運営される ITV を、単純に公共サービス放送という 1 つの枠内に収めるのはあまり

にも短絡的であると指摘されよう。日本でもしばしば説明されるように、その影響力の大

きさや、希少な電波資源をほぼ独占的に使用していることなどから、民間であるか否かを

問わず、そもそも放送事業は「公共性」の高いものである。ただし、Chris Hanretty（20

11）は、確かに商業放送も「公共性」の高いコンテンツを提供するものの、それらはある

種の「ノブレス・オブリージュ（noblesse oblige）」によるものにすぎないと指摘する。

このような理解のもとで、彼は公共サービス放送であることの条件として、①社会的に有

用なさまざまなコンテンツを提供していること、②税あるいは受信料収入を通じて国家に

よって財源が裏づけられていること、③その放送が資金提供者のために行われること、そ

して④最高職が国家機関によって任命されることを挙げている（Hanretty 2011 : 4-5）。

これは、日本における NHK、あるいは公共放送に対するイメージに近いといえよう。 

 この定義に従うと、英国で公共サービス放送に該当するのは、王室特許状を根拠として

存続し、国民が支払う受信許可料によって運営され、BBC 役員会という公的な機関によっ

て会長が任命される BBC よりほかない。それに対して、先に示した BRU や DNHらによ

る原則に従うならば、ITV や C4 などもこれに含まれる。Hanrettyの場合には、政治権力

との関係性を重視し、公共サービス放送をより厳格に定義しようとしており、筆者は、公

共サービス放送と政治権力との必然的な親和性を考慮し、こうした彼の概念をより支持す

るものである。 

 

 

２．Reithianism＝リース主義 

 

 その草創期において、BBC に対して「公共サービス」としての責務を付したのはジョ

ン・リース（John Reith）初代会長のパーソナリティによるところが大きい。1922 年、

現在の BBC の前身である英国放送会社（British Broadcasting Company）が設立され、

公募によりメディア業界の「素人」であるリースが総支配人となった。リースは、1927 年

に BBC が現在の「協会」となった後も、1938 年まで会長職に就いており、およそ 16 年

にわたり BBC を主導した。リースは「BBC の父」と言われるように、彼の存在がなけれ

ば、現在の BBC の姿はなかったといえる。BBC に対してリースが与えた影響は、『英国

政治辞典』における BBC の説明からもうかがえる（Jones 2010 : 26-27）。 

 

 初代会長のジョン・リースは、BBC を「情報を与え、教育し、楽しませる」ものにしたいと考えていた高潔な人物であっ

た。この考えはのちに、放送における「公共サービス」の伝統として知られるようになった。1960 年代を通じて、BBC は

自身に付随するグレーなイメージを捨て去り、60 年代の〔学生運動などがもつ〕エネルギーや反乱の性質の一部を伝え

るようになっていた。 
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 この「リース三原則」ともいわれる「情報を与える（inform）」、「教育する（educat

e）」、そして「楽しませる（entertain）」という 3 つの要素は、現在でも BBC の業務の中

核に位置づけられている。2017 年 1 月に発効した「第 9 次特許状」においても、第 5 条

に「BBC の使命」としてこれらの三原則を促進することが規定されている4。さらに、Fra

nklin（2001）は、リースの公共サービス放送に対する考えは、以下の 4 つの原則を通じ

て、より明確になると指摘する（Franklin 2001 : 19-21）5。すなわち、放送は、 

 

①商業上の圧力と利益上の動機から守られるべき 

②ラジオとテレビサービスをコミュニティ全体に提供すべき（放送の範囲は全国的であるべき） 

③「統一的なコントロール」によって特徴づけられるべき 

④高い基準を確立し、放送番組における高い質を確保するために規制されるべき 

 

というものである。BBC に対するリースの観念の中心にあるのは、これらの「独立性」

「普遍性」「集権性」「高潔さ」である。だが、それは、「市民のための放送」という現代

における公共サービス放送への見方とは全く異なる、市民への強い懐疑心が背景にあっ

た。津田（2006）は、政府からの独立と大衆への強い嫌悪感に基づく民主主義的な手続き

の否定とを同時に志向するリースの姿勢を、“public”に対するリースの理解を分析するこ

とで明らかにしている。それによると、リースは、民主主義システム自体を否定していた

わけではなく、人々が「輿論・公論（public opinion）」ではなく「世論（public sentime

nts）」に基づいて選挙に参加することを忌避していた。 

「啓蒙主義」あるいは「家父長主義」とも評価されるリースの思想は、人々を「劣等」

視することから生まれたものである。例えば、ラジオ聴取率の調査を開始したのは、設立

から 14 年が経過した 1936 年のことであったが、その背景には、BBC が調査によって具

現化される「世論」に対して従属することへのリースの危機感があった（津田 2006 : 14

2）。津田が指摘するように、リースは、教養を欠いた無責任な大衆が政治を担う「大衆民

主主義」ではなく、責任ある知的な公衆が公共の利益を実現しようと図る「公衆民主主

義」の実現を理想としていたのであり、BBC はそのための手段の 1 つなのであった（津田

 2006 : 144）。 

ただ、1920 年代の英国において、人々に対してリースが抱いていたような価値観は、決

して特別なものではなかった。例えば、『教養と無秩序』（1869 年）においてマシュー・ア

ーノルドは、英国社会を極度の悲観主義に基づいて、「野蛮人である貴族階級」「俗物であ

る中産階級」「大衆である労働者階級」の 3 つの階級に区別し、それぞれを酷評してい

る。佐藤（2018）は、BBC の放送観は、こうした『教養と無秩序』以来の「国民教化

論」に基づいていたと指摘する（佐藤 2018 : 154）。 
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また、1920 年代の英国には、第 1 次世界大戦後の社会の混乱に加え、英国人の精神的

な退化に対する懸念も存在していた（Hendy 2013 : 21）。現代ではいくぶん時代遅れと

もみなされうるリースの思想の背景には、こうした社会の事情もあり、ある意味では、時

代がリースを希求していたともいえる状況にあったともいえよう。 

リース主義には、現代では必ずしも支持されないような要素が含まれている一方で、彼

は BBC のラジオ放送がマイノリティの利益になるとも考えていた。それは、放送が「自

身だけでは決して発見できないような領域や関心に人々を連れていくことができる」（Ma

dge 1989 : 21）からである6。このように、リースがすでに 20 世紀の初頭にマイノリテ

ィへの視座を有していた点は評価すべきである。しかしながら、1950 年代においてもマイ

ノリティとは、英国では「民族」、「人種」、「宗教」的なものにすぎなかった（Waters 201

3 : 207）という点を考慮すると、その半世紀前に彼がマイノリティとして何を想定して

いたかは明らかではない。 

このように、リースが目指したのは家父長主義の概念に基づいた、BBC による「大衆の

公衆化」であった。それは、現代的な“市民による市民のための放送”ではなく、“リー

スによる市民を教育するための放送”であった。ただし、当然のことであるが、これは義

務教育のように強制的に行い得るものではなかった。リースが BBC のラジオを通じて

人々を「啓蒙」することができたのは、人々がラジオの電源を入れ、聴取者として放送を

聞いているときに限られた。そのため、何よりもまず、ラジオ放送は人々にとって魅力的

なものである必要があり、BBC の番組を日常的に聴取する習慣をつけてもらうことが必要

条件であった（Hendy 2013 : 25）。 

したがって、リースは BBC の歴史上、主要な人物の筆頭であることは間違いないが、

その後の BBC の番組編成の方向性、あるいは社会における BBC のレーゾンデートルにと

って必要条件に過ぎない。実際、BBC がラジオ放送を「商業」ではなく「公共サービス」

として開始した背景には、アメリカにおけるラジオ業界が「混沌状態にある」（小林 2011

 : 158）ことがあった。 

また、リースは政治権力からの独立性を強く指向していたものの、現実には政治家との

関わりを無視することは容易なことではなかった。BBC と政治との距離について Hendy

（2013）は、設立以来、BBC の内部には政治権力との関係をめぐり、次の 2 つの立場が

併存していると指摘する（Hendy 2013 : 35）。1 つ目の立場は、必然的に意見の対立を伴

う政治の領域から距離を置こうとするもので、いわば「超然主義」の立場をとるものであ

る。しかしながら、こうした立場は、場合によっては社会的亀裂を隠蔽したり、政治家と

の密接な関係をもったりすることにつながることがある。2 つ目の立場は、ミルトン・フ

リードマン的な「言論の自由」を希求するものであり、多様性の尊重や、政治家との対立

を伴うものである。ミルトンは、ピューリタン革命期に『アレオパジティカ』（1644 年）

を出版し、言論・出版の自由の重要性を唱えたことで知られている。すなわち、後者の立

場は、超然主義のそれよりも、より政治と一定の距離を置くものである。 
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ちなみに、マス・メディアと政治権力との距離の取り方については、もう 1 つの立場が

考えられうる。それは、権力と意図的に「密着」してマス・メディアとしての役割を果た

そうとするものである。例えば、いずれも NHKで政治部記者であり、その後会長職に就

いたものの任期途中で辞任した島桂次や海老沢勝二は、この立場に分類され得よう。ただ

し、こうした立場には権力との「癒着」あるいは「一体化」との批判を招く可能性が高

い。こうした批判を受けないためにも、「『密着』と『癒着』のギリギリの狭い塀の上を歩

いていて、塀の向こう側に落ちないためには、こちら側のジャーナリズム精神が日常的に

しっかりして」いる必要があるとの指摘がある（小俣 2011 : 46）。 

さて、BBC が英国社会の中で、どのように認識されてきたのかを理解するうえで、リー

スがもたらした家父長主義や啓蒙主義を分析対象とすることは確かに重要である。中村

（2016）は、これらのもつ現代的意義を認めたうえで、BBC が①放送法などの議会制定

法ではなく、国王から下賜される王室特許状を根拠法とした点、②無線受信免許からの収

入を財源とした点の 2 つの点を、英国における公共サービス放送システムの「ユニークな

点」としている（中村 2016 : 23）。 

このように、公共サービス放送は法律において明文化されているものではないために、

飯塚（2011）は、これまでに公表されている放送白書、委員会報告書や放送法規などか

ら、英国における PSB の考え方を抽出する必要があると指摘している（飯塚 2011 : 8

6）。こうした飯塚の指摘に加えて、BBC にとっての「最高法規」でもある王室特許状から

もそうした見解を伺うことができよう。したがって、以下では主としてこれまでの王室特

許状、委員会報告書を手がかりに、英国社会における BBC の存在意義を探っていく。 

 

 

第 3節 王室特許状システム 

 

１．王室特許状からわかるもの 

 

 BBC が放送法のような議会制定法ではなく、王室特許状に基づいて運営されている明確

な理由は分かっていない。しかしながら、設立当時の郵政長官が BBC に対して、政治的

な「独立性」、社会的な地位の「確実性」、および業務遂行における「柔軟性」を BBC に

付与するためにこうした仕組みを採ったと解されている（中村 2011 : 24-25）。特許状は

おおむね 10 年から 15 年間の有効期限が定められ、期限を迎える約 2 年前から更新手続き

が行われるのが通例である7。 

表 2 はこれまでの特許状のそれぞれの有効期間を示している。この更新手続きに際して

は、有識者によって構成される調査委員会が設置され、委員会の助言を踏まえ、政府が

「放送白書」を発表することになっている。 
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【表 2】各特許状の有効期間8 

 政権党 特許状の有効期間 

第 1 次 保守党 1927.01.01～1936.12.31 

第 2 次 挙国一致 1937.01.01～1946.12.31 

第 3 次 労働党 1947.01.01～1951.12.31（1952.06.30 まで延長） 

第 4 次 保守党 1952.07.01～1962.06.30（1964.07.29 まで延長） 

第 5 次 保守党 1964.07.30～1976.07.31（1981.07.31 まで延長） 

第 6 次 保守党 1981.08.01～1996.12.31（1996.04.30 で廃止） 

第 7 次 保守党 1996.05.01～2006.12.31 

第 8 次 労働党 2007.01.01～2016.12.31 

第 9 次 保守党 2017.01.01～2027.12.31（予定） 

 

 手続きの最終段階では議会の庶民院と貴族院の両院で議論されるが、議会による過度の

干渉を避けるために、「採決」は行われず、その代わりに BBC と担当大臣との間で合意を

結ぶことになっている。 

 それでは、BBC の目的が時代によってどのように変化してきたのかを第 1 次特許状から

現在有効な第 9 次特許状までの「BBC の目的」を定めた条項を手がかりに明らかにしてい

く。それによると、第 1 次から第 7 次（1927 年から 2006 年）までは、「公共サービスと

して英国のあらゆる人々に番組を提供すること」「必要に応じて放送以外のサービスを行

うこと」「必要に応じて商業的なことを行うこと」という大枠のもと、BBC が行いうる業

務がわりあい包括的に列挙されていた。第 8 次（2007 年から 2016 年まで）では、第 3 条

「BBC の公共的性質とその目的」の項目で「BBC は公共の利益に奉仕するために存在す

る」ことと、「BBC の主たる目的は公共目的の促進にある」ことが示された。さらに、第

4 条で公共的目的の具体的な内容が次のように述べられている。 

 

 (a)市民性と市民社会を維持すること 

  (b)教育および学習を促進すること 

  (c)創造性と文化的卓越性を刺激すること 

  (d)連合王国、国家、地域およびコミュニティを代表すること 

  (e)英国を世界に、世界を英国に 

  (f)目的を促進する際に、市民に対して新たなコミュニケーション技術およびサービス提供すること、さらにデジタル化への

転換において主導的な役割を担うこと 

 

 続いて第 5 条では、「BBC の主たる活動は、情報、教育、娯楽で構成される番組の供給

を通じた公共目的の促進である」と、BBC の目的である公共目的を達成するうえで、リー

スが提示した「情報・教育・娯楽」の 3 つの要素が必要とされている。そして、現在有効
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な第 9 次（2017 年から）でも、公共目的の促進が BBC の目的であるとされており（第 4

条）、その公共目的については次のように定められている（第 6 条）。 

 

(1)人々が自らを取り巻く世界を理解し、そこに関与することを助けるために、公平なニュースおよび情報を提供すること 

  (2)あらゆる世代の人々の学習をサポートすること 

  (3)最もクリエイティブで、質の高い、特色のある番組およびサービスを放送すること 

  (4)すべての連合王国の国家および地域の多様な共同体を反映し、代表し、その役に立つこと。その際、英国全土にわ

たるクリエイティブ経済を支援すること 

  (5)英国、および英国の文化ならびにその価値を世界に反映すること 

 

 このように、BBC の目的に関する規定を参照するだけでも、BBC に期待されている役

割が時代ごとに異なってきていることがうかがえる。おおむね第 1 次から第 7 次までの特

許状では、BBC の目的が形式的・表層的・包括的に示されていたにすぎず、「免許状」の

色彩が強かった。それに対して、第 8 次および第 9 次では、それらがかなり具体的・深層

的・個別的に定められているように思われる。また、目的に関する規定に限らず、全体的

な特許状の分量は増加傾向にあると同時に、その内容は説得的になってきている。とりわ

け、第 8 次から第 9 次への更新手続きが行われた 2015 年から 2016 年は、前回の更新手

続きの際には想像もできないようなメディア環境の変化があり、マルチ・メディア環境下

において BBC の存在意義は大きく揺らいでいた。そして、この特許状の更新手続きは、B

BC にとって極めて重要なものである。そこでは、多くの市民が手続きのプロセスに参加

し、BBC の将来像などを議論している。更新手続きは、市民、BBC、そして政治家の各

アクターが、BBC の在り方をどのように考えているのかを可視化する作業であるともいえ

る。したがって、ここでは、2015 年から 2016 年にかけて実施された「第 8 次特許状」の

更新手続きにおける議論を分析し、政治家や市民が、BBC を社会の中でどのように位置づ

け、さらに彼らが BBC にどのような役割を期待しているのかを考察する。 

 

２．第 8次特許状更新手続きの概要 

 

特許状の更新は、政府と BBC にとって今後 10 年の相互関係を決定するものであること

から、両者ともに激しい駆け引きを行うこととなる 。そのため、更新手続きは総選挙に

おける争点の 1 つとして顕在化し得る。第 8 次特許状が 2016 年 12 月 31 日に期限を迎え

ることもあり、2015 年 5 月に実施された総選挙では、主要各政党はマニフェストで、BB

C に対する自党のスタンスを明らかにしていた。以下は主要政党それぞれのマニフェスト

における BBC に関する記述の概要である9。 
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○保守党 

 自由なメディアは開かれた社会の基盤である。われわれは BBC の王室特許状に関 してわかりやすい見直しを下

すだろう。その特許状は、受信許可料支払者に対して、その料金に対する価値を届けることを保証すると同時に、世界

水準のサービスを維持し、創造的な産業を支える。これが、われわれが特許状の更新の間、BBC の受信許可料を維

持し、かつ維持したままにしておく理由である。 

 

○労働党 

 公共サービスである放送に関する制度は、英国の大きな強みの一つである。BBC は我々の文化的な生活の豊か

さに対して極めて大きな貢献をしており、われわれはそれが受信料に対する価値を実現しながら続くことを保障する。 

 

○自由民主党 

 われわれは受信許可料が物価上昇よりも早く値上げすることがないことを保証しつつ、BBC の独立性を保護し、…

…政治的な影響からメディアの独立性を促すために、われわれは BBC トラストないし Ofcom に対する任命におけるい

かなる役割からも大臣を排除する。 

 

これら各党の見解を見てみると、各党が表現の違いこそあれ、受信許可料（Licence Fe

e）の重要性に関しては認識の相違は見られない。保守党、労働党が“value for money”

という表現を用いており、すべての政党が、文脈の差はあるにしても、“ensure”という

語を用いている。しかし、保守党の「われわれは BBC の王室特許状に関してわかりやす

い見直しを下すだろう」という表現から、筆者は、BBC に対する保守党の“冷たさ”を感

じるものである。 

この点について、英国の「番組制作者連盟（Producers Association of Cinema & Tel

evision）」のキャット・ルイス（Cat Lewis）氏は「……長い間、右派の政治家の一部

は、BBC に不満を言ってきました。彼らはともかく、BBC を嫌っています。BBC が行う

ことは何でも嫌い」であると述べている（中村 2015 : 61）。日本と同様に英国でも（一

部ではあるが）保守政党からは公共放送に対して厳しい視線が注がれている。 

 さて、第 8 次特許状更新の手続きは極めて過密なスケジュールで行われた。第 7 次から

第 8 次への更新手続きの際は、有効期限が 2006 年 12 月末であったのに対して、政府はす

でにその 3 年前の 2003 年 12 月に、見直しに向けた文書を公表し、国民の意見聴取を開始

した。それに対して、第 8 次の手続きの時期は、2011 年議会任期固定法により 2015 年 5

月に下院総選挙が実施されることが定められていたために、総選挙後に手続きを開始する

というキャメロン首相の意向により、先送りされていた（田中 2015 : 3）。 

 更新手続きは、BBC が行うあらゆる業務およびサービスについて、受信許可料支払い者

にとって「金額に見合う価値（value for money）」を提供できているか否かを確認すると

ともに、BBC が新たな特許状の下で、より一層発展することを保証するために実施される



26 

 

（DCMS 2016 : 2）。この意味で、更新手続きは、BBC の「過去」の業務を検証し、「未

来」の活動を保障するうえでの「つなぎ」としての機能を果たしている。 

 今回の更新手続きで政府は、主に、BBC が①今後も成長するか、②視聴者の利益にかな

っているか、そして③国家の想像力と成長のエンジンとして作用しているかの 3 点を検証

しようと試みた（DCMS 2016 : 2）。これらの点を明らかにするため、BBC の内部監督

機関である BBC トラストは、受信許可料支払い者の代弁者として、「意見の公募（public 

consultation）」を行ったほか、英国内のさまざまな地域でセミナーを実施し、視聴者の意

見を広範に調査した。 

 BBC トラストのロナ・フェアヘッド（Rona Fairhead）会長は、「われわれは、BBC が

すべての人にとって万能なものではないということを認識しているが、われわれは皆が受

信許可料を支払い、そこから利益を得ている BBC を根底から支える」と述べている（Fai

rhead 2015 : 13）。しかし BBC トラストは同時に、BBC が、その経費、組織の複雑な構

造、統治方法、メディア産業の他の部門とどのように仕事をするのかといったいくつかの

面で改革が必要であることも指摘していた（Fairhead 2015 : 10）。ここでは主にハード

面＝構造面での改革の必要性が示されていた。 

BBC にとって今回の更新手続きは、「政治的な嵐（political storm）」のなかで行われる

ことになった。嵐を巻き起こした要因は、①前回の更新手続きと比較して、議論に費やさ

れる期間がかなり短いこと、②総選挙で思いもよらない大勝を収めた保守党政権により手

続きが行われること、③保守党内右派からの感情的な敵対心が、史上例を見ないほど BBC

と対立関係にある、中央・地方レベルのあらゆる新聞により、反響され、拡大されるであ

ろうこと、④新たに任命された文化・メディア・スポーツ担当大臣が長い間、BBC に批判

的であったことの 4 点が挙げられる（Barnett 2015 : 73-75）。ここで、それぞれの要因

について、若干の補足をしておく。 

 既に述べたように、一般的に更新手続きのプロセスは、約 2 年から 3 年の期間をかけて

行われるものである。しかしながら、第 8 次から第 9 次への手続きは、政治日程の都合に

よりわずか数ヶ月という短い期間に集中して行われた。そのため、その短期間のうちにさ

まざまな議論や手続きを行わなければならず、手続きに市民が十分に関与できる機会が少

なくなった。 

2015 年 5 月に実施された総選挙で、キャメロ

ン首相の保守党が、事前の予測を大幅に上回る議

席を獲得した。選挙期間中にキャメロンは、自ら

に関する BBC のニュースを「ごみくず」との強

い言葉で貶し、「私は総選挙の後、それらを終了

させるつもりだ」と発言していた（Winston 201

5 : 50）。また、BBC は、キャメロンがこの総選

挙の期間中、テレビ討論における BBC の対応

【図 2】2015 年総選挙の議席数 

 獲得議席数 増減 

保守党 331 ＋24 

労働党 232 －26 

スコットランド国民党 56 ＋50 

自由民主党 8 －49 

その他 23 ＋1 
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や、ラジオ番組でのインタビューに関して「激怒していた」ようだと認識していた。ただ

し、首相官邸はキャメロンに対する BBC の認識を「くだらない」問題だと否定した。（G

uardian, 12/05/2016）。 

さらに、保守系一般紙の Daily Telegraph 紙は、BBC が総選挙前の世論調査におい

て、保守党の議席予測を誤ったとして BBC への批判を展開した。また、同じく保守系の

タブロイド紙である Daily Mail 紙は、BBC を「膨れ上がった官僚制と、強固な左翼的先

入観」の状態にあるとして批判している（Daily Mail, 12 May 2015）。 

 最後に、総選挙後の組閣で、キャメロン首相は、文化・メディア・スポーツ大臣にジョ

ン・ウィッティングデール（John Whittingdale）を任命した。英国議会が公表している

情報によると、ウィッティングデールは放送およびメディア（映画、音楽、芸術）の分野

に政治的関心を抱いており、2005 年以降、下院の文化・メディア・スポーツ委員会に所属

していた。ガーディアン紙は、彼のことを「完全なる右派で、熱心なサッチャリズムの信

奉者」と言い表している。さらに、同委員会の委員長として、BBC に関するいくつかの報

告書を公表した経験などから、BBC にとってはいわば弱みを握られているなかでの交渉に

関して、BBC 内部では、「血まみれ（bloody）」、「接近戦（hand-to-hand combat）」、さら

には「もぐらたたき（whack-a-mole）」などと指摘されていた（Guardian, 12/05/201

6）。 

 総選挙から 2 か月後の 2015 年 7 月に、BBC は政府と合意を結んだ。その後、政府がグ

リーンペーパーの公表、および意見の公募を行い、19 万 2 千以上の回答が寄せられた。ま

た、これとあわせて、BBC トラストは英国の各地域でイベントを開催し、視聴者との「対

話」を実施した。そして、グリーンペーパーの公表から 10 ヵ月後の 2016 年 5 月に政府の

「放送白書」が発表された。白書のなかで政府は、「①BBC の使命（mission）として、全

ての視聴者に対して、質の高い、特色ある情報・教育・娯楽コンテンツを提供することに

焦点を置き、②より効果的で信頼性の高いガバナンスと規制を導入しながら独立性を大事

にし、③英国のクリエイティブ産業への支援を BBC の運営の中核に据えるとともに、市

場へのマイナスの影響を最小限にとどめ、④組織の効率性と透明性の向上に努め、⑤近代

的で維持可能かつ公正な財源システムを支持する」としたうえで、これらに対する具体的

な改革案を提示している（佐伯 2016 : 3）。 

 更新手続きのなかでは、受信許可料制度の適正さが大きなテーマの 1 つとなっていた。

受信許可料をめぐっては、かつてサッチャー保守党政権の際に、廃止や広告導入の機運が

高まっていた。だが、当時の放送調査特別委員会がまとめた報告書（「ピーコック委員会

報告書」）で、受信許可料制度の維持が望ましいとされたため、結果としてサッチャー政

権下での「BBC 民営化」構想は実行されなかった。フェアヘッド BBC トラスト会長によ

ると、視聴者は BBC に対して、広告主から自由であり、商業的に独立している状態を望

んでいるという（Fairhead 2015 : 11）。 
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 サッチャー政権に限らず、受信許可料制度はこれまで何度も廃止の脅威にさらされてき

た。確かにこれまでに保守党が主張してきたように、受信許可料制度は競争を阻み、BBC

の創造性に停滞をもたらすかもしれない。先の「ピーコック委員会報告書」では、受信許

可料制度は、BBC を維持するための「他よりはましな」方法であると結論付けられてい

た。公表からおよそ 30 年が経過した現在でも、受信許可料に対するこうした見解は踏襲

されているという（Hughes 2015 : 128）。 

 今回の特許状更新手続きで、政府側で BBC と交渉を行ったのは、主に、キャメロン首

相、オズボーン（George Osborne）財務相、ウィッティングデール文化・メディア・ス

ポーツ相であった。キャメロンは、先述したように BBC の放送内容にかなり批判的であ

った。さらに、ウィッティングデールも BBC に対して批判的だと見られてきた。彼は、

文化・メディア・スポーツ特別委員会の委員長に長く就いていたため、BBC のあらゆる問

題に精通している。受信許可料に関しては、かつて「人頭税よりも悪い」と述べたことが

あるほか、総選挙の直後には、145.50 ポンド（当時）という金額を長期的には支持できな

いとも述べていた（Guardian, 11/05/2015）10。のちに、自身が受信許可料を将来的に廃

止したいと考えているとの報道は「かなり誇張されたものだ」としたうえで、受信許可料

を少なくとも 2026 年まで継続させる意向を表明した（Davices 2015 : 62）。 

 では、オズボーン財務相は受信許可料にどのような視座を向けていたのだろうか。オズ

ボーンとは、BBC のトニー・ホール（Tony Hall）会長が財源をめぐって取引を行った。

取引の結果、BBC は「わずかな見返り」を得るために、75 歳以上の受信許可料を BBC が

負担することに合意した11。これは、BBC にとって実質的な財源の減少であり、サービス

の低下につながりかねない。しかしながら、これは同時に、受信許可料制度に対する、政

府からの攻撃を将来的に防ぐために、首相官邸を味方につけようという BBC なりの計画

的な戦略であったとされている（Guardian, 12/05/2016）。 

 受信許可料制度に対する批判としては、主にそれが、①逆進性を伴う均等税であるこ

と、②仮に視聴者が商業放送のみを視聴したいと思った場合に、不公平になること、③そ

の維持・管理自体に多くの費用を費やしていること、④支払い回避を助長すること、⑤iPl

ayer などのポータブル・デバイスに対応する必要があること、そして⑥顧客満足度を判断

するためのメカニズムを提供できていないことが挙げられる（Hughes 2015 : 129）。能

動的な視聴動機に基づくペイ・パー・ビュー（PPV）の選択肢がますます増加している現

代において、BBC の財源を安定させるためにも、こうした課題は解決されるべきである。 

 このように受信許可料に対しては、多くの批判が存在するが、それらの批判や BBC の

予算の縮小へ向けた圧力は、概して市民によるものではなく、政治家によるものである。

市民は BBC のサービスに高く満足しており、多くの人々が、より良い番組を見ることが

できるよう、受信許可料の増額を容認する姿勢も一部ではみられる（Barwise 2015 : 122

-123）。 
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 受信許可料に対する視聴者の支持は高いものの、やはり急速に発展するニュー・メディ

アの動向を考慮した場合、このままでは BBC という世界でもっとも有名な放送局の一つ

が「一文無し」になってしまう危険が存在するという Snoddy（2015）の指摘（2015 : 2

2）も現実味を帯びてくる。 

 更新手続きが行われていた 2016 年 9 月、保守党のシンクタンクである政策研究センタ

ー（Centre for Policy Studies）は、BBC の財源に関する報告書を公表し、受信許可料

の廃止を訴えた。報告書では、主に以下のような点が主張されている。 

 

〇特色がなく、すでに他のメディアによって提供されているような BBC のサービスを廃止することで、受信許可料収入の

半分に相当する 1.8 億ポンドを削減することができる。 

〇現在行われている特許状更新手続きは、意味のあるものではあるものの、BBC の役割をわずかに調整するにとどま

っている。 

〇更新手続きは、遅くとも 2021 年には見直されるべきであり、受信許可料はその時点で廃止されるべきである。BB

C は芸術評議会（the Arts Council）や国民保健サービス（NHS）と同様に政府によって直接、運営される

べきである。現時点においても受信許可料の金額は政府が決定しているように、直接管理することによる編集上の

独立性への脅威は誤りである。 

 

報告書を執筆したマーティン・ルジューン（Martin Le Jeune）は、「BBC はもはや、

肥大化すべきでないし、すべての人々にあらゆることを提供しようとすべきではない」と

述べている（Guardian, 01/09/2016）。こうした考えは、後に述べる公共サービス放送に

おける「ヒマラヤ」モデルに依拠したものである。 

他方で、フェアヘッドは、会長として行った最後の演説の中で、「安定した財源」、「独

立性」、「わかりやすい統治構造」、そして「市民からの明確な要求」の 4 点を BBC の“特

長”として挙げた。この演説は、2017 年 3 月にサイード・ビジネス・スクールで開催さ

れたオックスフォード・メディア会議で行われたもので、BBC の今後の展望および組織の

課題点が的確に示されている。公共サービス放送の意義を検討するうえで必要だと思われ

るため、演説の原稿をやや長くなるが引用する12。 

 

明らかに人びとは、BBC の使命に根本的な変化が加えられることを望んでいない。彼らは BBC が、人びとに「情報を

伝え、教育し、楽しませる」ことを望んでいる。そして、彼らは完全に、BBC の幅広い公共的目的を支持している。95％

の受信許可料支払い者が、BBC を毎週利用しており、それは平均して 18 時間を超えている。さらに、それは英国内

に限ったことではない。BBC の国際サービスは現在、毎週、世界中のほぼ 350 万人に届いている。私は会長就任前

からそれらのことは承知していた。しかし、私に最も好印象を与えたことは、BBC に関する統計や何れの事実でもない。

それは、人々である。特に彼らが深く抱いている価値および原理である。彼らは本当に公共サービスの使命を信じてい

る。 
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〔中略〕しかし特にトラストは、BBC に資金を支払っている市民の代弁者である。彼らの声が最大限反映されることを

保証することがわれわれの仕事である。〔中略〕〔新たに設置される〕役員会は BBC の独立性の断固としたプロテクター

でなければならない。そして、その強固さは挑戦されることになる。次の財政上の合意はその一例となるだろう。特に、かつ

ての 2 つの合意が、極めて突然で、不透明で、不十分な合意であったことを考慮するとそうなる13。 

〔中略〕役員会に対する私の主なメッセージはこうだ。あなたが今有している明確な構造を最大限活用しなさい。〔中

略〕しかし、いくつか重要な課題が横たわっている。第一に、統治において、役員会は BBC に責任を問い、BBC が資

金に見合う価値を提供し続けることを保証するべきである。〔中略〕第二に、役員会は傑出して独創的であり続けるため

に BBC に異議を申し立て、指導しなければならない。〔中略〕マイノリティの反映は、単に BBC のためだけの課題では

なく、産業全体にとっての課題である。これらの十分なサービスを受けていない集団にとって、BBC との結びつきは、おそら

く過去におけるものよりもより弱い。〔中略〕役員会は、競争上のおよび技術的な課題を通じて BBC を指導しなければ

ならない。成功を収めた指導として、役員会は BBC が、BBC 自身のコダックの瞬間を避けることを保証することを助け

ることができる。〔中略〕第三に、役員会は、政府および支配的な利益団体から BBC の独立性を守らなければならな

い。これを行うために、役員会は、BBC が自信を持つことを保証する必要がある。過去の危機は、必然的に衝撃を持っ

ていたし、時として、BBC は不可欠な自信を欠いているように思われたし、それは、先制の委縮を発展させた。〔中略〕

役員会に対する私の最後の要請は、トラストのレガシーの上に役員会をつくりあげることだ。受信許可料支払い者に話

しかけ、彼らを代表し続けることだ。 

新たな構造の下で、役員会は、人々の代表者であり、私は根本的に、BBC を市民が望み、ふさわしいと考えるよう

にすることを可能にすることが、彼らの責任であることを信じている。〔中略〕われわれは、多くの人々が、われわれがなし得

ていないといった重要なものを達成した。財源は保障されている。独立性は守られている。曖昧さの無い統治構造が整

っている。そして、決定的に、際立って、野心的な使命を有するべきという市民からの明確な要求が存在する。 

 

 しかしながら、更新手続きの期間中に、キャメロン首相が、英国の EU からの離脱の是

非を問う国民投票における結果の責任をとり辞任した。それに伴い、新たにテリーザ・メ

イが新内閣を組閣し、担当大臣も変わることになった。政権や担当大臣の変更はあったも

のの、新たな第 9 次特許状は、当初の予定通り 2017 年 1 月に発効された。今回の更新手

続きでも、多くの人々が意見公募やセミナーの開催を通じて、今後 10 年間の BBC の在り

方を決めるプロセスに関与していた。 

また、これまで BBC トラストと Ofcomが分担してきた BBC に対する「規制」業務は

すべて Ofcomに移管された。Ofcom はこれまでも放送・通信に対する広範な役割を担っ

ており、その権限の肥大化に対する懸念も存在する。では、新たに強力な権限を付与され

た Ofcomが BBC をいかに「規制」するのかを示そう。Ofcom の役割等については、主と

して特許状第 44 条から 51 条に規定されている。Ofcom は 12 月に、規制業務の具体的な

方針について公表した。それによると、特許状において Ofcomに課せられた「核心的領域

（core areas）」とは、「コンテンツの基準」、「公正で効果的な競争を守ること」、および

「BBC の業務の点検」の 3 つである。そのうえで、新たな義務を効果的かつ効率的に果た

すために、Ofcom は以下の諸点を踏まえるとしている14。 
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 ①Ofcomの責務を前進させる 

Ofcom が行うすべての業務と同じように、第一の目的は市民および消費者の利益を高めることにある。 

②BBC が英国における公共サービス放送の礎石であることを認める 

BBC は特別な地位を有しているが、Ofcom は BBC を特別扱いすることはない。 

③統治に対する責任は新設される BBC 役員会にあることを認める 

特許状で定義される BBC の使命および目的を、どの程度達成したかを判断するのは、Ofcom よりも BBC 役員

会の役割である。役員会は BBC の編集上のガイドラインを定めなければならない。Ofcom は、BBC に責任を問う

ことになる。  

④Ofcomの知見および経験の深さを活用する 

Ofcom は、コンテンツの基準、競争および業務の遂行という鍵となる領域において BBC に関連した現在の役割

に加え、放送部門の規制に関する経験がある。  

⑤幅広く協議する 

市民、消費者、およびステークホルダーの見解が、Ofcom の業務に反映されることを確かにする。  

⑥BBC への Ofcomの期待および要求を明確にする 

BBC、視聴者、およびより広範な部門に確実性をもたらすために、万が一の場合に Ofcom がどのように問題に

取り組むのかに関して明確にしておく。 

 

 とりわけ③の「統治と規制の役割分担」は、BBC トラストが廃止された経緯を考慮する

と重要である。それでは、先に挙げた 3 つの「核心的領域（core areas）」について、Ofc

om はどのように対処するのだろうか。表 3 は、これら 3 つの領域における概要とそれに

向けた Ofcomの準備事項を示している15。 

 

【表 3】「核心的領域」の概要および準備事項 

項目 概要 準備事項 

コンテンツ

の基準 

視聴者は自らが視るものを信頼

でき得るべき。不当な攻撃を避

けるための手段が採られ、有害な

コンテンツから守られていることを

知るべき。 

○新たな責任に対応するため、放送コードを改訂する。 

○基準に関する苦情の処理、調査および制裁の実施のた

めの手続き作り出す。 

○視聴者がどのように Ofcom から独立した意見を入手す

るのかを説明する手続きを公表する。 

公正で効

果的な競

争を守る 

公正で効果的な競争を守ること

は視聴者のためになり、選択肢を

増やし、投資及び技術革新を刺

激する。 

○BBC の諸活動の効果を評価する。 

○BBC の活動に係る規則を定める。 

○市場および商業活動に配慮した要求事項を BBC に課

す。 

BBC の業

務の点検 

特許状で示されるように、BBC

の番組の独自性を評価する。 

○BBC の英国公共サービスのための運用免許（Operati

ng Licence）を作成する。 

○業績指標（performance measure）を作成する。 

 

 これらは、Ofcomが BBC の規制業務を担う上での準備事項の一部にすぎない。Ofcom

がこれとは別に定める「業務枠組み（Oparating Framework）」では、より広範かつ詳細
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に Ofcomが実施する事項が定められている。また、BBC の統治を担う役員会が、全くの

新しい組織であるのに対して、規制機関である Ofcom は、これまでも BBC に対する規制

業務を一定程度担ってきたことから、移行に向けた準備は滞りなく進んだ。 

 2017 年 3 月には、Ofcom のシャロン・ホワイト（Sharon White）代表が、BBC は年

齢層においても、所得階層においても中間層に焦点を当てすぎているとして、多様性の確

保に努めるよう、BBC に注文した。ホワイトは、「非常に多くの高齢者（とくに女性）た

ちが、自分たちは悲観的に TV で描写されていると感じている。マイノリティ集団の人々

は、自分たちがせいぜい中立的に描写され、最悪の場合、悲観的に描写されていると感じ

ている。これらは、マス・メディア業界全体が、取り組みうる、そして取り組むべき課題

である」、「われわれが調査で問いかけた多くの人々が、BBC は中高年、中間層の視聴者に

過度に焦点を当てていると感じていた。彼らは、より広い市民、エスニックマイノリテ

ィ、および若い世代のためにより多くのことをなし得たと述べた」などと指摘した（Guar

dian, 08 March 2017）。ここで論じたように、現在、Ofcom が BBC に与える影響はか

なり大きなものがある。それは、次章で論じるように、本論文が主眼とする LGBT への取

り組みにおいても重要性を帯びている。 

 

 

第 4節 政治権力とのかかわり 

 

 

１．歴代の調査委員会の概要 

 

 多くの市民が参加し、時間をかけて形成される特許状が、BBC の存在にとって不可欠な

ものであることは言うまでもないが、BBC のあり方は特許状のみによって特徴づけられる

ものではない。 

特許状と同じように放送に関する特別委員会における議論は、BBC の方向性を定めてき

た。表 4 は、歴代の主な放送に関する調査委員会での主な議論の内容を示している。英国

の放送市場は、ハードの面から検討すると、BBC による「独占」から始まり、のち BBC

と ITV による「複占」を経て、現在では BSおよび CSチャンネルを含めた「多チャンネ

ル」時代を迎えている。Blumler（1996）は英国の放送史を、コンテンツの競争の観点か

ら 5 つに区分した。それによると、第 1 次特許状が下賜され、BBC が英国で唯一の PSB

となった 1936 年から ITV が設立される以前の 1954 年までの「独占」期、1955 年から I

TV の全国放送体制が整う 1962 年までの「クリエイティブな競争」期、1963 年から 1970

年までの「安定的な競争」期、1971 年からバックラッシュ現象に支えられた保守勢力台頭

の萌芽期にあたる 1983 年までの「文化的な攻撃の下での放送」期、そして 1984 年以降の

「脱規制と市場」期に区別される。 



33 

 

【表 4】歴代調査委員会の主な概要16 

委員会(長)名 
任命 / 報告年 

報告公表時の政権 主な議論・勧告内容 

サイクス 

1923 / 1923 
第 1 次ボールドウィン 〔保〕 

財源としての受信許可料の正当性、BBC と放送の独占に

ついて 

クロフォード 

1925 / 1926 
第 2 次ボールドウィン 〔保〕 

公共事業体として BBC を位置づけ、BBC の組織および

視聴者に対する効果について 

セルスドン 

1934 / 1935 
第 4 次マクドナル 〔挙〕 BBC によるテレビ放送の発展、放送技術について 

アルズウォーター 

1935 / 1935 
第 3 次ボールドウィン 〔挙〕 

政治に関する報道、放送全般、財源、および番組の性質

について 

ハンキー 

1943 / 1944 
第 1 次チャーチル 〔挙〕 第二次世界大戦後のテレビ放送サービスについて 

ベバリッジ 

1949 / 1950 
第 2 次アトリー 〔労〕 地域放送の拡充、BBC の独占および財源について 

ピルキントン 

1960 / 1962 
マクラミン 〔保〕 

BBC の新チャンネル開設、放送市場における組織構造お

よび番組について 

アナン 

1974 / 1977 
キャラハン 〔労〕 

放送市場における新たな技術および財源、BBC と IBA の

役割分担と財源、番組の基準について 

ハント 

1982 / 1982 
第 1 次サッチャー 〔保〕 ケーブル放送の組織および将来像について 

ピーコック 

1985 / 1986 
第 2 次サッチャー 〔保〕 

受信許可料以外の BBC の財源の可能性、効率性、ケー

ブル放送および衛星放送について 

デービス 

1998 / 1999 
ブレア 〔労〕 第 7 次特許状のもとでの BBC の財源について 

 

 BBC に関しては、1955 年に「競争」の時代を迎えてからは、とりわけ受信許可料とい

う財源システムの正当性に関する議論が主なテーマとされてきた。なかでも、BBC に敵対

的であったサッチャー政権期に発足したピーコック委員会における議論の主題の主題は、

「なぜ人々は BBC に金を払わなければならないのか」であった。国有企業や公共事業体

の民営化を通じた「コストカット」と「競争の導入」を指向とするサッチャーにとって、

安定した財源に基づき、競争のない環境下で自身に批判的な放送を行う BBC も当然、民

営化されるべきものの 1 つであった。 

 確かに BBC にとって、コンテンツをベースとした ITV との視聴者獲得競争は不可避の

ものであった。従来、視聴者を啓蒙したり、教育したりすることが BBC にとっての役割

であったが、こうした姿勢は 1980 年代初頭、すでに時代遅れのものとなっていた。それ

は BBC の財源に関する議論に大衆が直接参加するようになり、BBC と大衆との関係性が

大きく転換したためである。こうした点について Madge（1989）は、「いったん〔1979

年の総選挙の前後に用いられた〕It’s Your BBC のようなスローガンや、BBC Sharehold

ers といった言葉がはやるようになると、それらを大衆の領域から切り離すことはもはや

不可能」な状況になったと指摘する（Madge 1989 : 16）。 

 繰り返しになるが、歴代の委員会の中で最も BBC の意義を問題視したのが、サッチャ

ー政権下において、BBC に広告放送を導入することの是非について論じることを目的とし

て設置されたピーコック委員会であった。ピーコック委員会は受信許可料の廃止を提言す
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ると一般的に認識されており、BBC にとって最大のターニングポイントとなると予想され

ていた。ここでは、ピーコック委員会で議論された内容を簡単に整理し、その後の BBC

の在り方にいかなる影響をもたらしたのかを推察しておく。 

ピーコック委員会の結論は、当初予想されていたものとは異なり、「民営化」といった

ような BBC を急進的に「解体」を志向するものではなかった。とはいえ、ピーコックに

とって放送は消費者に提供されうる商品の 1 つにすぎなかった（Scannell 1990 : 21）。

委員会は BBC を「機能的な放送市場」へと移行させる 3 つの段階を踏まえた戦略を提示

した。それによると、まず、第 1 段階では、BBC は広告ではなく、インフレ連動型の受信

許可料を財源とすべきであり、第 2 段階では、受信許可料はサブスクリプションによって

徐々に置き換えられ、第 3 段階において、多チャンネル、マルチな伝送システム、多様な

財源方法による機能的な放送市場へと移行するのである（Franklin 2001 : 6）。同報告書

に関しては、即座に受信許可料制度を廃止させようとしなかった点を評価する見方が一般

的には多いものの、市場における競争原理の導入を志向していた点は強調しておくべきで

あろう。ピーコック委員会報告書の正式名称は『BBC の財源に関する委員会報告書』であ

り、その 563 項目に公共サービス放送としての BBC の役割が以下のように示されてい

る。 

 

563 委員会は、大衆が愛願するのにふさわしく、公共サービス放送の概念の大部分を形成する番組のタイプに関する

見方を有している。われわれがここで提示する 4 つのキーワードとは、知識、文化、批判、そして経験である。具体

的には、 

  (ⅰ) 教育番組はもちろん、ニュース、時事番組、ドキュメンタリー、あるいは科学、自然および世界の他の部分に関す

る番組を放送すべきであり、それらは総じて能動的な注意を引き付ける必要があり、アクティブなシティズンシップに

も寄与しうる。 

  (ⅱ) 演技だけではなく、アート性のあるものの創作のプロセスの紹介およびコメントも含む質の高いアート系番組（音

楽、ドラマ、文学等）を放送すべきである。 

  (ⅲ) 商業製品の評価から政治的イデオロギー、哲学および宗教にいたるまであらゆるものを取り上げる批判的かつ論

争的な番組を放送すべきである。 

 

 それによると、BBC には極めて多くの役割が期待されている。特に、その中核は「知

識」「文化」「批判」「経験」にあるとされ、これらはリース三原則の「情報」「教育」と合

致するといえよう。しかしながら、三原則のなかにある「娯楽」要素については、ピーコ

ック委員会報告書のなかで重視されていないようである。 

 

２．政治との闘いの歴史  

 

こうして王室特許状や委員会報告書は、その時代ごとの BBC の目的や意義を確認する
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うえで重要な役割を果たしてきた。しかしながら、それ以上に、BBC の在り方を再構成し

てきたのは、政治家との関係あるいは、政治家による BBC へのコミットメントと、それ

に対する反応ともいえないだろうか。 

 BBC の歴史は、ある意味においては、政治家からの露骨な干渉ないしは介入との「闘

い」の歴史でもあったといえよう。簑葉（2003）によると、こうした種の闘いは、これま

でに少なくとも 4 度訪れているとのことである。それは、1926 年の炭鉱労働組合による

ゼネストに関する報道にはじまり、1939 年の第二次世界大戦の勃発による BBC の国営化

の危機、さらに 1956 年のスエズ危機を経て、1980 年代のサッチャー政権による民営化の

危機である。また、このほかにも、明らかになっていないもの、現場レベルで「処理」さ

れたものなども数多く存在するだろう。 

 

ケース① 炭鉱ゼネスト－信頼の向上 

 

 それまで報道の分野では傍流だとみなされていた BBC が、国民にとってなくてはなら

ない存在となるきっかけとなったのが、炭鉱労働組合によるゼネラル・ストライキであ

る。この報道を通して、BBC は放送がもつ「直接性」の威力を、従前、支配的なメディア

であった新聞に対して大きな影響を与えることになった（小林 2011 : 163）。 

 新聞各社は、印刷や配達といった業務を担う労働者の不足を補うため、幹部や退職者な

どを総動員して新聞を発行せざるを得なくなった。チャールズ財務相は、政府の意見を主

張する新聞が必要だと考え、各社の協力を得たうえで、政府の公式新聞である『ブリティ

ッシュ・ガゼット（British Gazette）』を発行した。チャールズは『ガゼット』の内容を

BBC で放送するようリースに対して依頼したが拒否された。制度上、緊急時において政府

は BBC を国営放送化することも可能であったが、実際には政府内で意見は一致しておら

ず、結局「政府は BBC の独立を維持する」との方針が示された。その結果、新聞が特定

当事者の意見しか取り上げないのに対し、BBC は公平に情報を伝え、当事者双方の主張を

報道したために、市民のみならず、政治家からの信用を得ることにも成功した（小林 201

1 : 164-169）。 

 リースは、ゼネストを前にして、「危機を歓迎するのではないが、危機のもたらす絶好

の機会を歓迎していた」ことを後に述べている 。そして、このゼネストに関連する報道

を通じて、BBC の報道の大原則である「政治と資本から独立し、視聴者の求めにのみ応え

る」というモットーが生まれた（平野 2011 : 204）。 

 

ケース② 第二次世界大戦－国有化の危機 

 

 1930 年代、新聞は「ロビー記者」制度の下で政府の意向を反映した紙面作りを行ってい

た。したがって市民は、新聞が権力を監視するというメディアの役割を放棄したため、BB
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C のニュース報道のほうに信頼を置き始めた（小林 2011 : 188）。第二次世界大戦では、

英国のみならず、各国で国家を挙げた「情報戦」「総力戦」が展開された。戦争に勝利す

るためには、国家をまとめあげ、政府の戦時政策を批判するメディア－とくに新聞－は、

閉鎖を余儀なくされたり、閉鎖への脅しを受けたりしていた。それに加えて、新聞作成の

ための用紙不足の影響もあり、人々は BBC が報じるニュースを必然的に求める環境にあ

った（小林 2011 : 189-192）。 

 BBC は、「起きていることをそのままに伝えよう」という報道姿勢の下、放送を行って

いたが、これが聴取者の批判を受けることもあったという。英国上空とドーバー海峡が戦

場となった航空戦の様子を、BBC の記者が詳細に報道すると、「まるで競馬の実況中継の

ようだ」と嫌悪感を示す者もいた（小林 2011 : 193）。 

 1939 年 9 月 1 日にドイツがポーランドに侵攻したことによって、第二次世界大戦が開

戦した。そして 9 月 4 日には、チェンバレン首相により「情報省」が設置された。情報省

の任務は、「英国が行う戦争を勝利に導くための情報工作」であり、そのために、①ニュ

ースの検閲と、②国内向けの広報・宣伝活動を行った（平野 2011 : 204-206）。検閲は、

情報省の中に「中央検閲局」を設置し、BBC 内部には情報省が委嘱する「検閲官」を配置

することにより行われた。戦争に関する原稿は、検閲官により 2 回のチェックを受ける必

要があった（平野 2011 : 213）。 

 大戦中の放送として、日本の「大本営発表」やドイツの「ゲッペルス放送」は悪名高い

ものとして評されている。一方で、戦時中、BBC の放送は、被害を少なく報じたり、戦果

を誇張して報じたりすることはあったものの、真実を歪めて「虚偽の」報道を行うことは

なかった。例えば、1942 年 2 月に、英国軍の東洋における拠点であったシンガポールが

日本軍によって陥落された際には、チャーチル首相が自ら、この事実を放送で国民に伝え

た。こうして、戦時中の BBC の放送は、ニュースの「真実性」、「正確さ」、「公平さ」と

いう点で、世界的な評価を得ることができたのであった（坂本 1995 : 49）。作家のジョ

ージ・オーウェル（George Orwell）は、1944 年に「BBC の放送で聞いた（I heard it 

on the BBC）」という言葉は、「真実に違いない（I know it must be true）」という新

たな意味を持つようになったと記していた17。 

 

ケース③ スエズ危機－誰のための放送か 

 

 Lord Anan（1989）はスエズ危機を、ベトナム戦争とウォーターゲート事件と並んで、

BBC の組織風土が「プロフェッショナリズム」へと変化した一因として位置付けている

（Anan 1989 : 146-147）。英国、フランス、エジプト、イスラエルがスエズ運河をめぐ

って争ったスエズ危機は、世論が大きく割れた時に、BBC が PSB として、いかなる立場

に立って、放送を行うべきかというジレンマを BBC 突きつけることになった 。スエズ危
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機に際して、BBC は「事実を迅速かつ公平に伝える」という報道の大原則を守ろうとした

（平野 2011 : 213）。 

 世論は、イーデン首相「支持」が 48.5％、「不支持」が 39％、「不明」が 12.5％となっ

ており、議会も攻撃支持の与党・保守党と、不支持の野党・労働党の間で激しい議論が起

きていた。11 月 3 日夜に、首相が BBC のテレビに出演し、支持を訴えたのに対し、4 日

夜には労働党のヒュー・ゲイツケル党首が首相の退陣と停戦を訴えた。イーデンは、戦闘

支持と不支持の両方の意見を報じる BBC の「客観報道」を不満に思い、BBC に対して

度々圧力を加えた。4 日夜のゲイツケルによる放送をやめさせようとしたが、当時の経営

陣トップの補佐役が、政府の圧力に反発し、ゲイツケルの放送を実現させたという（小林 

2011 : 222）。 

 スエズ危機の際、BBC は自らが行う報道の役割を、単に政府を代表するものではなく、

「国家」を代表するものであると考えていた。第二次世界大戦の際、BBC は戦争遂行のた

めに「総力戦」を強いられ、それゆえに、政府の統制に一定程度服してしまった。しかし

ながら、今回は、国民国家としての存亡がかかっていたわけではなく、それゆえに、政府

から独立した放送を行えたと解釈することもできよう（飯塚 1997 : 48）。 

 世界のどこかで紛争が起これば、英語がわかる人々は、自国である英国に不利な内容で

あっても事実を伝える BBC の放送にチャンネルを合わせる習慣があるのは、こうした BB

C の不断の努力の賜物である（大蔵 1987 : 2）。 

 

ケース④ サッチャー介入前史－労働党との闘い 

 

 英国では 1970 年 6 月に総選挙が実施され、事前の予想に反し保守党が勝利し、労働党

のハロルド・ウィルソン内閣は退陣を余儀なくされた（本節は Leapman 1986 = 1989 : 

258-285）。BBC はこの選挙で落選した労働党議員たちに焦点を当てた『昨日の男たち（Y

esterday’s Men）』という番組を制作し、放送した。その内容にはウィルソンの金銭問題

などが含まれていたことや、当初は意図的に隠されていた労働党にとっては単なる「皮

肉」では済まされない番組タイトルが判明したことなどから労働党議員たちは放送の中止

を訴えた。 

 放送前日の 1971 年 6 月 16 日にはウィルソンがチャールズ・カラン会長と「大声で議

論」し、放送中止を会長に要請したものの、会長はこれを拒否したのであった。すると、

放送中止が無理ならば、①タイトルを変更すること、②「回想録」をめぐる金銭問題につ

いての質問をカットすること、③彼が資産家であることをほのめかす持ち家の写真をカッ

トすることの 3 点をするように求めたという。 

 その後、カランは法律顧問であるグッドマンやヒル経営委員長らと連絡をとり、そのう

えで、経営委員会の委員のうち約半数しか出席していない「財務委員会」で事前に「試

写」することになった。経営委員会は視聴者の代表であるため、事前試写を認めると、視
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聴者からの苦情を客観的に判断できなくなるという理由から、伝統的に事前試写を行うこ

とは、その心情に反するものであると思われてきた。この伝統は、『昨日の男たち』にお

ける失態の結果、より強固なものとなった。 

 財務委員会に引き続いて、経営委員会の委員全員が出席して開催された「経営委員会」

で、ウィルソンに対する質問を一部カットする他はそのまま放送することが決定された。

したがって、6 月 17 日の放送では、「野党のなかでハロルド・ウィルソンだけが、政府の

記録を利用できる特権によって回想録を書き、以前にも増して金持ちになった」という断

定的なコメントが残されていた。 

 17 日の夜、経営委員会は緊急会議を開催し、事前試写を行ったために、BBC 側の判断

を批判することができなかった点を反省した。放送から約半年後には、経営委員たちの昼

食会にウィルソンが招かれ、関係の修復が図られたが、それでも「和睦はできたが、まだ

傷痕は残っている」状態であった。1974 年 2 月に行われた総選挙で労働党が勝利し、ウ

ィルソンが再び政権に就くと、BBC は労働党による「仕返し」を恐れたが、結果として何

事も起きずに事態は沈静化した。この事件を機に、BBC に限らず放送局は政治家の仕事に

対する敬意が欠如しているという、労働党と保守党とを問わず政治家が抱いてきた感情が

表面化した。選挙を通して国民に直接選ばれた国会議員に対して「悪意を満ちたあてこす

り」を行う BBC は筆頭であった。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

マス・メディアのなかでも、歴史的に政治家たちは攻撃の照準を BBC に限定してき

た。それは必ずしも顕著なものばかりではなく、政治家は水面下で BBC のもつエネルギ

ーを削減することを試みてきた。Madge（1989）によると、その理由としては、①BBC

が国家機関の中枢と地理的に近接していること18、②全国的な放送の担い手であることを

BBC がしきりに自負し、宣伝していること、③社会の中で高い名声を維持していること、

そして④ウエストミンスターで行われるような組織的なパワーゲームが BBC の内部で行

われていることが挙げられるという（Madge 1989 : 37）。この中でも、①、②および④

のような BBC に起因するファクターよりもむしろ、③の社会内において BBC が有する名

声、すなわち影響力が、政治家をして攻撃たらしめる要因なのではないだろうか。それは

また、英国の政治あるいは民主主義のプロセスにおいて、BBC が権力の番犬として作用し

ていることを政治家が認めていることの証左でもあろう。 

また、二大政党において、労働党よりも保守党のほうがより BBC に対して強い影響を

及ぼしてきた。たとえば、BBC の設立、BBC を競争時代へと向かわせた ITV の設立認

可、Channel4 の導入やケーブル放送の計画はすべて保守党政権のもとで決められたもの

である。それに対して労働党政権は、保守党により導入された新たな制度を急激に変更す

ることなく、人事や報告書の公表などを通じて BBC をコントロールしてきた（Madge 19
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89 : 40）。保守党は、放送が社会的な価値観を大衆に「売る」（実質的には、「植え付け

る」）ことができるために、政治システムにとって非常に重要なものであると考えている

（Madge 1989 : 43）19。 

さらに、BBC の C は Conservatism＝保守党主義の頭文字としても理解されるといった

鋭い指摘（Mills 2016 : 211）にも象徴されるように、BBC はとりわけ保守党の政治家か

ら頻繁に攻撃されてきた。そうした中でも、市民レベルでは党派を超えて一定の支持を得

ることができていたのには、BBC が「公平性（Impartiality）」を常に意識してきたから

であろう。 

 

 

第 5節 公平性の要請とそれへの応答－“Brexit”に関する報道から 

 

 

BBC は、「編集ガイドライン（Editorial Guidelines）」を公表し、BBC が番組を通して

反映すべき価値や基準などを明確にしている。ガイドラインでは、公平性についても詳細

に示されている。その内容は番組のジャンルごとに定められており、ここでは全てを検討

することはできないが、その梗概は次のように説明されている（ガイドライン 4.1）。 

 

  一般に、ふさわしい公平性（due impartiality）には、対立する諸見解の間の単なる「バランス」の問題以上のも

のを伴う。BBC は、幅広い見方を考慮に入れ、一連の見解の存在が適切に反映されることを保証するという点で、包

括的でなければならない。それは、すべてのイシューにおける絶対的な中立性（neutrally）を要求したり、投票の権

利、表現の自由、および法の支配といった基本的な民主主義の原理から超然とすることを要求したりするものではない。

BBC は、あらゆる重要な思考のルートが過小評価されたり、省かれたりしないために、アウトプット全体を通じて、そして

適切に長期的に、幅広い主題と見方を反映することに関与する。 

 

 ガイドラインでは、公平性と中立性が決して同一のものではないということが強調され

ていることに注目し得る。また、さきの説明は、冒頭の一文を読み飛ばしてしまうと、公

平性に関する規定というよりも、多様性に関するものとも理解し得よう。すなわち、ガイ

ドラインにおいては、対立する 2 つの見解を平等に取り上げるといったような量的な公平

性ではなく、質的な公平性の実現が目指されている。 

 なお、公平性という考えは、BBC に限らず、あらゆるマス・メディアにとっての課題で

もある。「公平とはいったい何か」「いかなる状態を公平といい得るのか」との問いに答え

を見出すのは容易なことではない。また、「公平性」は「バイアス」「真実」「バランス」

「中立性」「客観性」「公正さ」などのそれぞれが相互に「必要条件」を構成するような多

様な概念と結びつき、公共サービス放送について論じる際、これらの問題を整理する必要

性がある（Hendy 2013 : 28）。 
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 とくに近年では、Brexit＝英国の EU からの離脱の是非を問う国民投票に関する報道を

めぐって、BBC 内部で「公平性とは何か」という点が問題となった。Brexit の国民投票

は、先に述べた第 8 次特許状更新手続きが行われていた 2016 年 6 月に実施された。保守

党と労働党という二大政党が、党内に温度差はあるものの、ともに離脱反対を訴えていた

状況下で、BBC はこの問題をいかに「公平に」報道していたのだろうか。 

 BBC で政治アドバイザー主任を務めるリック・ベイリー（Ric Bailey）は、国民投票キ

ャンペーンが始まる前の 2016 年 2 月、今回の国民投票が、BBC の不偏不党にとって最大

の試練になる可能性が高いという認識を示していた。ただし、「不偏不党に対する BBC の

国際的な評判は傷つかないだろうし、BBC が国民投票をどのように取材するかということ

は、将来的な BBC の財源の話とは全く関係ない」と述べ、Brexit と更新手続きは相互に

影響を与えないとの見解も示していた（Guardian, 22/02/2016）。 

 しかしながら、BBC の Brexit 報道において、担当大臣のウィッティングデールが Brex

it キャンペーンの「卓越した指導者（a prominent leader）」であったことの影響は少な

くないように思われる。既述のように、彼は長い間、文化・メディア・スポーツ委員会の

委員長として BBC に関する数多くの報告書を作成しており、それらは BBC に対して不偏

不党および独立性の堅持を訴えるものであった。ただし、大臣就任後は、BBC の独立性に

対する彼の姿勢を疑問視する見方もあり、また、大臣としての役割と Brexit キャンペーン

の指導者としての役割とを区別することは困難であるだろうと指摘されていた（Guardia

n, 29/02/2016）。 

 全国政党レベルで EU 離脱を推進していたのは、英国独立党（UKIP）だけであった

が、保守党をはじめ各党それぞれ党内に離脱推進派の議員が存在していた。したがって B

BC は、しばしば自身に批判的な保守党のみならず、あらゆる勢力から圧力を受ける可能

性があった。この点について、BBC のリチャード・エヤー（Richard Ayre）理事兼エデ

ィトリアル基準委員会委員長は「国民投票において、BBC の不偏不党はあらゆる勢力か

ら、最も細かい監視（the most minute scrutiny）の下に置かれるだろう」と述べていた

（Guardian, 18/02/2016）。 

 このように政治的圧力が加えられる可能性が高い環境下で、BBC が報道における不偏不

党を保とうとした試みを明らかにするうえで手掛かりとなるのが、「BBC 国民投票報道ガ

イドライン」の作成と、報道職員全員に対して実施された「オンライン研修」である。BB

C は、2015 年 5 月に実施された総選挙で、EU に関する国民投票の実施を公約に掲げてい

た保守党が勝利したことを受け、すでにガイドラインの作成に着手していた。ガイドライ

ンの特徴は、田中（2016）によると、①幅広いバランス（board balance）を考慮するこ

と、②インターネット、ソーシャル・メディアに対して慎重に臨むこと、そして③視聴者

の投票行動を調べる世論調査や当日の出口調査は行わないことの 3 点が挙げられるという

（田中 2016 : 4-5）。加えて、報道にあたって判断に苦慮するような事案は、積極的に政
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治問題最高顧問に対して相談、助言、そして照会することを求めている点も大きな特徴と

言えよう。 

 また BBC は、残留派と離脱派の双方と「ホットライン」を設けていた。BBC の報道内

容に苦情がある場合、双方の代表者が直接 BBC に連絡し、BBC はそれらを最優先に調査

し、対処することを約束していた。ベイリーは、政治家からの目立った苦情が無くなった

とこの取り組みを評価していた（田中 2016 : 12）。 

しかしながら、国民投票に向けたキャンペーンの期間中、BBC の報道に対しては「消極

的すぎる（too timid）」との指摘があった。Brexit に関する報道は、離脱派の主張を紹介

した後、残留派の主張をすぐに紹介するような構成となっていたため、視聴者は何を信じ

ればよいのか分からなくなっていった20。アメリカのメディア分析者であるブルーク・グ

ラッドストーン（Brooke Gladstone）は、こうした BBC の報道姿勢を、「公正バイアス

（fairness bias）」が働いていると批判した（Guardian, 01/04/2016）21。 

ジェームズ・ハーディング（James Harding）報道局長は、ガーディアン紙への寄稿を通

じて、BBC の Brexit 関連報道を振り返り、その反省点を明らかにしている。以下に、そ

の一部を抜粋する（Guardian, 24/09/2016）。 

 

  Brexit に関する BBC の報道は、キャンペーンが進むにつれて「信頼性」が増していった。離脱派は、BBC が公平かつ

正確に報道を行っていると評価した一方で、残留派は、報道が公平すぎるのではないかと不平を述べていた。BBC は

バランスを、離脱派と残留派の主張を同列に扱い、専門家の意見と取るに足らない意見とを等しく扱うことであると考え

ていた。BBC は、市民に情報を与えるという義務を放棄してしまった。つまり、離脱派の誇張、歪曲、および真っ赤なウ

ソに、残留派の根拠に基づいた意見（judgements）と同じ放送時間を与えてしまった。公平な報道は、「ポスト真

実」時代の政治の問題に寄与している。今後、BBC がなすべきことは、実際には Brexit が何を意味するのかを理解す

ることにある。離脱派は BBC を非難しているが、BBC が Brexit の方向付けを行ったわけではないことは彼らも知るとこ

ろである。「誤ったバランス（false balance）」とは、専門家と反対論者の双方に等しく放送時間を与えなければなら

ないと誤って考えることを意味する。われわれが多くの時間をかけて作成した「編集ガイドライン」は、バランスというものは

ストップウォッチで測定できないことを明らかにしている。BBC の仕事は、民主的なプロセスの指揮を執ることではなく、何

かを伝えることであり、議論の司会役を務めることであり、その参加者に問いかける（interrogate）ことである。われわ

れは、政治家もしくは専門家の同意を得ようと努力するのではなく、視聴者に情報を与えることを目標とする。これが、わ

れわれが、この困難で論点の多い Brexit において行おうとしたことだ。 

 

 このように、BBC は当初、「不偏不党（impartial）」を、双方の主張を時間的に公平に

取り扱うという「量的公平」ではなく、それぞれの主張や課題などを考慮することで、実

質的な公平さを保とうとする「質的公平」として理解していた。しかしながら、実際の報

道においては、明らかに事実であるとはいえないような離脱派の主張にも、多くの時間が

費やされていた。こうした「量的公平」に基づく BBC の報道姿勢を、BBC のグレッグ・

ダイク（Greg Dyke）元会長は、「私は彼らがそのような方法で Brexit を報じることにな
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った理由を正確に理解している。なぜなら、ストップウォッチを持った人々がいたから

だ」と指摘し、批判した（Guardian, 05/07/2016）。 

 BBC は Brexit を、いわば「過誤のあるバランス」に基づいて報道した。世界的な影響

力の大きさを考慮しても、BBC にとって不偏不党を堅持することが重要であることは言う

までもない。しかし、根拠に基づく情報と明らかに根拠に基づかない情報とを同じように

扱うことは、市民に対して誤った情報を与え、誤って教育することにほかならない。「過

誤のあるバランス」に従うことは、BBC が有する「強み」を弱体化させ、偽りを暴かれた

（debunked）、または危険を伴う極端な見解に対して、正当性の空気（air of legitimac

y）および宣伝の酸素（oxygen of publicity）を与える危険がある。さらに、不偏不党の

堅持という詭弁は市民の間に、より多くの分断とより少ない情報（more divided and les

s informed）を残すことにつながる（Guardian, 08/11/2016）。 

 市民の間では、Brexit に関する BBC の報道が、過度に「不偏不党」に基づいていたと

指摘されているが、一部では、「親 EU」であった、または逆に「反 EU」であったという

指摘もされている。「親 EU」批判としては、例えば BBC が EU から資金提供を受けてお

り、それが利益相反にあたるのではないかというものである22。 

 これに対し、BBC の報道官は「われわれは、自分たちが受け取った外部の資金によっ

て、編集上の不偏不党や健全さ（integrity）が左右されないことを保証するための厳格な

ルールを有している。さらに、BBC のニュース部門は EU からいかなる助成金も受けてい

ない。編集上の不偏不党に全く影響はない」と反論した。しかし、保守党下院議員のアン

ドリュー・ブリッジン（Andrew Bridgen）は、『サン』紙のインタビューに対し、「かれ

らは英国放送協会（British Broadcasting Cooporation）だ。しかし中には、あきれるほ

ど偏ったコンテンツもあり、それらを考慮すると、ときどき、私はかれらが EU 放送協会

（EU Broadcasting Cooporation）になっているように思える」と述べた（Sun, 01/01/2

017）。BBC の報道官は、「何らかの算術的な基準を通じて不偏不党を測定することは、ま

ったくもって不可能だ。EU に関する BBC のニュースは、公正および不偏不党に基づき報

じており、われわれは、自分たちの報道が適切なバランスを達成することに満足してい

る」と述べた（Guardian, 21/04/2016）。ただし、繰り返しになるが、この場合の「不偏

不党」が、単に政治勢力から自身を守るための「詭弁」として用いられる可能性は否定で

きないという点には注意が必要である。 

 ここでは、特許状更新という政治家との関係性が最も敏感な状況下で、BBC が公共サー

ビス放送として Brexit をどのように報じてきたのかを論じた。すでに明らかなように、B

BC に対しては相当な圧力が加わっていたと考えられる。そのため、Brexit に関して BBC

は「不偏不党（impartial）」と「バランス（balance）」を過度に意識せざるを得なくな

り、市民が望んでいた情報を適切に伝えることができなかった。 

しかし、この国民投票キャンペーンの期間中、「バランス」という概念が BBC にとって

は不利益をもたらすほどにまで拡大解釈された。加えて、ウィッティングデール担当大臣
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が離脱推進派の筆頭格であったことから、BBC は更新手続きに際して、所管官庁の文化・

メディア・スポーツ省ではなく、キャメロン首相や首相官邸に「支持」を求めざるを得な

かったことも、BBC の報道が硬直化していた一因ともいえる（Seaton 2016 : 335-33

6）。したがって、BBC が重視するリース 3 原則から逸脱しないためにも、編集ガイドラ

インで定められる「不偏不党」や「バランス」の概念について、過度に敏感になる必要は

ないのではないか。形式的なバランスの追求が、一方で多数派に与し、他方で少数派を敵

することにつながることは改めて論じるまでもないだろう。 

 

 

第 6節 改めて、公共サービス放送とは何か 

 

 

 これまでは、主に政治の動きとの関連の中で BBC が公共サービス放送としていかに社

会制度として定着してきたのかを見てきた。しかしながら、それだけでは英国社会の中で

の BBC の位置づけを十分に理解することは困難である。そこで、以下では BBC と市民が

相互にどのような関係性を構築してきたのかを確認することに務める。 

 そもそも公共サービス放送における Public＝公共とは誰のことを想定しているのだろう

か。英国社会におけるパブリックとは一体何なのか。というのも、英国社会の最大の特徴

は、そこが「階級社会」であるということにあろう。サッチャー首相によると、英国には

「もはや社会など存在しない」のであり、そこには「階級」も存在しないことになる。し

かしながら、これまでに BBC と中流階級の密接なつながりはしばしば指摘されてきたと

ころである。Scannell（1990）によると、英国における公共サービス放送の発展の歴史

は、間違いなく中級階級に属する知識人たちが有する貴族的価値観によって特徴づけられ

ており、コンテンツの質や基準の観点から公共サービス放送を擁護することは、教育およ

び文化に関する規範的なエリート主義概念と結びついており、現代においてはもはや実現

不可能なものである（Scannell 1990 : 26）。 

 すでにみたように、BBC の父であるリースは、大衆を危険視し、BBC の放送を通じて

彼らを啓蒙することを最大の目的としていた。したがって、リースは大衆が放送のプロセ

スに参画することや放送に影響を与えることを認めていなかった（Mills 2016 : 210）。

それは、彼の著書『Broadcast over Britain』（1924）のなかで、放送は民主的な目的を

達成するための非民主的なツールであるということが示されていることからもうかがえ

る。 

 BBC がラジオ放送を開始した際、リースに限らず中流階級の人びとにとって、大衆文化

は「改良できる」ものだと考えられていた。その背景には、中流階級におけるキリスト教

的な慈悲の心、利他主義的な考え、さらには 19 世紀に勃興した社会主義思想の影響が挙

げられる（Hendy 2013 : 14）。 
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 では、こうした中流階級の考えはいつまで BBC を支配していたのだろうか。階級社会

において、「中流階級の偏見」が公共事業体にとって不可避であると同時に、中流階級の

専門家が実施し、提供するものはすべての人々にとってプラスに働くという考えがある一

方で、こうした家父長主義的な考えは、少なくとも現代においては容易に受容されうるも

のではない（Madge 1989 : 23）。 

 例えば、英国議会は、「議会政治の母（Mothers of Parliament）」と呼ばれ、議院内閣

制のモデルとしてみなされている。こんにち、議会での審議の様子は、ニュースで取り扱

われるほか、BBC Parliament チャンネルを通じてリアルタイムでチェックすることが可

能となっている。しかしながら、1957 年まで BBC は、「14 日ルール（14-Day Rule）」と

呼ばれる取り決めを政府と交わし、議会での議論の内容は 2 週間経たないと明らかにされ

なかった。また、1960 年代においても、BBC は視聴者である大衆を「びっくり箱（the 

wonders of the box）」の素直な目撃者としてみなしており、コンテンツに対する視聴者

の反応は重要視されていなかった（Madge 1989 : 30）。BBC と中流階級とのつながり

は、1970 年代および 80 年代においても、基本的に変わることはなかった（Madge 1989

 : 23 ; Hendy 2013 : 33-34）。とはいえ、1979 年の総選挙での受信許可料キャンペー

ン、80 年代のサッチャー政権からの攻撃、あるいはメディア市場における競争の激化は、

BBC と大衆との関係を変化させる要因になったといえよう。ただし、こうした中流階級の

影響は BBC の「専門性」を高めることにも作用した。原は、BBC の番組製作者に関し

て、自身の経験を踏まえ、以下のように述べている（原 2011 : 8-9）。 

 

  …また、筆者が出会った BBC の有能なスタッフたちは BBC を「きわめて優秀なスタッフが沢山いて、競争の非常に激

しい職場」と口を揃えて語る。優秀な記者・特派員・プロデューサーたちは、「世界一良いリポートをする」「世界一良い

番組を作る」と言うが、ここには、イギリスのエリートにある「Calling（天職、義務感）」と言える職業的エートス、イギリ

スがメリクトラシー（能力主義）を是とする社会であること、そして、境界線を撤廃するという考え方が見られる。こうした

点も BBC が世界最高峰のジャーナリズムの 1 つとして尊敬を集めることにつながっていると言えよう。 

 

 一般に、メディア間の競争は、視聴率競争につながり、番組の質の低下につながると考

えられているが、メディア内部での競争、およびそこに属するジャーナリスト間の競争

は、コンテンツの質の向上にもつながる。人々にとって、情報源の選択肢が大幅に増え、

情報を容易に入手できるようになった現代において、「教育」や「啓蒙」を理念とするメ

ディアを支えようという動機が生まれるだろうか。 

Georgina Born は、PBS のすべての要素、すなわち“Public”、“Service”そして“Me

dia”のいずれもその適切さに疑問が生じていると指摘する（Born 2015 : 7）。確かに、

こんにちのマルチ・メディア環境下で、人びとのメディア接触が多様化し、彼らの選好が

よりニッチなものになっていることを考慮すると、BBC は公共サービスの 1 つとして、社

会のなかでいかなる役割を果たすことができるだろうか。 
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ブレア政権下でデービス委員会がまとめた報告書『BBC の将来的な財源』では、公共サ

ービス放送の役割について 2 つのモデルが提示されている（DCMS 1999 : 34）。それに

よると、一般的に公共サービス放送に対しては、一方で、商業放送が提供し得ないような

番組に焦点を当てて放送すべきとの考えがあり、他方で、特定の番組だけに固執すべきで

はないとの考えが併存しているという。社会に内在するこれら 2 つの立場を背景に、委員

会では 2 つのモデルを軸に議論が行われた。1 つ目は、公共サービス放送に対する最も純

粋な見方であり、とりわけ市場の頂点に位置し得るような優れたコンテンツを制作するべ

きであるという考えである。これは、「ヒマラヤ」モデルと呼ばれる考え方で、世界最高

峰のエベレストなどからなるヒマラヤ山脈の山巓から、麓に向かって下達させるようなイ

メージである。2 つ目は、大衆迎合的になりかねないことから公共サービス放送への不純

な見方とされ、「公共サービス」のなかに、潜在的に公共サービス放送の事業者が自主的

に選択した番組の放送も含まれると解釈する考えである。委員会報告書の中では特に言及

されていないものの、「キラウエア」モデルと名付けたい。とはいえ、「ヒマラヤ」にせ

よ、「キラウエア」にせよ、公共サービス放送はメディア接触が多様化した現代の人々の

ニーズに十分に応えることができているかは検討すべきである。 

 また、大学や公立図書館、博物館、あるいは美術館といった他の公共サービスや公共施

設のように、BBC はすべての人々に情報を与え、教育し、ときに楽しませる役割を担って

いるとの見方もある（Heath 2015 : 37）。大学には授業料、博物館などには入館料が必

要であるように、BBC には受信許可料の支払いが求められていると考えれば、公共サービ

スの 1 つである BBC に市民が財源を拠出する理由になるだろう。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

 以上の議論を踏まえると、公共サービス放送にとっての要諦は、他のメディアによって

は反映され得ないようなマイノリティの考えを発信し、世論あるいは輿論の「多様化」に

与することにあるのではないだろうか。本章で詳しく取り上げた特許状では、多様性に関

する内容も規定されている。例えば、現在有効な第 9 次特許状では、第 14 条において、

次のように定められている。 

 

  第 14 条（多様性） 

（１）BBC は、英国全土における多様な共同体を、その番組およびサービスが供給される方法（その活動が、実行

される場合を含む）で、放送コンテンツにおいてならびに BBC の組織および経営において反映することを保証す

ることとする。  

（２）BBC は、番組およびサービスが全体的に、十分な正確性をもち、ならびに英国全土における多様な共同体を

確実に反映および代表することを保証しなければならない。 

（３）BBC は、英国全土における多様な共同体の要求を促進、および充足することを保証しなければならない。 
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（４）本条に従い、BBC は、過小に評価されている共同体を反映する必要性をとりわけ考慮しなければならない。 

（５）BBC は、番組およびサービス、ならびに他の組織とのパートナーシップを通じて、英国の地域言語および少数言

語を支持しなければならない。 

 

 第 5 項において、少数言語への言及があるものの、具体的にいかなる領域で多様性を確

保すべきか否かについては、特に述べられていない。したがって、障がい、女性、宗教や

性的指向などのマイノリティに対して、どのようにコミットメントしていくのかについて

は、それぞれの領域に特化した取り組みが行われることになる。筆者は、特許状のなかで

も本条項がとりわけ BBC にとって重要な意味をもつと考える。これは、AI＝人工知能が

さらに発達し、人びとのメディア接触が“個人化”することにより、各人は「フィルター

バブル」に包まれるというイーライ・パリサー（Eli Pariser）の議論を踏まえると、過去

のみならず、今後ますます重要性を帯びるように思われる。本章での議論はこれまでとし

て、次章では、マイノリティへのコミットメントという BBC の責務を背景に、具体的に

彼らが LGBT に対していかなるアクションを起こしてきたのかを確認しよう。 
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〔注〕 

 

1  リンジー石油精製所ストライキの概要については、労働政策研究・研修機構が公表し

ている「国別労働トピック」2009 年 3 月「加盟国間の建設労働者の派遣めぐり労使紛

争」（https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2009_3/england_01.html）参照。  

2  調査の概要、および詳細な結果については、横山（2006）、および中村ほか（2011）

参照。 

3  横山（2006）、中村ほか（2011）における単純集計結果を基に筆者作成。数字はいず

れもパーセントで、各項目の上段は 2006 年の結果を、下段は 2011 年の結果をそれぞれ

表している。 

4  第 5 条は、「BBC の使命は、公共の利益のなかで活動し、人びとに情報を与え、教育

し、楽しませるような、公平で、質の高い、および特色のある番組ならびにサービスの

提供を通じて、すべての視聴者のために奉仕することである」と規定する。なお、拙稿

（2017）「BBC『第 9 次特許状』試訳」『福岡大学大学院論集』第 49 巻第 1 号では全文

を訳出しているので併せて参照されたい。 

5  この時代は BBC の「独占期」にあたり、まだ ITV などは存在していないため、実際

には「BBC の 4 原則」と同一である。 

6  ニュー・メディアがマイノリティの権利を促進することにつながるとの期待は、いつ

の時代でも登場する。例えば現在では、動画共有サイト YouTube がその担い手とされて

いる。 

7  1936 年に第 1 次特許状が下賜され、BBC の「教育」的機能が明確になる前にすで

に、BBC は多くの人々から一種の「教育的な放送機関」として、すなわち現在の「オー

プン大学（The Open University）」（日本の放送大学に相当）の先駆者として認識され

ていた（Madge 1989 : 24）。 

8  簑葉（2003）21-22 頁を参考に筆者作成。なお、表中の政権党とは、該当する特許状

の発行時点での政権政党のことを指す。 

9   Conservative Party, The 2015 Conservative Party Manifesto. p.42, The Labour 

Party, the labour party manifesto 2015. p.48, Liberal Democrats, Manifesto 2015. 

p.37, 110. 

10  ちなみに、2019 年 4 月現在、受信許可料額は年額 154.50 ポンドである。NHKの受

信料（地上契約のみ）は年額で 13,990 円から 15,720 円（支払い方法により異なる）で

あるため、視聴者にとっては少なくない負担であることがうかがえる。 

11  ここでの「わずかな見返り」とは、インフレ上昇率に連動した受信許可料システム

の導入、それまで無料で視聴することが可能であった BBC のオンデマンド配信サービ

ス「i Player」の利用を受信許可料支払い者に限定したことを指している。 

12  BBC Trust, The BBC for the next generation. http://www.bbc.co.uk/bbctrust/n

ews/speeches/2017/oxford_media_convention 

13  ここでの「2 つの合意」のうち、1 つは今回の更新手続きにおける 75 歳以上の受信

許可料の負担に関する合意を指していると思われるが、もう 1 つが何を意味しているの

かは判然としない。財政に関する合意という点を踏まえると、BBC ワールドサービス

の費用負担に関する 2010 年の合意である可能性が高いと推察できよう。 

14  より詳細には、Ofcom が策定した BBC のための「業務枠組み（Operating Frame

work）」に含まれている。 

15  Ofcom, op. cit. を基に筆者が作成。 
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16  Madge 1989 : 42 の表 3.1 および BBC（2009）もとに筆者が加筆修正のうえ作成し

た。表中の〔保〕は保守党を、〔労〕は労働党を、〔挙〕は戦時下の挙国一致内閣をそれ

ぞれ意味している。 

17  BBC online. The BBC at War (History of the BBC). https://www.bbc.com/hist

oryofthebbc/research/bbc-at-war 

18  英国議会＝ウエストミンスター宮殿とロンドン市内にあった旧テレビジョン・セン

ターとの距離はおよそ 7km であったのに対し、2013 年以降に本部機能が移転されたマ

ンチェスターにあるメディア・シティーUKとの距離はおよそ 264km となっている。そ

のため、現在では、地理的には国家の中枢機関との距離は飛躍的に広がったものの、政

治権力との距離は依然として近しい状況にあるといえよう。 

19  また、労働党が公共サービスの拡大ないしは保護の方針を掲げているのに対して、

保守党は公共サービスの縮小および自由化を志向していることから、特に受信許可料制

度をめぐっては、BBC は保守党政権下で厳しい環境に置かれてきた（中村 2012 : 

140）。 

20  当然、その逆の場合も同様の構成となっており、残留派の主張を紹介した後にす

ぐ、離脱派の主張を紹介することで、バランスを取ろうと配慮していた。 

21  大渕（2017）によると、公正バイアスとは、他の人から公正に扱われたいという願

望、および自らも公正に行動すべきであるとの信念に基づく一種の認知バイアスであ

る。彼は、認知バイアスを「独善的正義感」と言い表している。 

22  それは、「マルチドローン（Multidrone）」計画のための開発資金として、EU 

Horizen2020 調査計画が提供したものであり、Brexit の前後を通して BBC は、

352,750 ユーロを受け取っていた。 
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【第２章】BBC の「多様性と包摂」に向けた取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前章で、公共サービス放送 BBC の大きな役割の 1 つに「マイノリティの社会的包摂を促

進すること」があることを確認した。マイノリティの社会的包摂においては、「多様性（Div

ersity）」と「包摂（Inclusion）」がセットでキーワードとなる。本章では、主に 2000 年代

以降こんにちまで、BBC が LGBT の社会的な受容に向けてどのように取り組んできたのか

を確認する。社会的受容に向けて、BBC がいかに苦悩しながらその取り組みを前進させて

きたのかを見ていこう。 
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第１節 3つの調査から学ぶべきこと 

 

 

１．2005年：「レズビアンとゲイに関する BBCの描写」調査 

 

 LGBT の権利促進を目指す慈善団体 Stonewall は、2005 年にマス・メディアにおける

「レズビアンとゲイに関する BBC の表象」について調査を行った。これは、BBC が LG

BT をどのように扱っているかについての始祖的な調査であった。 

この調査の目的は、①BBC はどのようにゲイの生活を描写しているのか、②テレビはゲ

イの生活に対して、ネガティブな、あるいはポジティブな影響を与えるか、③レズビアン

とゲイに関する BBC の描写が、ヘテロセクシュアルの人々にどのような影響を与えるの

か、④BBC はホモフォビアに挑戦しようとしているか、それともそれを強化しようとして

いるか、そして⑤レズビアンとゲイの視聴者は、受信許可料を支払ううえで、金額に見合

う価値を受け取ることができているかを明らかにするために行われた。 

 調査は、量的調査と質的調査の双方によって行われた。質的調査では、2005 年 5 月か

ら 7 月にかけて、午後 7 時から 10 時までに放送された BBC One と BBC Two の番組を

あわせて 168 時間分視聴することで行われた。質的調査では、LGBT 当事者で構成される

6 つのフォーカス・グループと、ヘテロセクシュアルで構成される 2 つのフォーカス・グ

ループで、それぞれレズビアンとゲイがテレビでどのように表象されているか、個人ある

いはコミュニティに対してテレビ番組が与える影響、BBC における LGBT の表象につい

ての印象、そしてそうした印象が BBC 以外の放送局に対するものとは異なるのかについ

て議論された。 

 調査を通じて、LGBT はヘテロセクシュアルと同額の受信許可料を支払っているにもか

かわらず、「金額に見合う価値を驚くほどに享受できていない」ことが判明した。なお、

調査結果は、次の 5 つに集約することができる。 

 

 結果① BBC の番組で LGBT が取り上げられることはほとんどない。 

結果② 仮に LGBT が取り上げられた場合でも、コメディ、トーク番組やクイズ番組といった「娯楽番組」に集中している

（およそ 72％）。 

結果③ BBC はゲイのことを「なよなよとした滑稽な人物（camp figures of fun）」として表象しており、ソープ・オ

ペラやドラマに「衝撃的な価値」を加えるために利用している。 

結果④ レズビアンはゲイよりも表象されない傾向にある。 
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結果⑤ ゲイを取り上げた番組は、BBC の番組全体で 0.4％に過ぎなかったが、そのうちおよそ 8 割がネガティブで、非

現実的で、ステレオタイプに拠るものであったり、ホモフォビックなものであったりした。 

 

 この結果をさらにまとめると、LGBT の表象において「ジャンルの偏り」があるという

こと、「ステレオタイプに基づいた描写」であること、そして、描写の対象となる LGBT

のなかに「描写の格差」があるということである。また、こうした調査結果を踏まえ、St

onewall は BBC に次の 8 つの点を提言している。 

 

 １．人種や障がい者に関する BBC の方針および実践を、性的指向に関するものにも反映させること。 

２．テレビとラジオ番組に特有ともいえる、程度の低いホモフォビアに対処するための緊急措置を講じること。 

３．ゲイの人々を番組内で扱う際、その内容を情動的に伝えるのではなく、自然に現実的なものとして取り上げること。 

４．BBC One と BBC Two で放送されるドラマやソープ・オペラで、成熟したレズビアンとゲイのキャラクターを包摂する

こと。 

５．ニュースや時事問題を扱う番組において、バランスの取れた、そして扇動的でないゲイ問題の報道を追求すること。 

６．クイズ番組で、レズビアンとゲイのキャラクターを 6％は含むこと。 

７．BBC の番組におけるゲイの人々の描写に関する認識および経験に関して、レズビアンとゲイの受信許可料支払者

とコミュニケーションを取り、助言を求めること。 

８．レズビアンとゲイの受信許可料支払者に対して、「金額に見合った価値」の提供に取り組むこと。 

 

 調査結果を踏まえ、単に LGBT を顕在化させてカテゴライズするのではなく、番組にお

ける他の要素と同様に、自然に描写することが求められている。しかしながら、この提言

を受けて、BBC は Stonewall に対して反駁を加えた。調査結果が公表された後、BBC の

広報官は、「調査では午後 7 時から同 10 時という狭い時間帯にのみ焦点が当てられてお

り、ほぼすべてのニュースおよび時事問題を扱う番組が除外されている」、さらに「レズ

ビアンとゲイは、当然、その全員が BBC の番組から利益を得ている」などとコメントし

た1。ただし、その後の調査結果などから、BBC が主張するように LGBT 当事者が利益を

得ているとは言い難い状況にあることは明らかである。 

 

２．2010年：「レズビアン、ゲイ、そしてバイセクシュアルに関する BBCの描写」調査 

 

BBC は、自身、あるいは一般に放送メディアが、LGBT の表象に関して視聴者からど

のように認識されているか、さらに BBC が今後、LGBT の表象を改善するための方策を

明らかにするために調査を行った。調査は 2005 年に Stonewall が実施したように、質的

調査と量的調査とを組み合わせて行われた。 
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まず、質的調査は、民間の調査会社である 2CV により実施された。LGBT とヘテロセ

クシュアルの人々に対して、それぞれフォーカスグループ・インタビューとデプス・イン

タビューが行われた。調査における参加者は、幅広い背景と人生経験を反映するために慎

重に選ばれた。ヘテロセクシャルの人々は、放送メディアにおける LGBT の描写に「満足

している」層と「満足していない」層に大別された。 

そのうえで、それぞれ 2 時間の調査セッションが合計で 30 回、LGBT の視聴者とヘテ

ロセクシャルの視聴者に対してほぼ均等に行われた。30 回のセッションは、5 回のグルー

プディスカッション、9 回のミニ・グループディスカッション、そして 3 人のグループと

8 つのペアに対するインタビューを伴う 5 回のディスカッションからなっていた。さらに

被験者の背景を調査するために、3 回の個別インタビューが、それぞれ別のカウンセラー

により実施された。 

そして、量的研究では、16 歳以上の英国の成人 1625 人に対する対面式調査、そして L

GBT の 510 人を対象に、オンライン方式での調査がそれぞれ行われた。対面式調査で

は、回答者のうち 53 名が LGBT（L：10 名、G：18 名、B：25 名）に分類され、その割

合は全体の 3％であった。オンライン方式調査では、510 名の回答者のうち、ゲイが 148

名、レズビアンが 100 名、バイセクシュアルが 262 名（男性 98 名、女性 164 名）であっ

た。また、後者において、「カミングアウト」の段階を問う項目に対しては、11％が「全

くしていない」、20％が「数人にはしているが大半にはしていない」、残りの 69％が「全員

に、もしくはほとんどの人々にしている」と回答していた。 

 調査では、以下の諸点を明らかにすることが目的とされた。すなわち、ⓐBBC と他の放

送局における LGBT の人々の描写の量に関する考え；ⓑ視聴者がどのように LGBT の描

写を評価しているのか、さらに、彼らが親密さについて一般的にどのように感じているの

か（何らかのタブーがあるのか）；ⓒメディアの各プラットフォーム（テレビ、ラジオ、

オンライン）の影響力、コンテンツのジャンル、そして番組のスケジュールを含む、LGB

T の描写を理解する際の文脈の役割；ⓓ視聴者が、LGBT の人々の描写における、ユーモ

ア、言葉遣い、そして語調（tone）に関してどのように感じているのか、ⓔLGBT の人々

の描写における信憑性およびステレオタイプについての疑問；ⓕLGBT の人たちに関する

「付随的な描写」、「明白な描写」、そして「ランドマーク的な描写」の 3 つのバランス；

ⓖLGBT の人々の描写に関して、視聴者が（司会者、演者、ジャーナリストなどの）タレ

ントをどのように感じているのか；ⓗ視聴者が LGBT の人々に関する BBC の描写をどの

ように認識しているのか、そしていかなる改善点を求めているのかが主な調査項目とされ

た。調査結果は、かなり詳細に説明されているため、紙幅の都合もあり、ここではそれら

を以下のように要約する。 

 

①LGBT に関連する描写は、視聴者自身の感情的な反応と同じように、他者に対する影響に応じて評価される。 
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②LGBT の描写を解釈するための文脈は、社会的、個人的、編集的な要因によって形成される。 

③英国に住んでいる人たちの多数派は、LGBT の描写については、「満足している」あるいは、「特に関心がない」となっ

ている。 

④LGBT 当事者は、放送メディアにおける LGBT の描写を重要視している。 

⑤LGBT 当事者は、LGBT に関する描写の量が不十分であると感じている。 

⑥レズビアンはとりわけ描写される機会が少ない。 

⑦受け手が、LGBT のどのカテゴリーに属するかということよりも、むしろカミングアウトのどの段階にいるのかが、LGBT に

関する描写の受容に対して強く影響する。 

⑧LGBT 当事者はより多様性のある描写を求めている。 

⑨ヘテロセクシュアルは、LGBT ほど強くは LGBT に関する描写を求めてはいない。 

⑩ほとんどのヘテロセクシュアルの大半は、LGBT に関する描写の量について特に意識していない。 

⑪LGBT に関する描写が「多い」と感じているヘテロセクシュアルは、男性そして年配者に多い。 

⑫ヘテロセクシュアルの約半数が LGBT に関する描写に満足している。 

⑬ヘテロセクシュアルが LGBT に関する描写に満足するか否かは、そのコミュニティに対する彼らの経験と知識に左右さ

れる。 

⑭LGBT に関する描写に満足していないヘテロセクシュアルが、LGBT 同士の感情的あるいは身体的な親密さに焦点

を当てたコンテンツに共感することは難しい。 

⑮満足しているヘテロセクシュアルは、LGBT よりも LGBT の描写に敏感である。 

⑯満足しているヘテロセクシュアルも、すべての描写に満足しているわけではなかった。 

⑰番組のジャンル、プラットフォーム、放送時間がそれぞれ、LGBT の描写に関する視聴者の認識の仕方に強く影響を

与えた。 

⑱描写の真正性（authenticity）が LGBT の描写に対する信頼および関与を促進する上で決定的な要素となって

いる。 

⑲付随的な描写、明白なもの、そして LGBT の描写のランドマークとなるようなモーメントはあらゆる視聴者にとって有用

である。 

⑳多くの視聴者がユーモア性のある LGBT の描写を求めている一方で、そうした描写におけるタブーは視聴者ごとに基

準が異なる。 

㉑LGBT 当事者は LGBT に関する描写における、「言葉遣い」と「語調」に非常に敏感となっている。 

㉒LGBT 当事者は「カミングアウト」をしているタレントを求めているが、必ずしも LGBT にカミングアウトを求めるものでは

ない。 

㉓BBC の LGBT に関する描写は満足できるものの、さらなる改善の余地がある。 

㉔LGBT 当事者からは、LGBT の描写に関しては BBC よりもチャンネル 4 のほうが先駆的といえる。 

 

 調査結果をもとに、BBC は①LGBT の人々の多様性をより反映するための、BBC によ

ってジャンル別に作られた編集上のコミットメント、②ヘテロセクシャルと LGBT の「世
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界」を統合すること、③LGBT の素のままの、多様な日々の生活を公平に表現および反映

するような偶発的な LGBT の描写、そして LGBT のさらなる描写を切望している人に対

してあつらえられた明らかなそして/または重要なコンテンツのなかで、最もクリエイティ

ブな機会をつくること、そして④LGBT の人々に焦点を当てた描写に注目すること、およ

びメディアやコミュニケーションを、そうした描写を裏付けるために活用することの 4 点

を今後の改善点として示した。 

 調査 2010 においては、多面的多角的に調査結果、および改善点が指摘されているた

め、ここで示されるものはガイドラインとしての役割を果たし得るだろう。しかしなが

ら、その多層性ゆえに、実際に運用においては困難を伴うものであるともいえる。 

 

３．2012年：「レズビアン、ゲイ、およびバイセクシュアルの視聴者のメディアの描写」

に関する調査 

 

 調査 2010 の結果の公表に際して、報告書では「BBC が視聴者の期待に応えているかど

うかを確かめるために、視聴者調査とコンサルテーションを見直すこと」とされていた。

このため BBC は、2012 年 10 月にパルスサーベイを実施した。調査対象となった 3464 人

のうち、LGBT は 564 人であり、その割合はおよそ 16.3％であった。その結果をまとめる

と、以下の通りとなる。 

 

 ①約 40％の人々が、テレビが LGBT について取り上げることを重要であると考えている。 

②テレビのなかの LGBT の描写は、その他の個人的な特徴に関する描写と比べてあまり重要ではないように思われる。 

③テレビのなかの LGBT の描写が少ないと感じているのは全体の約 20％であるが、この割合は LGBT 当事者の間で

はより上昇する。 

④ヘテロセクシュアルの男性の多くは、テレビ上での LGBT（とりわけゲイについて）の報道が多すぎると述べる。 

⑤半数の人々が、放送メディアにおける LGBT の人々の描写に「満足」しているが、約 15％は満足しておらず、残りの

人々はこの点につき意見を持っていなかった。 

⑥ヘテロセクシュアルの間では、男性よりも女性のほうが、LGBT（とりわけゲイについて）の人々の描写に満足している

傾向にある。 

⑦LGBT の人々の描写の量に関する見解は、どの放送局に対しても同様であった。全体的に、どの放送局でも、10％

の人々が多すぎる、15％は少なすぎると答え、残りは適切であると考えているか、意見を持っていないかのいずれかで

ある。しかし LGBT の視聴者の半数は、どの放送局でも描写の量が少なすぎると感じている。 

⑧多くの人々は、各放送局が LGBT の人々と彼らの生活の取り上げ方について、「よい」または「どちらでもない」と評価

している。「十分ではない」と回答した人は 10％に満たないが、LGBT 当事者の間では 1/4 にまで上昇する。BBC

およびチャンネル 4 は他の放送局よりも高く評価されている。  
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この調査によって、ヘテロセクシュアルと LGBT の人々との間では、「LGBT に関する

表象」に対して抱く印象が異なるということが明確になったといえよう（以下、「感受の

ギャップ」）。これを受けて BBC のワーキンググループでは、以下の 3 つの行動指針（rec

ommended actions）を策定した。 

 

①BBC は調査 2012 を基礎として、今後もパルス調査を繰り返し実施する2 

②BBC は、定点的なコンテンツ分析などの他のあらゆる利用可能な調査による発見を、BBC における LGBT の描写

の量の改善に取り組むことを促すために必要とされるあらゆる行動を実践するために用いる 

③BBC は、調査 2010 および調査 2012 から得られた発見を、特にコミッショナーおよび編集者に向ける 

 

 これら 3 つの調査結果を改めて整理すると、いずれの段階の調査においても、LGBT の

描写の「ジャンルの偏り」、「ステレオタイプに基づいた描写」、「LGBT のなかでの描写の

偏重」が指摘され、さらに「感受のギャップ」の存在が示された。一方で、BBC の執行部

や番組制作者が LGBT をどのように考えているのか、具体的に BBC の番組において LGB

T がどのように描写されているのかについては示されなかった。 

 ここで、調査 2005、調査 2010、および調査 2012 において「今後の課題」あるいは

「助言」で示された点を整理する（図 3）。ここから、BBC の番組における LGBT の描写

における課題が明確となり得る。 

 

2005 年  2010 年  2012 年 

 

従来の枠組みの活用 

ホモフォビアへの対応 

自然な描写の実現 

金額に見合った価値の提供 

 

 

当事者へのｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ 

数値目標(6％) 

 

  

より詳細な編集上の基準 

 

自然な描写の実現 

 

包摂へ向けた取り組み 

LGBT の描写への注視 

 

 

 

  

編集責任者への働きかけ 

 

 

 

 

 

パルス調査の継続的な実施 

調査結果を活用した描写の比率の改善  

 

【図 3】調査における将来的な課題の比較 

 

 このようにさまざまな観点から、課題点が指摘されてきた。例えば 2006 年の調査で指

摘されたホモフォビアへの対応は、その後の調査では述べられていなかったものの、それ
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は決して、こうした課題が解決されたことを意味するものではないだろう。BBC は調査ご

とに明らかになっていく縷々の課題点を解決していくが求められている。LGBT 当事者の

回答によると、BBC が驚くほどに程度の低いホモフォビアを取りあげ、そうした姿勢を修

正しようともしていない。例えば、1990 年代には Radio1 でゲイの人々に対する殺人を主

張する曲を流すことが許されていた。こんにち、BBC のコンテンツでこうした曲が流され

ることはないだろうが、いまだに BBC は Buju Banton のような「殺人曲」を歌う歌手に

インタビューをし、彼のために宣伝を行っているとの指摘もある3。 

BBC のティム・デビー（Tim Davie）元会長は、「BBC は公共サービス放送として、あ

らゆる視聴者に従事する責任があるためにこの調査を行っているのであり、BBC が英国に

おけるすべての多様な共同体、国家、そして地域の間にある違いを反映することは明らか

である」と述べた（Guardian, 22 Jan 2010）。BBC も LGBT の描写に関して何らかの

改善が必要であることは認識しているが、具体的な取り組みについては手探りの状態であ

り、今後の検討課題とされた。 

 

 

第 2節 2010年代の取り組み 

 

 

 ここまで、かなり詳細に BBC が実施した調査結果を検討してきた。それは、視聴者の

大多数を占めるヘテロセクシュアル、LGBT 当事者、そして BBC がそれぞれ、LGBT の

描写についてどのように考えているのかを確認するためであった。3 つの調査結果から、

BBC が LGBT を番組内でどのように描写してきたかについてうかがうことができた。し

かしながら、図 3 でも示したように、2005 年の調査で示された課題点はこんにちでも解

決されているとは言い難い状況にある。 

 このように番組内での表象に課題が残されている一方で、現在 BBC は LGBT の社会的

受容に向けて組織の内外を通じてさまざまな取り組みを実施している。その契機となった

のが、2010 年にキャメロン保守党政権の下で制定された 2010 年平等法である。本節で

は、2010 年平等法の制定以降における BBC の LGBT に対する諸政策を取り上げる。 

 

１．2010年平等法 

 

 2010 年平等法（Equality Act 2010）の制定は、社会全体における LGBT の権利促進

にとって大きな転換点となっている。ここでは、平等法の詳細にまで立ち入ることは避け

ながらも、同法における LGBT の取り扱いを整理するとともに、こうした法体系の変容が

BBC の政策にいかなる影響をもたらしたのかを論じる。 
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 杉山（2015）は、同法の目的について、差別禁止立法の調整と平等促進を支援する法律

の強化の 2 点に集約できると指摘する（杉山 2015 : 102）。日本においても 2010 年平等

法は注目されており、雇用上の平等に関するアプローチからの研究（宮崎 2011）や、障

がい者の社会的包摂に関するアプローチからの研究（鈴木 2014、杉山 2019）などが存在

する。2010 年平等法の趣旨は次のとおりである4。 

 

国王の任命する大臣その他が、その職務を実行するための戦略的決定を行うに際し、社会経済的不平等の削減が

望ましいことに配慮することを求め、平等に関する法律の改正および調和を図るとともに特定の個人的特性に関連する

差別およびハラスメントの大部分につき条項を改訂し、特定の雇用主に対して男女の被雇用者の賃金格差を公表す

ることを義務付け、特定の状況下での報復的取扱を禁止し、差別および他の禁止行為を除去する必要性について特

定の職務を実行することを要求し、公共調達職務の行使に関して義務を課すことを可能にし、機会均等を促進し、家

族関係に関する権利と責任に関する法律を修正する規定を定めるとともに、これらに関連する目的を遂行するための法

律 

 

 こうした趣旨の下で、同法は「年齢」「障がい」「性別再指定（gender reassignment）」

「婚姻および同性婚」「妊娠および出産・育児」「人種」「宗教または信条」「性別」「性的

指向」の 9 つを「保護特性（protected characteristic）」として挙げている。このうち、

性的指向に関しては、以下のように規定されている。 

 

第 12 条 

（1）性的指向とは、ある者の下記の者たちに対する性的指向をいう。 

（a）同性である者たち 

（b）異性である者たち 

（c）いずれかの性別の者たち 

（2）性的指向という保護特性に関して、 

（a）特定の保護特性を持つ者とは、特定の性的指向を持つ者をいう。 

（b）保護特性を共有する者たちとは、同一の性的指向を持つ者たちをいう。 

 

 このように性的指向が法律によって、人権上保護されるべきものとして明確化されたこ

とに加え、とりわけ BBC によるその後の LGBT への取り組みの根拠となっているのは、

第 149 条の「公的部門の平等義務」に関する規定である。同条の第 1 項は次のようになっ

ている。 

 

（1）公的機関は、その職務の遂行において、下記の必要性を考慮しなければならない。 

（a）差別、ハラスメント、報復的取扱その他の本法が禁止する行為の排除 



58 

 

（b）関連保護特性を共有する者と共有しない者の間の機会平等の促進 

（c）関連保護特性を共有する者と共有しない者の間の良好な関係の育成 

 

 すなわち、BBC は公的機関の 1 つとして、同性婚や性的指向といった LGBT に関する

領域での差別等の排除、あるいは社会的包摂に向けた取り組みを行うことが義務化される

にいたった。しかしながら、こうした義務に関して、渡辺・中村（2019）は、具体的な罰

則規定が定められていないことから、同法の下での継続的な取り組みが重視されると指摘

する。他方で彼らは、2012 年のロンドン・パラリンピックでの障がい者の取り扱いに関す

る事例研究を通じて、多様な価値観が表出される英国の多文化社会において、平等法の制

定という政治的な要請として雇用上の機会均等が促進された点にも注目すべきであると述

べている（渡辺・中村 2019 : 40-42）。 

  

２．2015年 6月：BBC Pride パレードの開催 

  

 2015 年には、LGBT の社会的な権利の向上を目的として毎年 6 月に行われているプラ

イド・イン・ロンドン・パレードに、BBC Pride 部門のスタッフたちが初めて参加した。

メンバーの 1 人であるマット・ウェーバー（Matt Weaver）によると、50 人以上のスタ

ッフが参加し、このうち 30 人以上は BBC の人気番組『EastEnders』と『Holby City』

の制作チームからの参加者だったということで、BBC Pride としては、BBC 内部の他部

門からの支援もあったようで肯定的に評価しているようである。 

 

３．2016年 4月：『Diversity and Inclusion Strategy 2016-20』 

 

 2016 年 4 月に策定された『Diversity and Inclusion Strategy 2016-20』は、BBC が

組織として、LGBT の社会的受容の促進に向けた取り組みを行う基盤となっている。トニ

ー・ホール BBC 会長は、「BBC の目的は、すべての人を代表し、あらゆるバックグラウ

ンドをもつ人々に機会を与えることである」と述べている。この中で BBC は、「多様性」

について以下のように説明している。 

 

多様性とは、われわれが異なるすべての方法、さらにはすべての人を含むことを意味する。それは、ジェンダー、人種、

民族や目に見える障がいといった可視的な相違を含む。しかし、それはまた、性的指向、社会階級、地位、宗教、目に

見えない障がい、異なる見方や思考の過程、教育、家族の地位、そして年齢といった不可視の相違をも含む。…（後

略）。 
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 多様性に関して言えば、際限なく具体例を挙げることが可能である。「異なる見解や思

考の過程」や「不可視の相違」といった、一般的には言及されない領域にまで留意してい

る点は高く評価できよう。また、「包摂」については、以下のように述べられている。 

 

  BBC への包摂とは、違いを評価し、称え、そしてあらゆる人が成功しうる職場と文化を促進することを意味している。

これは、各個人が、支えられ、尊敬され、捉えらえ、声を有し、そして BBC の価値に沿って技術や才能を発展させること

が可能であるということを意味している。 

 

 そのうえで、LGBT に関しては、「2020 年までにいくらかの先導的な役割を含み、画面

上に 8％」表象されることを目指すとの目標が掲げられている。組織におけるマイノリテ

ィの割合を、数値目標を設定することで達成しようという試みの背景には、2010 年平等法

の存在があることはいうまでもない。BBC は、数値目標を設定する意味について、組織内

に実際に当事者がいることで「多様性と包摂」を理解することにつながり、それが画面上

でコンテンツの中でそれらを反映させることにつながると説明している。  

実際には LGBT の分野に限らず、あらゆる「多様性」と「包摂」を実現する手段とし

て、①2016 年の夏までに「Diversity Commissioning Guidelines」を公表する、②BBC

の各チャンネルおよび各部門の中心に多様性を組み込むことを目的とした、組織内部に向

けて開発されたプログラムを通じて、新たなタレントに投資し、彼らを成長させる、そし

て③2016 年までに、これまで過小代表されてきた人たちとの回路を確保するために「Div

erse Audience Panels」を新設するという 3 点が示された。ガイドラインの公表、制度の

整備、そして調査パネルの設置の手法は、これまでも BBC が行ってきたものであり、ど

れほどの成果を挙げることができるかは未知数であるが、継続してこれらに取り組んでい

ること自体、評価できるのではないだろうか。 

 

４．2016年 10月：『The diversity and inclusion commissioning guidelines』 

 

 BBC の番組や組織内部の多様性と包摂の確保に関する指針は、すでに 4 月に公表されて

いた。しかしながら、関係する取引先を含め、より広い範囲でこれらを実現するために、

10 月に、「調達（Commissioning）」の分野における新たなガイドラインが公表された。新

しいガイドラインでは、BBC と取引を行う関係機関を含めて多様性と包摂を実現すること

が目指されていて、その目標は次の通りとなっている。 

 

・2020 年までに BAME5、障がい者、LGBT、および女性に関する描写上の目標を達成する 

・過少に表象されているグループから（画面の内外において）出演の機会を増加させる 

・より多くの声と経験を制作のプロセスに取り入れるように、さらに優れた創造性を解放する 
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・画面で描写される背景の範囲を広げることによって視聴者をより反映し、あらゆる視聴者集団への関与を最大化する 

 

 これらの目標を BBC と関係する企業の双方が達成するため、関係機関に対しても組織

内における多様性の確保を要請している。 

 

５．2018年 3月：『BBC Diversity Commissioning Code of Practice』 

 

 第 1 章で論じたように、現行の第 9 次特許状の下では、Ofcomが BBC の規制を担って

いて、BBC に対して強力な規制権限を保持している。規制機関としての新たな責任に対応

するため、Ofcomは 2017 年 10 月に『Operating Licence for the BBC’s UK Public Se

rvices』を公表した。このコードの中で LGBT についての直接的な基準は定められていな

いものの、「多様性」については「多様性、視聴者の描写および表象」（1.36～1.38）の項

目で示されている。以下、1.36 の多様性についての BBC の義務に関する規定を参照す

る。 

 

 1.36 多様性に関連して、BBC は以下のことを行わなければならない。 

  1.36.1 英国の全土を通じて、あらゆる視聴者集団にとって利益と関連があるコンテンツを供給および制作すること。 

  1.36.2 英国を構成する各国と地域の多様性を、番組、サービス、および部門の中で適切に反映すること。これには、

年齢、障がい、ジェンダー再指定、人種、宗教および信念、性別、性的指向、ならびに社会経済的な背景が

含まれる。 

   1.36.3 英国全土の多様なコミュニティを正確に代表し、確実に描写すること。 

  1.36.4 文化的な教育、意識、および人々を共有経験に結び付けることを通じて、社会福祉への貢献を促進するこ

と。 

 

 Ofcomが Operating Licence を公表したことを受け、BBC は 2018 年 3 月に、多様性

への取り組みに関する行動指針、『BBC Diversity Commissioning Code of Practice』を

公表した。指針では、Ofcom による放送コードを踏まえ、「BBC のアウトプットは、さま

ざまな背景、地位、生活上の経験、言語、そして能力を反映し、促進するものでなければ

ならない」ことが示された。また、個別の番組だけでなく、さまざまなサービスを通し

て、英国の多様性を反映することも示されている。 

この指針では、多様性を実現する対象として、年齢、障がい、ジェンダー再指定、人

種、宗教および信条、性、性的指向、社会経済的な背景、地域、ネイションなどが挙げら

れている。先の Ofcom による放送コードにおいても同様であるが、ここで例示されている

ものは、2010 年平等法において明記されているものと重複していることからもわかるよう
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に、平等法の制定がその後の BBC のこの領域における政策の進行に大きな影響を与えて

いる。そして、そうした多様性を実現するための手段として次の 5 つが示されている。 

 

①BBC のコミッショニング・エディターが手本となり導く 

②描写は信頼できるものであるべき 

③オープンかつ公正なキャスティングであるべき 

④多様な労働力がよりよいコンテンツをつくる 

⑤（原則①～④が達成できているかを測定するための）方法 

 

６．2018年 10月：『LGBT CULTURE AND PROGRESSION』 

 

 また、BBC をより包括的な職場にするための提言が、先に述べた BBC Pride の主催者

である Karen Millington と Matt Weaver によって示された。Stonewall の協力を得て、

彼らは、「いくつかの領域で上級職のサポートが欠如していること」「LGBT が目に見えな

い存在となっていること」「組織的なアライ、またはロールモデルとなる番組がないこ

と」「スタッフが一体となっていないこと」、そして「異なる性自認を中心とした認識が欠

如していること」を BBC の課題として挙げている。こうした課題に対処するため、彼ら

は「LGBT の問題に関する幹部およびスタッフへの教育」「LGBT の問題、スタッフ、ロ

ールモデル、そして Pride ネットワークの卓越性の改善」「LGBT のスタッフが職場で自

身のセクシュアリティをオープンにすることに満足感を抱くようにすること」「放送の中

での LGBT の描写と出演者の増加」の 4 つの観点から、具体的には次の 10 項目を提言し

た。 

 

①BBC の習慣、実践、さらに採用が、LGBT のスタッフにとって包括的であることを確保する。この 1 つの指標は、BBC

が Stonewall の「Top 100 Workplace Equality Index」に含まれることにあるだろう。 

②アライ・プログラムを導入する。「ストレイトのアライ」は、他社において、LGB のスタッフの公正な取り扱いを高めるうえで

カギとなってきた。彼らの関与は、LGBT 当事者でないがゆえに、組織の文化に対して改革の影響力を有する。 

a. Stonewall からのサポートに基づきアライ・プログラムを立ち上げる 

    b. アライの役割を E メールの署名またはピンバッジで組織に示す 

    c. 特にアライをターゲットにしたカギとなるサイトでイベントを開催し、LGBT のスタッフおよび外部のスピーカーに、自分

たちの役割に対するアライの理解を支援するために特徴づける。 

③ロールモデルとして管理職の LGBT スタッフの経歴を取り上げ、LGBT のスタッフをメンタリングするプログラムを始める 

  a. インターネット上でのキャンペーンを通して、スタッフが仕事に全力を注ぐことが可能となる考えを推進する。BBC

は、このなかで、LGBT のリーダーが含まれることを探求する。 

    b. LGBT のスタッフが管理職の LGBT のスタッフによって指導されるような指導プログラムを発展させる。 
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④特に移行期において、トランスジェンダーのスタッフを支えることに関して、マネージャーに対して支援、ガイダンス、そして

訓練を提供する。 

  a. 特に移行期において、トランスジェンダーのスタッフを支えることに関して、マネージャーに対して明確なガイダンスの

文書を提供する 

    b. トランスジェンダーの包摂に関して、すべてのスタッフに対して E ラーニングのモジュールを提供する 

    c. 訓練部門や専門家スピーカーを活用することを含め、トランスジェンダーの包摂の認識を高める部門を支援する 

⑤入職時、および多様性と包摂、ならびに無意識の偏見に関する訓練の間、スタッフに与えられる情報を含め、強化す

る 

   a. BBC Pride に関するより多くの情報をあらかじめ含めること 

    b. 無意識の偏見の訓練に含まれるべき LGBT の問題および関心事の特定の事例 

    c. LGBT のコミュニティに関する特定の部門に含むべき多様性と包摂の訓練 

⑥2 分法に拠らないジェンダーを含み、第三者の供給者によって含まれることを確保するために、そしてこの場合に、もた

らさられるあらゆる新しいシステムを確保するために、自分たちのシステムと実践を見直す 

   a. 調達を行う際、特に外部のスタッフを BBC のスタッフと接触させるような契約に関しては、契約の発注が、LGBT

を含む適切な多様性と包摂のポリシーに従うことを保証する 

    b. 必要に応じて 2 分法に拠らない代名詞を使うことをスタッフに促す 

⑦われわれのコンテンツ、ニュースおよびラジオ制作チームに対して、LGBT に関する話題や描写を報道する権限を与

え、LGBT のアイデンティティに関する偶発的な描写を日常的に増加させる 

   a. LGBT のコミュニティに関連する話を報道する際、言葉に関する助言を見直すためにすべてのコンテンツ部門と編

集方針と協働する 

    b. LGBT の描写の信ぴょう性と正確性を高めるために、コンテンツ部門に対して LGBT のコミュニティに関する助言を

提供する 

    ⅰ コンテンツ制作者および上級の意志決定者に対してアライとして BBC Pride に参加するように促す 

   ⅱ LGBT の包摂を画面上で推進するために、LGBT のスタッフおよびコンテンツのコミッショナーの専門の代表コミ

ュニティを打ち立てるためのプライド 

  c. 放送された描写の定期的な評価、およびあらゆる種類の流動的な性的指向および性自認が代表され、これら

がわたしたちすべての視聴者に関連することを確保する 

⑧組織を超えて LGBT のスタッフおよびアライとの関与を増加させるために、スタッフネットワーク、BBC Pride を強化す

る 

   a. LGBT のコミュニティにとって時事的なテーマに焦点を当てた一次的なイベントに関する毎年恒例のプログラムを提

供するために、BBC のコンテンツ、ジャーナリズム、採用、そしてデジタル部門と協働し、全組織を通じてスタッフに

届けるため、ストリーミングの技術の力を利用する。 

    b. こんにちの LGBT のコミュニティを構成するモザイク状の人々にアピールする幅広い第 2 次的なイベントに資金を

供給するためのネットワーク活動における増加した調査とコミットメント 
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⑨LGBT のスタッフから、キャリアアップにおける問題、文化、障壁に関して学ぶため、チームマネージャーおよびリーダーに

対して逆のメンタリングプログラムを導入する6 

⑩わたしたちのスタッフおよび視聴者に対する、Pride フェスティバルを含む、LGBT のイベントの祝祭に関するわれわれの

協会の立場およびガイドラインを見直し、明確にする。この一環として、性的指向や性自認の範囲にとって最も適切

かつ包括的な言葉であることを保証するために、LGBT の語を見直す 

 

７．2019年 4月：公平性とのバランス 

 

 社会における LGBT の受容をめぐる問題は、政治的なイデオロギーにも波及する問題で

もある。すでに論じたように、BBC はこれまで社会の多様性を反映し、包摂を促す取り組

みを担ってきた。しかしながら、BBC には「公平性」を保持することが要請されているた

め、LGBT の社会的受容という政治的な問題に対して、その賛否を明らかにすることは、

公平性の原則に反することにもつながりかねないとはいえないだろうか。 

 例えば、2019 年 3 月 28 日に BBC One で放送された『Question Time』という視聴者

参加型の討論番組で、「子どもたちが学校で LGBT について学ぶことは道徳的に正しいの

か」というテーマが議論された。この問いの内容については、BBC のスタッフの多くが否

定的な意見を表明した。なかでも、朝のニュース番組『BBC Breakfast』に出演している

Ben Thonmpson が Twitter に投稿したツイートがその後の議論の端緒となった。彼は、

Question Time の公式アカウントによるツイートを引用リツイートしたうえで、次のよう

に投稿した。 

 

@BBCBenThompson (twitted at 2019.03.29) 

    LGBT「問題」？どういう問題？（LGBT の）僕たちが存在していること？その内の 1 人（である僕）が、まさにこ

こにいて、毎朝 BBC に出演している。これに対するコメントは控えていた、これは要領の悪い文章で、慌てて作られた

んだろうと思うことにして。でもそうはいってもネット上で出回っている。これが性別、人種、宗教、身体障害の「問題」だ

ったら、それについて学ぶのが「道徳的に正しい（morally right）」かなんて聞くだろうか？ 

@bbcquestiontime (twitted at 2019.03.28) 

番組の最後の質問は、学校で関係性（relationships）について学ぶことについて 

質問 学校で 5 歳の児童が“LGBT”の問題を学ぶことは道徳的に正しいだろうか？ 

  

 このなかで、もともとオープンリー・ゲイである Thonmpson は、他のマイノリティと

は異なり、LGBT に関する限りにおいて、それを「問題」としてカテゴライズすること、

また、「道徳」という尺度を用いることを問題視している。このツイートに対しては、筆

者が確認した限り、とりわけ LGBT 当事者から肯定的なリプライが多かった。しかしなが

ら、スタッフが自局の番組内容に関して視聴者に対して直接に意見を述べたことに対し
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て、ニュース部門の管理者であるフラン・アンズワース（Fran Unsworth）は、各スタッ

フに対し、ソーシャル・メディア上で“政治的な”意見を表明しないように通達した（Gu

ardian, 8 Apr 2019）。 

 

  われわれは全員、個人としての見解を有しているが、そうした見解を私的なものに留めておくことが BBC に属するわれ

われの役割の 1 つである。……BBC の編集基準では、BBC のスタッフは公共政策に関する問題、政治的あるいは産

業的な論争、また他のいかなる「対立しているテーマ」について、特定の立場を支持するべきではないと示されている。 

 

 アンズワースによる通達によると、BBC は、LGBT に関する教育を、政党や特定の法

律に対する支持と同じようなものとして扱わなければならないようである。ここで指摘さ

れる「対立」とは、概して市民レベルの世論における対立ではなく、ウエストミンスター

における対立のことを指しているといえよう。しかしながら、第 1 章第 5 節で確認したよ

うに、BBC の「編集ガイドライン」は、単に公平性を要求するものではなく、多様性へ向

けたコミットメントを要求していると解することができる。意見が対立しているテーマを

前にして“火中の栗を拾わない”ことに徹することを求める彼の立場は明らかに誤りであ

ると言わざるを得ない。 

この事例から、BBC と LGBT の関係にとって 2 つの重要な点が指摘されうる。一方

で、BBC の上級職にとって LGBT は政治の領域における“問題（プロブレム）”として捉

えられており、社会において解決されるべき“イシュー”とはなっていないという点であ

る。しかしながら、他方で、組織内における LGBT の割合を増加させる数値目標を設定す

ることが有意であることを証明しているともいえよう。組織において当事者の比率が高ま

ることは、当事者の見解がコンテンツに反映される機会を高め得る。 

 

８．2015年-2020年：年次計画書と報告書から 

 

 BBC は年度ごとに、特許状で示される「使命」および「公共目的」を達成し得たのかを

評価するのに寄与するために「年次計画書（Annual plan）」を公表している。また、前年

度の計画を、実際にどの程度達成したかを「年次報告書（Annual report）」として公表し

ている。各文書のなかで、LGBT への言及が見られるようになるのは、2016 年 7 月に公

表された 2015/16 年度の報告書からである。図 4 は、2015 年度報告書から最新の年次計

画における、LGBT への言及の概要をまとめたものである。 
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〔報告書 2015/16〕 

〇BBC は、あまねく組織において、LGBT のスタッフ向けの Pride など、多数存在するスタッフのネットワーク

を支持する。 

 

〔報告書 2016/17〕 

〇2020 年までに、スタッフのうち LGBT の割合を 8％とする目標に関しては、既に 10.5％となっている

（上層部では 11.5％にまで達している）。 

 

〔年次計画 2017/18〕 

〇2018 年は、イングランドおよびウェールズで同性愛が脱犯罪化され 50 周年の記念の年であり、その記

念として、『Gay Britannia』シリーズという特集を組む。 

〇現存する先入観や偏見に挑戦するとともに、LGBT のコミュニティを称賛するような大胆で挑戦的なストー

リーを特徴づける。 

 〇こんにちの英国でゲイであることが何を意味するのかを強調するとともに、英国におけるゲイの歴史に新たな

光を当てることになる。 

〇2020 年までに、スタッフのうち LGBT の割合を 8％とする（引き続き取り組む）。 

〇「多様性と包摂」の戦略に基づき、女性、LGBT、障がい者、BAME の多様性の向上に取り組む。 

↓ 

〔報告書 2017/18〕 

〇『Gay Britannia』シリーズについて、高い視聴率（および聴取率）を記録したとともに、特に LGBT の

コミュニティの間では強い共鳴を呼び、LGBT の人々が BBC をポジティブにとらえることにつながった。 

〇『Two Doors Down』のなかで、LGBT が描写された。 

・われわれは、画面上でのより偶発的な包摂にむけ取り組んでいる 

・われわれはこれまで以上に LGBT のキャラクターをセクシュアリティやジェンダーとは関係のない役割のなかに配

置する 

 →それは、すべての人に対して普遍的で、信頼できるものであり、そして可能な限り彼らを代表するものである 

・スタッフにおける LGBT の割合などの詳細なデータの開示 

↓ 

〔年次計画 2018/19〕 

・「多様性と包摂」の戦略に関して、継続して取り組む。 

↓ 

〔報告書 2018/19〕  

・初めての LGBT の特派員である Ben Hunte を紹介 

・LGBTQ+などにとって働きやすい環境づくりに取り組む 

・職場において BAME、障がい者、ジェンダー、LGBTQ+、社会経済的な多様性の 5 つの観点から多様性と

包摂を評価 

・BAME、障がい者、LGBTQ+の賃金格差についての報告を公表する 

・2020 年までに、放送における描写において LGBT の割合を 8％とする目標の確認 

・2020 年までに、スタッフのうち LGBT の割合を 8％とする（引き続き取り組む）。 

・当事者にとってより包括的な職場とするために LGBTQ+ Allies Programme に着手 

↓ 

〔年次計画 2019/20〕 

・『Too Gay for God?』（BBC One）：キリスト教、とりわけ国教会内部における LGBTQ＋のコミュニティ

の立ち位置を説明してくれる 

・「多様性と包摂」の戦略に関して、継続して取り組む。 

 

【図 4】報告書および年次計画書における LGBT への言及 
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 図 4 からもうかがえるように、2010 年代半ば以降に BBC が LGBT への取り組みを行

う際、その根拠にあるのは、2016 年に公表された『多様性と包摂の戦略』である。戦略で

示された、LGBT が「2020 年までにいくらかの先導的な役割を含み、画面上に 8％」表象

されることを目指すという戦略は、その後の年次計画や年次報告書のなかで繰り返し指摘

されおり、年度ごとの達成状況も明示されている。さらに、「年次計画 2019/20」（2019 年

3 月公表）と「報告書 2018/19」（2019 年 7 月公表）において、当事者を表す表現として

従来用いられていた LGBT ではなく、より包括的な表現としての LGBTQ+が用いられて

いる点は注目に値しよう。LGBTQ+における Q は「クィア（Queer）」、あるいは「クエス

チョニング（Questioning）」の頭文字であり、LGBT という 4 つのカテゴリーに囚われな

い、多様なセクシュアリティの在り方を反映したものとなっている。Q+との表記を用いる

ことは、例えば、アセクシュアルやパンセクシュアルなど、LGBT の枠外に属する人たち

にとっては重要な問題であり、こうした子細な箇所にまで意識が及ぶというのは、組織内

において当事者の割合が増加したことの帰結といえるのではないだろうか7。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

 ここまで、BBC の 2010 年代の「多様性と包摂」に関する政策のうち、LGBT に関連す

るものなどを確認した。2010 年平等法の制定を契機に、さまざまな政策が打ち出され、そ

れらを実行している様子がうかがえた。しかしながら、そうした目標や計画が、掛け声倒

れとなっている感は否めない。とりわけ 2010 年代後半は、スタッフにおける LGBT の割

合に関して数値上の目標を設定し、その目標を達成できていることを強調しているように

思われるが、LGBT 当事者の割合を増やすだけでは不十分である。 

確かに、当事者でしか認知し得ない論点を組織内部から提示できることのメリットは大

きいが、あまり数値目標に固執することはないだろう。こうした姿勢は、LGBT 当事者の

スタッフに対して、自身のセクシュアリティを過度にオープンにすることを強制すること

にもつながる恐れがあるうえ、社会の中の推定される LGBT の割合を反映させた 8％とい

う数字の根拠自体が必ずしも正しいとはいえないだろう。目標を設定し、それを達成する

こと自体は否定されるべきではないものの、それだけでは、LGBT の社会的受容にとって

有益なコミットメントとは言い難い。 

 公平性との関わりのなかで考察したように、政治との関係や感情的なものも含め、現実

には多くの課題が残されている。組織として LGBT を肯定的に捉えようという姿勢自体

は、筆者としても評価し得るものであるが、2020 年以降は、単なる数値目標には依らな

い、より複雑化した問題への対応を求めたい。 
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〔注〕 

 

1   campaign, Stonewall blasts BBC over 'caveman' attitudes to gays and lesbians. 

https://www.campaignlive.co.uk/article/stonewall-blasts-bbc-caveman-attitudes-gays-

lesbians/543743 

2  BBC のスタッフ向けの Web サイトに掲載された情報によると、2013 年には 1000 人

規模のパルス調査が実施されていた。http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:ucIpOPvYzekJ:www.bbc.co.uk/ariel/24741884+&cd=16&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

&lr=lang_en%7Clang_ja  

3   The Guardian, BBC research into lesbian, gay and bisexual portrayal offers hope. 

https://www.theguardian.com/media/2010/feb/01/bbc-gay-peter-tatchell 

4  2010 年平等法の訳出部は、「平成 23 年度内閣府委託報告書 障害者差別禁止制度に

関する国際調査」所収の「第 4 章 2010 年平等法（イギリス）」（https://www8.cao.go.j

p/shougai/suishin/tyosa/h23kokusai/12-eng1.html）を参照した。 

5  BAME とは、黒人（Black）、アジア人（Asian）、および少数民族（Minority ethni

c）のことを指している。 

6  ここでの“逆”とは、通常、上司が部下に対して助言・指導を行うため、上から下に

対して向いているベクトルの向きが逆になり、この領域に関しては、部下が上司に対し

て教育を行うということを意味している。 

7  例えば、Decker（2014＝2019）によると、いかなるセクシュアリティの他者に対し

ても性的な魅力を感じないアセクシュアルは、メディアでの表象の一部から形成される

勝手な印象によって、浮世離れしたイメージを投影されることがあるという。確かに、

性自認や性的指向の程度は人それぞれであり、むやみにカテゴライズすることは避ける

べきである。そうした意味で、クィア／クエスチョニングの概念を反映させることは、

BBC における LGBT の社会的受容へ向けた取り組みにつき、評価され得るものである

だろう。 
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【第３章】メディアによる描写の影響と効果 

－「培養理論」を例に 

 

 

 

 

 

BBC は公共サービス放送として、LGBT の社会的受容に向けて取り組んでいる。その中

核は、やはりテレビ番組における表象にあるだろう。では、仮に BBC がニュースやドラマ

のなかで、LGBT についてその当事者からも、そうではない視聴者からも評価されるものを

制作し、放送したとすると、そのコンテンツが LGBT の社会的受容を促進することにつな

がるのだろうか。 

それは、「マス・メディアは人々の価値観や意識の形成にどのように影響するのか」とい

う問いを考察することから始めなければならない。こうした影響について、「メディア効果

理論」研究ではさまざまな議論が行われてきた。本章では、メディア効果論のなかでも、19

60 年代後半にのアメリカにおいて、ジョージ・ガーブナーらによって提唱された、「培養理

論」を手がかりに、そもそもメディアの表象は人々の意識や態度形成にどの程度作用するの

か、そしてマス・メディアにおける表象はマイノリティの社会的受容を促進するツール足り

得るのかを考える。加えて、培養理論を用いた LGBT の表象に関する先行研究のレビュー

を通じて、今後の研究上の課題を明らかにする。 
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本章では、マス・メディアによって伝えられる表象が、人びとの社会に関する認識に対

して与えうる影響について考える。これはすなわち、マス・コミュニケーション研究にお

ける「メディア効果論」に関する議論である。数あるメディア効果論のなかでも、本論文

では、1960 年代後半にジョージ・ガーブナー（George Gerbner）らにより提唱された

「培養効果理論」を手がかりとして用いる。培養理論は、日本でのコミュニケーション研

究では近年ほとんど参照されなくなっているものの、実証研究が盛んな米国などでは現代

でもしばしば用いられる効果論の 1 つである。ちなみに日本では、斉藤慎一が「再考」（1

992 年）、および「再検討」（2002）しているが、それ以降は、同理論が議論されたり、コ

ミュニケーション分析に用いられたりすることは低調であるように思われる。 

培養理論は、テレビが未知の「ニュー・メディア」と捉えられていた約半世紀前に提唱

された効果論ではあるものの、そのインパクトは現代でも失われるものではない1。この理

論は、提唱後に激しい批判を受けたものの、批判へ応じるかたちで現在では理論の中核に

位置付けられる主要な概念を生み出すに至っている。 

しかしながら、現代の培養理論研究のトレンドは、ガーブナーらが想定していた理論と

は異なる方向に進んでいると言わざるを得ない。すなわち、相対的に長期的かつ影響の及

ぶ範囲が広範であるという意味での“マクロな”効果論としてのオリジナリティを等閑視

しているように推察される。そこで本章では、ガーブナーがテレビという当時の「ニュ

ー・メディア」をどのように認識していたのかを問い直し、このようなマクロな効果を重

視する培養理論のオリジナリティを取り戻すための作業を試みる。 

 それは単に、メディア効果論に関する研究に一石を投じようとする試みではなく、本論

文のテーマであるメディア表象と LGBT との関連を考察するうえで必要不可欠なものであ

る。すでに述べてきたように、LGBT に対する人々の捉え方は、一朝一夕には変わるもの

ではない。彼らの社会的受容の現状を考察するにあたっては、佐藤（2008）が指摘する輿

論（public opinion）＝公的意見と世論（popular sentiments）＝国民感情の区別を厳格

にする必要がある。例えば、エイズ危機のようなメディア・イベントにおいては、一時的

な感情に因る世論を喚起させることになるが、社会的受容という過程を考察するうえでは

輿論を考慮すべきであろう。 

 

 

第 1節 コミュニケーション効果論の系譜 

 

 

 マス・メディア効果論（以下、効果論）とは、すなわち「テレビは人々にいかなる影響

を与えるか」という問いに関する研究を指す。効果論に関する研究は、理論や仮説を経験

的に、すなわち実証的に裏付けようとする米国の「経験学派」と、カルチュラルスタディ
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ーズの系譜でそうした実証研究を批判する英国の「批判学派」を中心に発展してきた2。効

果論に関しては既に一定程度の研究が蓄積しているため、ここではそれらを概観するにと

どめる。 

経験学派による効果論は、一般的に、弾丸理論（1920 年代から 40 年代前半）、限定効

果論（40 年代前半から 60 年代半ば）、そして強力効果論（60 年代半ば以降）にカテゴラ

イズされている。弾丸理論とは、テレビで表象される内容が、視聴者の意識にまさに「弾

丸」のように直接的に作用すると考えるものである。例えば、「皮下注射モデル」やキャ

リントルによる『火星からの侵入』（1940）などがこれに該当する。ただし、この時期に

は通信手段が未発達であったために、本格的な実証研究に裏付けられたものではなかっ

た。 

 限定効果論のなかでは、まず「コミュニケーションの流れ」に関する研究がある。その

代表例はラザースフェルドらによる「コミュニケーションの二段階の流れ」仮説（1944）

である。それによると、送り手が発するメッセージは、一部の「オピニオン・リーダー」

を介して受け手に影響するということが提示され、彼らの「パーソナル・インフルエン

ス」の果たす役割が強調された。ラザースフェルドらは人々の意思決定過程におけるマ

ス・メディアの影響の大きさを明らかにするつもりであったものの、結果として送り手が

持つ影響力の「限界」を発見することになった（佐藤 1990 : 11）。他には、カッツによ

る「選択的接触」論や T・クラッパーによる『マス・コミュニケーションの効果』（196

0）などがある。これらの効果論に共通しているのは、送り手が受け手に与える影響に関

して、マス・メディアが伝える内容よりも、個人間相互のコミュニケーションが与える影

響のほうが優位であるということである。 

 「利用と満足」研究では、研究の視点が受け手から送り手のほうを向いている点で従来

の研究とは一線を画するものである。ただし、同研究は分析手法が小規模かつ詳細な調査

に基づくものであったために、客観性を欠いているとして忌避される傾向にあった（田崎 

2003 : 15）。 

 しかしながら、テレビが一般家庭に普及するにつれて、各家庭におけるテレビの影響力

の大きさが指摘されるようになった。それに伴い、限定効果論は次第に多くの支持を得る

ことができなくなった。強力効果論としては、「培養理論」のほか、知識ギャップ仮説（1

970 年）、議題設定仮説（1972 年）、メディア・システム依存理論（1976 年）、「沈黙の螺

旋」モデル（1980 年）などが有名である。 

 これらの経験学派の理論では、研究の焦点が「効果」研究にあてられており、佐藤（19

90）は、そこでの「効果」が誰にとってのものなのかを批判学派から学ぶ必要があると指

摘する（佐藤 1990 : 58）。また、Valkenburg、Peter および Walter（2016）は、効果論

に関する研究のメタ分析を行ったうえで、効果論に共通の特徴として次の 5 つの点を提示

する（Valkenburg, Peter and Walter 2016 : 316-328）。 
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①受け手は自身のニーズや願望に応じてメディアを選択するが、その際さまざま心理学的社会的要因がこの選択を

導き、フィルターとして作用している。 

②メディアの特性のうち、モダリティ（テクスト、聴覚、視覚等）、コンテンツ特性（暴力、恐怖、登場人物の類型や

主張の強さ）、そして構造特性（特殊効果、ペースや視覚上の驚き）の 3 つが予測変数として挙げられる。 

③効果論における効果は直接的なものと非直接的なものとの組み合わせによるものであり、これらが従属変数に対

する独立変数の全体的な効果につながるという点で、メディア効果は非直接的なものである。 

④効果は例えば受け手のジェンダーといった異なる社会的文脈の変数によって左右される点で、条件付きのものであ

る。 

⑤効果は相互作用のなかで生じるという点を前提とし、そうした効果が生じる要因を説明するものである。 

 

 それぞれの効果論が有するインパクトの相違を考慮しても、これらの点を効果論に共通

するものとして評価することは首肯できる。 

 

 

第 2節 Gerbnerのテレビ観と培養理論 

 

 

 本節では、培養理論の提唱者の中心人物である George Gerbner が、当時まだ「ニュ

ー・メディア」であったテレビにいかなる機能を認めていたのかを確認する。そして、そ

れらを踏まえつつ、培養理論の要諦を確認し、同理論の持つインパクトを述べる。 

 なお、Gerbner は、1919 年にハンガリーで生まれ、米国に渡ったのち、サンフランシ

スコ・クロニクルの記者兼編集者として活動した。その後、第二次世界大戦での従軍を経

て、大戦後は研究者としてコミュニケーション研究の発展に大きく貢献した。現在、彼の

業績の多くは、ペンシルベニア大学アネンバーグコミュニケーション大学院が管理する

「ジョージ・ガーブナー・アーカイブ（George Gerbner Archive）」の Web ページで一

般に公開されている(3)。 

 

１．教会からテレビへ 

 

 Gerbner はテレビの特性を、「最も集権化、均質化、それにグローバル化されたメディ

アである」（Gerbner 1998 : 176）と指摘する。それらはテレビの送り手としての性質と

して理解され得るだけでなく、テレビのメッセージは受け手をより広い世界へ導くという

点（Gerbner 1998 : 185）を踏まえている。この点で、とりわけグローバル化という

は、受け手の価値観のグローバル化をも示している。また、このようなテレビへの視座
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は、第１章で述べたような、ラジオとマイノリティの関連について言及したリースの考え

と共通するものがある。 

 また、ガーブナーは 1977 年に発表された論文「テレビジョン－それは新しい国家宗教

か」と 1978 年発表の「新宗教としてのテレビ」で、テレビの特異性として、①他のメデ

ィアよりも多くの人々の時間と注目を奪う点、②移動を必要とせず、自宅にいながら視聴

できる点、③リテラシーを要しない点、④無料で、ラジオとは異なり映像をも提供する

点、そして⑤成長段階を問わず、あらゆる年齢層の視聴者に、同じメッセージを伝えるこ

とができるユニークなメディアであるという点の 5 つを挙げている（Gerbner 1977 : 14

7-149；Gerbner and Connolly 1978 : 52）4。 

 また、“国家宗教”や“新宗教”といったこれらの論文の表題からも推察されるよう

に、実際の効果に目を向けると、彼はテレビを宗教における 1 つの「儀式（ritual）」とし

て理解している。それはつまり、多様な見解を有する人々をテレビが作り出す「主流」に

吸収することにつながる、ほぼ世界的な新宗教として理解されている（Gerbner 1980）。

人々がこれまで定期的に教会へ行き、そこで聖書を読んだり、讃美歌を歌ったりすること

で信仰を深めてきたのと同様に、日常的にブラウン管の前に座り、そこから繰り返し流さ

れるメッセージに接触することによって、人々は「新たな文化的な主流」（Gerbner 1987

a : 4）に導かれるのである。そうした意味で、テレビから発せられるメッセージは、宗教

上の「教義」のような強い意味をもつものとして理解されるべきである(5)。 

 言い換えるならば、それは、テレビを「神話の創造者（mythmaker）」として理解する

ことにもつながる。Gerbner はテレビをこのように捉えたうえで、それが社会に及ぼす作

用として、「儀式性（ritual）」、番組構成やメッセージの「画一性（totality）」、「社会化（s

ocializing）」などを挙げている（Gerbner 1987b : 8-9）(6)。 

 神話の創造者であるテレビは、すでに教会の地位を占めるようになった。あるいは、国

家と教会との間の歴史的なつながりは、すでに国家とテレビによる新たな共生関係によっ

て置き換えられているという（Gerbner 1998 : 3）。このように、テレビは教会の権威と

並置されているが、両者の類似性とそれらの社会的機能の均質性の核心は、神話やイデオ

ロギー、「事実」、関係性などを継続的に反復するところにあり、こうした繰り返しが世界

を定義し、社会秩序を正当化するのに役立っている（Gerbner 1998 : 4）。 

 Gerbner がこのようにテレビを、ある種の「教会」のようなものとして、さらにその表

象やメッセージを「教義」として位置付けていたことは、培養理論の検討を行ううえで重

要な点である。それは、宗教が人々の生活のある特定の領域だけでなく、生活全般におけ

る行動や価値観の形成に影響するマクロな効果を有しているからである。したがって、以

下、培養理論を考察するにあたり、Gerbner が神話の創造者であるテレビを、長期的大局

的に人々の態度に作用する特性をもったメディアであると理解していた点を前提とすべき
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であろう。そのうえで、テレビによって流される神話が人々の態度形成とどのように関連

しているのかを分析することが培養理論の課題である。 

 

２．培養理論の中核 

 

 培養理論に関する分析は、Gerbner らが 1967 年から 1974 年にかけて行った「文化指

標研究」のプロジェクトの 1 つに位置づけられていた。文化指標研究は制度過程研究、メ

ッセージ・システム分析、そして培養分析の 3 つの領域から構成されており、これらの研

究を通じて、ジェンダー、マイノリティや年齢に関するステレオタイプ、健康、科学、家

庭、教育、政治、宗教などの分野における、受け手の概念や行動に対するテレビを視聴す

ることによる影響を調査するものであった（Gerbner 1998 : 179）。制度過程研究はほぼ

未着手のまま経過しており、メッセージ・システム分析では、コンテンツ分析によりテレ

ビ番組全体において頻度の高いメッセージのパターンが明らかにされ、それを基にテレビ

のメッセージが人々の現実認識、信念、態度や価値観に与える影響を明らかにしようとす

るのが培養分析の試みである。 

 Morgan によると、2018 年 9 月の時点で、培養理論にかかわる研究は、ガーブナーおよ

び共同研究者らによる論文が 205 点、彼らと他の研究者によるものが 29 点、独立の研究

者（independent investigator）によるものが 682 点発表されている（Morgan 2018）。 

 なお、cultivation の訳語として「培養」のほかにも「涵養」が用いられた時期もあった

ものの、現在では培養に落ち着いているようである(7)。その意味するところは、受け手が

テレビのメッセージに持続的に接触し続けることで送り手の有する価値や視点を繰り返し

確認し、養うことにある（大坪 2003 : 123）。また「培養」とは、メディアによる「社会

化」とも換言され得るが、水野（1991）によると、Gerbner は「社会化」に関する議論

を、その複雑さのために回避していると指摘する（水野 1991 : 280）(8)。 

 オックスフォード大学出版（2011）『メディア・コミュニケーション辞典』では、培養

理論は以下のように説明されている（Chandler and Munday 2011 : 83）。 

 

  大量の（heavy）テレビ視聴は画面上で表象される世界に基づく社会の世界に向けた態度を培養する傾向にある

という Gerbner の仮説。マス・メディアは、視聴者（agent）を社会化し、ある文化にすでに内在する価値を培養する

ものとして作用する。Gerbner は、テレビ上での暴力の過剰な表象が、法と秩序についてのシンボリックなメッセージを構

成していると論じる。…（略）…軽視聴者と重視聴者との間にある回答のパターンの相違は、培養格差（cultivatio

n differential）と呼ばれ、テレビ視聴によってどの程度、態度が形成されるのかを反映する。しかしながら、批判者

は、相関関係が因果関係の証拠ではないと言及する。 
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つまり、培養理論とは、「テレビに描かれた世界」と受け手の「社会的現実の認識」の 2

つの概念の「関連」を説明するものである。その効果は、知覚レベルでの培養効果である

「第一次培養効果」と、信念や価値観レベルにおけるより深い培養効果である「第二次培

養効果」とに区別することができる（斉藤 1992 : 171-172）。 

 培養理論研究の目標は、テレビを視聴する時間が多くなるにつれ、人々はテレビから流

れてくる特定のメッセージと日課（lessons）に従って現実世界を認識する可能性が高くな

るのかを確かめることにある（Morgan and Shanahan 2010 : 339）。そして培養理論

は、激しい批判に応えるなかで、「主流形成」と「共鳴現象」という 2 つの効果を定式化

し得た。ここで、批判の検討に先立ち、培養理論の中核を占めるこれらの効果について確

認する。 

 

３．主流形成と共鳴現象 

 

 まず、「主流形成」とは、テレビ視聴量の多さが、通常であれば他の要因や影響から生

じる見解の相違を緩めたり、抑えたりすることを意味している（Gerbner 1998 : 183）。

Gerbner は培養理論を「伝統的な差異を曖昧にし（blurring）、その概念をテレビの文化的

主流に一体化させ（blending）、主流形成をメディアと広告主の制度的な利益のほうに向

ける（bending）」ものであると、その力学を“3 つの B”を用いて説明している（Gerbne

r 1990 : 261）。ここから、Gerbner が主流形成を培養理論の中心的な概念として捉えて

いたことがうかがえる（大坪 2003 : 134）。 

 次いで「共鳴現象」とは、テレビの世界と受け手の属する現実の環境とが重なることに

よって培養効果が増幅されることをいう。例えば、治安の悪い地域に住む人と比較的治安

のよい地域に住む人とが、同一の犯罪に関する番組を同じ時間視聴した場合に、後者より

も前者のほうがその表象の影響を受ける傾向が高くなるのである。 

 いわば共鳴現象とは「共感」のことであり、確かに受け手としては自らの境遇に近いも

のを見たときに共感の程度が大きくなることは当然のようにも思われる。しかしながら、

共鳴現象が認められたのは犯罪に関する項目に限定されるうえ、犯罪に関するテーマであ

っても共鳴現象は安定して認められなかった（大坪 2003 : 136）9。 

 Shrum（2001）は主流形成と共鳴現象の概念の導入を評価する一方で、それでもなお矛

盾したり、説明がつかなかったりする研究結果が存在することから、それらの調整変数に

関する調査を行うべきであると指摘する（Shrum 2000 : 211）。とはいえ、Gerbner が考

える同理論の中核は、広範囲にわたる制度的実践（institutional practices）、広範な意義

（widespread meaning）、そして長期的な文化変容といったマクロレベルの効果に焦点を

当てることにあった（Potter 2014 : 1017）。現代においてこれらの概念については、確
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かに不完全な部分はあるものの、少なくとも表面上は争点とはなっていないようである

（Morgan and Shanahan 2010 : 349）。 

 

 

第 3節 批判と問題点の検討 

 

 

 培養理論が提唱された後、1980 年代を通じて学術誌上では、激しい論争が展開された。

共同研究者のジェイムズ・シャナハン（James Shanahan）とミハエル・モルガン（Mic

hael Morgan）は、培養理論の真贋性に関する問題と、統計上のコントロールの適切さの

問題を中心に論争が展開されたと述べるものの、それらは「ときに辛辣かつ敵意に満ちた

ものであった」と評している（Shanahan and Morgan 1999 : 70-71）。当初の批判は、

分析における方法論上の問題点などに関するものであった。その後、批判の範囲が広がっ

たことで、主流形成と共鳴現象の概念の定式化にみられる培養理論の発展および精緻を導

いた。 

こうして、培養効果はあらゆる属性集団で同じように認められるものではなく、属性ご

とに効果の大きさが異なることが示された（斉藤 1992 : 178）。これらは属性ごとの培養

効果に着目するもので、培養効果の有無を分析していた初期の研究から大きく進歩したも

のとなっている（大坪 2003 : 128）。本節では、それらの概念以外に対して向けられた批

判を検討し、培養理論のもつ問題点を浮かび上がらせたい。 

 

１．何を基準にすべきか 

 

 Newcomb（1978）は、テレビの中の「暴力」にも多様な意味があり、すべての視聴者

がそうした暴力を同一の方法で解釈するわけではないと主張する。確かに、視聴量を基準

にすることは、表象それ自体のもつ影響を考慮することを困難にする。これはすでに述べ

たように、Gerbner がテレビ番組を「均質化された」ものとして捉えていたことに起因す

る。 

Potter（1993）は、受け手は視聴時間に関わらず、テレビで視聴したものを他者とのコ

ミュニケーションのなかで取り上げるなかで、テレビのメッセージによる影響を受けるこ

ともありうると指摘する（Potter 1993 : 577）。視聴量が必ずしも受け手の現実認識に直

接的に結びつくわけではないのである。たしかに、視聴量を基準にした場合、培養効果の

再現性が確保されなくなる恐れがある。Gerbner らが分析を行った 1960 年代の米国は、3

大ネットワーク（NBC、CBS、ABC）の黄金期であり、家庭のテレビ視聴時間も平均 6

時間から 7 時間余りで推移していた。しかしながら、1980 年代に米国連邦通信委員会
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は、放送局に対する政治的な中立性などを義務づける「公正原則（Fairness Doctrine）」

を撤廃した。90 年代以降は、廃止の影響に加え、通信技術の進展のもとで、テレビの視聴

形態が多様化するなど、質的にも量的にもテレビ視聴の環境は大きく変化した。 

培養理論は、あくまで米国でのメディア環境の枠内で分析および発展されたものであ

り、Gerbner は、「培養理論が米国以外の国々でどの程度適用できるか計り知れない」（19

77 : 147）と述べていた。その後の研究の発展により、彼はテレビの描写が米国と比較し

てあまり反復的でも均質でもない場合、培養効果はあまり認められないと結論付けている

（Gerbner 1998 : 10）。例えば、Piepe らは 1983 年に実施された総選挙における有権者

の政治的態度の変化を調査した。このなかで、英国においては、米国のように「1 本の主

流（a single mainstream）」（Piepe 1990 : 31）に視聴者を集約させるような結果には

至らなかったという。 

 Gerbner のいう「重視聴者」とは、全体の平均値以上の視聴時間を指しているが、仮に

環境 A では平均視聴時間が 8 時間、環境 B では 3 時間である場合、前者は 4.5 時間、後者

では 2 時間でも培養効果が成り立つことになる。確かに、Gerbner は「重要なのは、実際

の特定の視聴量ではなく、視聴レベルにおける有意な相対的差異にこそあるべきだ」と指

摘している（Gerbner 1998 : 6）。 

視聴レベルの相対的な軽重で培養効果の有無を検証しようという姿勢は、テレビの絶対

的な視聴量や影響力が低下している現状を踏まえると、単にそれだけでその矛盾が解消で

きるとはいえないだろう。なお、Potter（1993）は、各番組の「物語」に焦点を当てて分

析すべきであると提案する（Potter 1993 : 570-576）が、独立変数に付随する問題点が

解消されるわけではない。 

 

２．第三変数への批判 

 

 さらに、人口動態的な要素や視聴環境に関する批判、つまりは第三変数への批判も存在

する。従来、培養効果と相似性をもつメディア効果理論はしばしば指摘されていたもの

の、Gerbner and Gross （1976a）はこの点をはじめて実証的に明らかにした。その

後、Gerbner and Gross （1976b）では、年齢、教育程度、性差などの多くの「変数」

を考慮すべきであることがいちおう示唆されている。 

Fox and Philliber（1978）は、視聴量の相違による培養効果の「傾向」はみられるも

のの、社会階級を第三変数としてコントロールした場合に、テレビ視聴が人々の認識に全

く影響を及ぼしていないことを明らかにした。 

ただし、この実験は、Shanahan and Morgan（1999）が指摘するように、2 つの問題

点を含んでいる。1 つ目は、Fox らの調査では「平均で、1 週間のうち夕方に少なくとも 1

時間テレビを何回視聴しますか」という質問文が用いられており、これが「定期的な」視
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聴者と「重」視聴者を厳密に区別できないという点である。2 点目は、自由記述法に基づ

く独立変数の取り扱いが不十分である点には注意すべきである（Shanahan and Morgan 

1999 : 68)。 

 その後、Doob and McDonald（1979）は、平均的な地域のなかでの相関関係は有意で

はなく、実際の犯罪率をコントロールした場合、テレビ視聴と犯罪への恐れの間に全体的

な関係（overall relationship）は全くないとして、培養理論を完全に否定する。これに対

して、Shanahan and Morgan（1999）は、培養効果が生じるパターンは下位集団ごとに

異なるという興味深く、革新的で刺激的な研究であるとともに、「共鳴現象」の定式化に

寄与したとして評価を与えている。だが、Doob らの研究では、培養のパターンは誤りで

あるということが実証されたわけではなく、培養理論それ自体を否定したものとしては扱

うべきでないと指摘する（Shanahan and Morgan 1999 : 63-67）。 

培養理論における批判者の議論においても、テレビ視聴を独立変数、態度変化を従属変

数とすること自体に大きな異論はなく、主として第三変数をめぐって批判が展開されてき

た。その際、独立変数と第三変数は、一方で、それぞれ独立して従属変数に直接的な影響

を有しているものの、他方で、それらは相互に作用し、一体となって影響力を有するよう

になるということを意識しておく必要がある（Shanahan and Morgan 1999 : 140）。 

こうしたプロセスは、ヘーゲル弁証法でいうところの「止揚（Aufheben）」のごとく考

えることができよう。つまり、培養理論における独立変数、第三変数および従属変数は一

直線のものではなく、複線的なものであり、次章で引用するように、Gerbner が培養を

「重力放射」として捉えていたのはこうした理由による。 

ただし、こうした「止揚」の過程で、具体的にどのような心理学的過程を経ているのか

については未だ明らかにされていない。例えば Hawkins, P. R., et al. (1987)と Rubin, 

M. A., et al. (1988)によって、培養過程における複雑な心理的プロセスが分析されている

ものの、課題は残されたままである。 

Gerbner（1990）は、培養理論をそれぞれの文化に内在する問題に対処しきれない従来

のコミュニケーション研究における限界への不満から生じたものであると述べている（Ge

rbner 1990 : 249）。しかし、受け手の属する環境や、その文化的多様性を十分検討して

いるとはいえないのではないだろうか。 

 

３．批判への応答と研究の発展 

 

 また、Gerbner は自身に向けられる批判については、「自分自身の理論を書き、その仮

説を検証しなさい。それは、君たちが目下取り組んでいる研究は培養理論の検証ではない

からだ」と反論していた（Tamborini and Choi 1990 : 158）。共同研究者らも、培養理

論の核心は、「ヒューマニズム」対「社会科学」や、「質的分析」対「量的分析」といった
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方法論に依拠したものではなく、「ミクロ」対「マクロ」にこそ存在すると指摘する（Sha

nahan and Morgan 1999 : 61）。 

 つまりは、テレビが受け手に与えるマクロレベルでの影響を分析することこそが培養理

論のオリジナリティであり、批判者はその点を留意したうえで培養理論を発展させること

が望まれよう。 

 培養理論を用いた研究は蓄積されてきたものの、その効果は必ずしも強いものとは言い

切れない。三上（1987）が指摘するように、とりわけ第二次培養効果は、青少年などの限

定された属性集団にしか認められない可能性が高い。すべての年齢の集団に対して、あま

ねく培養効果が認められるとするのは、「非現実的な仮定」であるのかもしれない（三上 

1987 : 269-270）。 

 さて、1980 年代以降、培養理論研究は、①研究領域の拡大、②調査地域の拡大、③メデ

ィア内容の分化と拡大、④効果レベルの拡大、⑤培養効果形成の要因に関する研究、⑥他

の関連研究との理論的統合へと向かっていった（三上 1987 : 268）。これによって、多様

な条件の下で培養理論が参照されるようになった一方で、それらは次節で論じるように、

培養理論を誤った方向へと導くことにもつながった。 

 本節では、培養理論分析における問題点の大要を把握することに努めた。これまでに指

摘されてきたものを網羅するものではないものの、およそ問題点はこれらに集約され得

る。とはいえ、研究の進展に伴い、問題点はより多角的になっており、培養理論分析はコ

ペルニクス的転換が必要なのではないだろうか。 

 

 

第 4節 “マクロな”培養理論へ 

 

 

１．「今後の課題」の整理 

 

 本節の最大の目的は、培養理論の修正を試み、それをあまねく再現可能性をもった理論

として改めて提示することにある。すでに先行研究ではさまざまな角度から「今後の課

題」が指摘されているが、まずはそれらを整理しなおす作業が必要である。 

 Potter（1993）は、培養効果のもつ「弱く持続的な（weak persistent）」特色を肯定的

に捉え、①培養効果のなかの「埋没した」強力な効果を認めるうえで、第三変数を明らか

にすることが重要である；②主流形成と共鳴現象は強力で特異な効果である；③人々の間

にはそれぞれに広範な相違があり、かつ視聴者はテクストをアクティブに解釈するという

ことを認めるべきである；④培養理論を認識過程の強化因子としてとらえるべきである；
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⑤視聴量以外の独立変数を分析すべきという 5 つの可能性を提示する（Potter 1993 : 59

1-593）。 

 以下、そのほかの培養理論が提示された後の激しい論争がやや落ち着き、理論の精緻化

が進んだ時期から、こんにちにいたるまでに示されたものをいくらか列挙する。 

 

〇三上（1987）：他の認知効果研究との理論統合 

〇Gerbner（1990）：異なる文化領域間での比較研究 

〇水野（1991）：培養効果の存在自体の立証、長期のパネル調査に基づく培養の因果関係の明確化 

〇斉藤（1992）：培養の因果関係の特定、受け手のメッセージ解釈、心理的メカニズムの解明、適用可能な事例

の明確化 

〇Potter（1993）：培養効果概念の強化、メディア利用形態、因果関係の再検討 

〇Shrum et al.（2001）：調整変数の明確化 

〇斉藤（2002）：分析対象とするテレビメッセージのレベルの明確化、心理的メカニズムに関する精緻化、主流形

成概念の洗練、「利用と満足」研究との関係の再検討、独立変数の再考、メディア環境の変化の考慮、他の効果

理論との比較検討 

〇大坪（2003）：メッセージ分析法の改善、質的調査の導入 

 

培養理論で示される独立変数と従属変数との相関関係は、必ずしも強いものではない

が、その関係性自体はすでに実証されている。これらの課題から推察されるのは、分析手

法の改善が最大の課題であることに疑いはない。 

なお、2000 年代以降、従来の培養理論のアプローチを超越するような研究がトレンドと

なっている。具体的には、マクロレベルからミクロレベルへの焦点の移行と、メディアの

メッセージから受け手への関心の移行が挙げられる（Potter 2014 : 1021）。Potter（201

4）によると、2010 年から 2014 年にかけて公表された、培養理論に関連する立証的試験

（empirical test）を行った研究のうち、Gerbner が想定していたようなオリジナルな手

法が用いられていたものはわずか 8％しかなかったという（Potter 2014 : 1023-1024）。

培養理論は、メディアが時間をかけて巨大な集合体、つまりは大衆に影響を与えるという

マクロレベルの現象に焦点を当てている制度理論としての独自性を失い、培養理論の研究

は、特定のメッセージの要素に対する短期間の反応を確かめる方向へと向かっている（Po

tter 2014 : 1032）。 

 確かに、ここ 10 年ほどの間にも、100 以上の研究で培養理論の発展が試みられている

ものの、それらは理論の焦点がよりミクロレベルに限定されている。共同研究者らは、そ

れらの中には「培養」効果と呼ぶことができるのか疑わしいものもあるものの、それらも

培養効果として認めざるを得ないだろうと述べている（Morgan and Shanahan 2010 : 

349）。しかしながら、Gerbner が繰り返し指摘していたように、培養理論の独自性は、そ
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の「マクロ」な効果に焦点を当てることに認められる。これまでに多角的に提示されてき

た課題点でも、マクロな視点に基づいて培養理論の精緻化を図ることが求められている。 

 

２．輿論の培養 

 

 それらを踏まえ、ここで問題としたいのは、もともと培養理論が、全体の平均値という

基準を用いて視聴の軽重を決めている点と、培養効果の判定に質問法を用いている点であ

る。これらの分析手法の修正を試みることによって、培養理論のもつ「マクロなインパク

ト」を強化することにつながると考える。 

Gerbner は「培養」概念について、単なる「効果（effect）」に置き換えられるものでは

ないとしたうえで、以下のように説明する（Gerbner 1998 : 180）。 

 

  テレビは、イメージ、意見や信念を単純に「生み出し（create）」たり、「反映し（reflect）」たりするものではない。

むしろ、それはダイナミックなプロセスの不可欠の側面である。…培養は一方向のものとしてではなく、むしろ重力（放

射）のようなプロセスとして考えられるというのがポイントである。 

 

 そして、このテレビの有するダイナミックさを現代の代表的および支配的な文化的な力

として捉えようと試みるのが培養理論であると彼は述べる（Gerbner 1998 : 191）。そこ

で、培養理論のもつマクロな視点を背景として、調査によって導かれる「数値の連続的変

化」が「世論」であるという佐藤（2008 ： 291）の指摘を踏まえると、本来、培養理論

が従属変数とすべきは、調査によって導かれた「テレビ寄りの回答」と呼ばれる短期的な

「世論」なのではなく、より長期的な人々の理念に基づく「輿論」なのではないだろう

か。つまりは、ミクロレベルの短期的な影響とマクロレベルの長期的な影響は、それぞれ

「世論（セロン）」と「輿論（ヨロン）」（または公論）の区別に投影することができよう

(10)。 

 参政権が拡大した 20 世紀以降の大衆民主主義の下では、それ以前の近代民主主義のよ

うに「輿論」は議会だけに集約されないとする指摘はあるものの（谷藤 2010 : 13）、モ

デルとしては、輿論は議会での議論を通じて、理性的に表出されることが期待されてお

り、それは各人の有する「世論」に還元されるものではない（谷藤 2010 : 9-11）。いうま

でもなく議会の究極の目的は立法行為にあるため、最終的に輿論は立法を通じて具現化さ

れる。 

 さらに、現代の政党政治では、選挙で公約を提示し、それを基準として有権者は投票行

動を決定することが前提となっている。この点で、輿論は政党の提示する政策や立法行為

をもって具体化される。言い換えると、一般意志としての輿論の変化は、こうした政策や

立法の長期的な変化の推移を観察することによって確認することができよう。これらを踏
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まえると、修正理論では、テレビの表象を独立変数とし、それに関連した政策および立法

の推移を従属変数とみることを提唱したい。 

 

３．ステレオタイプ 

 

共同研究者らは、テレビ視聴が社会変化にもたらす作用について、①テレビのメッセー

ジは、社会運動や社会変化を妨げ（impede）、遅らせる（retard）可能性がある、②均質

化のプロセスは反復的に生じるために、培養格差が徐々に縮小するとの仮説を挙げている

（Shanahan and Morgan 1999 : 161）。そのうえで彼らは、「テレビのメッセージが社

会変化の先頭に立っているとはとても期待できない。逆に、われわれは、テレビは社会変

化の遅れをとることになると予想する」（Shanahan and Morgan 1999 : 162）と述べて

いる。 

彼らはこの仮説について十分な検証を行っていない。しかし、テレビから流されるイメ

ージが「ステレオタイプ」に基づくものである場合、それが世論を過剰に刺激し、政策を

ミスリードすることにつながる可能性があることは、黒人や性的マイノリティの事例など

を考慮する場合に首肯できる。つまりは、ステレオタイプに依拠したメッセージがテレビ

を通じて受け手に伝えられることにより、社会変化に対する「負」の方向へと作用する世

論が形成され、変化を停滞させ得る社会全体の「輿論」もそれと同じ方向へと向かう可能

性がある。こうした点を踏まえると、①テレビ視聴の効果は、社会の輿論となって表れ、

それは政策の提示や立法行為を通じて表出される、②コンテンツの表象が「ステレオタイ

プ」に基づいている場合、社会変化の「負」の方向へと作用する培養効果が認められると

いう 2 点が導かれ得る。 

そのため、限定的な被験者に対する実証実験による測定ではなく、より一般的な政策動

向の分析を大きな柱とすべきであろう。2 つの長期的な期間を比較し、そこに漸次的な政

策上の変化があり、かつそれがマス・メディアの表象による影響を受けた輿論によって導

かれたとされる場合に培養効果が生じたと考えるべきである。 

 

 

第 5節 培養理論分析と LGBT 

 

 

 本章ではこれまでに、Gerbner らにより提唱された「培養仮説」分析について、人々の

長期的な意見としての「輿論」を用いた、マクロな培養仮説分析への展望を試みた。現状

のミクロな効果分析手法から、筆者の想定するマクロな分析手法の提唱は、より慎重に検
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討する必要があるため、本論文では問題提起を行うにとどめ、今後の研究における最重要

課題の 1 つとして位置付けたい。 

とはいえ、ミクロな培養分析により相当数の研究成果がすでに蓄積されている。本論文

との関連において、LGBT の表象に関して培養理論を手がかりとした研究も僅かながらに

存在する。Morgan (2018) によると、LGBT をテーマとした培養分析研究としては、Dug

gan and McCreary (2004)、Bond and Compton (2015)、および Bond and Miller (20

17)の 4 つがある。本節では、それぞれの研究を検討する。 

 Duggan と McCreary (2004)による Body image, eating disorders, and the drive fo

r muscularity in gay and heterosexual men: The influence of media images では、

メディアのイメージが心身の健康状態にどのように影響するのかを分析している。具体的

には、以下の 3 つの仮説が提示され、これらを検証するためにインターネットを利用した

調査（N=96、うちゲイ 67 名、ヘテロセクシュアル 29 名）が行われた。 

 

 仮説 1 ゲイの男性は、ヘテロセクシュアルの男性よりも、よりポルノグラフィ、および筋肉&フィットネス雑誌を利用する。 

仮説 2 ゲイの男性は、ヘテロセクシュアルの男性よりも身体的不満足の程度が全体的に高い。とりわけ、ゲイの男性は

不適応な摂食障害、マスキュラリティへの打ち込み、そして社会的体格不安の程度が高いことを証明する。 

仮説 3 筋肉&フィットネス雑誌、およびポルノグラフィの利用は、ヘテロセクシュアルとゲイの男性にとって、身体的不満

足のレベルに対して、ポジティブに関連がある。 

 

 分析の結果、仮説 1 および 3 については否定され、仮説 2 のみが有効とされた。そのう

えで、それらの雑誌への接触の増加は、性的指向にかかわらず、身体的満足度の減少と関

連があること、さらにポルノグラフィの利用は、ゲイの男性にとって社会的体格不安にポ

ジティブに関係があることが分析の結果として得られている。 

 しかしながら、この論文では、培養理論分析が直接に用いられているわけではない点に

注意が必要である。本文において一部で「培養仮説」への言及があるものの、Gerbner や

Morgan などの培養理論研究における第一世代を引用したものではない点、分析対象がテ

レビ番組ではなく雑誌である点を考慮すると、培養仮説という概念を借用したにすぎず、

培養理論分析の先行例として参照するには無理があるように思われる。 

 BondとCompton (2015)によるGay on-screen: The relationship between exposure 

to gay characters on television and heterosexual audiences' endorsement of gay eq

uality では、Schiappa らが 2005 年に提唱した「疑似社会接触仮説（Parasocial Contact 

Hypothesis）」の考えを背景に、「成人形成期」のヘテロセクシュアルのサンプルから集め

られた横断調査データを用いて、テレビ番組におけるゲイのキャラクターへの接触と、社

会におけるゲイの平等への支持との間にある関係が分析された。分析に際して、以下の 3

つの仮説が提唱された。 
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仮説 1 ゲイを含んだ番組を追求しようとする動機をコントロールした場合にのみ両者の間にポジティブな関係が存在し

うる 

仮説 2 オープンリー・ゲイの人と個人的な関係を有する参加者よりも、そうした関係を有しない参加者のほうが、ポジテ

ィブな関係はより強くなる 

仮説 3 人種的少数派よりも、白人の参加者のほうがポジティブな関係はより強くなる 

 

 分析の結果、仮説はすべて立証され、とくに仮説 2 は強固になった。総じて分析によ

り、有効な状況におけるヘテロセクシュアルのキャラクターと交流のある標準化された G

のキャラクターは、ヘテロセクシュアルの視聴者によってポジティブなものとして、さら

に満足感の得られるものとして知覚されうるということが示されたものの、より長期的な

パネル調査が必要であること、バイセクシュアルやトランスジェンダーが含まれていない

ことが課題として挙げられている。 

 最後に、Bond と Miller (2017)による From screen to self: the relationship betwee

n television exposure and self-complexity among lesbian, gay, and bisexual youth

について概評する。同論文は、テレビにおけるメッセージが、センシティブな人々の健康

にいかなる影響を与えるのかを考察するため、LGB の若者のサンプル（N=546）の間で

の、「テレビ利用」、「自己複雑性」、および「幸せ」の間にある関係性を調査している。 

 それによると、ゲイおよびレズビアン指向のテレビの重視聴者である LGB の 10 代たち

は、そうした番組が、現実に LGB 当事者が置かれる状況を正確に描写し得ていないため

に、軽視聴者と比較して、より自己複雑性を有している。さらに、主流（mainstream）

のテレビの利用とポジティブな自己複雑性との間に存在するネガティブな関係性は、テレ

ビ上の LGB 当事者の多様な描写が欠如していることに起因するとされている。結果とし

て、各人完全に異なるパーソナリティと性格を伴う多様な役割の中における LGB のキャ

ラクターの描写が、LGB の若者に対して、一連の多様なロールモデルを提供しうるという

ことが示されている。同論文では、ガーブナーらが培養理論研究で用いた“重／軽視聴

者”との概念に加え、「主流形成」という主要な概念が用いられている。しかしながら、

同論文における分析では、必ずしも培養理論がその中核に位置づけられているわけではな

く、培養理論研究との関連性は弱いと言わざるを得ない。 

 以上、培養理論分析の共同研究者の 1 人である Morgan が関連研究として挙げた 4 つの

論文を整理した。ここからわかるように、培養理論分析において LGBT は主たる研究対象

とはなっていない。すなわち、かつての「テレビにおける暴力描写」のように分析対象と

して特定されたことはない。LGBT の社会的受容を検討するにあたり、テレビの表象が、

偏見の形成のように否定的に、あるいは受容へ向けて肯定的に作用したのかを長期的な視
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点から分析することが必要であろう。この点で、本研究はこれまでに取り組まれていない

課題へと挑戦しているのである。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

本章の結語として、1 つ挑戦的な問題提起をしておきたい。それは、これまでメディア

研究に携わる者は、「テレビ」というメディアのもつ影響、あるいは効果に納得のいく答

えを出すことができていただろうかということである。2000 年代に入り、かつて「ニュ

ー・メディア」と呼ばれていたテレビはすでに「オールド・メディア」と呼ばれるように

なり、メディア研究の関心の中心から逸れたように思われる。 

 たしかに、SNS 等のソーシャル・メディアが有する問題点を明らかにすることは重要で

ある。若者の「テレビ離れ」が指摘されて久しいが、それが誤りであることは周知の事実

である。Gerbner（1987）は、人々をより惹きつけるものが日常生活の中に登場しない限

り人々はテレビを見続けるだろうと述べていた（Gerbner 1987b : 9）。しかし、「スマ

ホ」が人々を惹きつける現代においても、テレビの画面はスマホのディスプレイに取って

代わられたのではなく、両者が「相乗効果」を発揮する場面が多くみられる。 

このように、テレビの表象はもはやそれだけで完結するものではなく、「ニュー・メデ

ィア」にも波及し、その効果はますますマクロな方向へと進行している。テレビを「オワ

コン」と嘲笑するだけでは何の解決にもならない。本稿で提唱したような「輿論」を従属

変数とみる培養分析理論を、受け手のメディア利用の動向も踏まえながら実証的に精緻化

していく分析に着手することが必要である。 
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〔注〕 

 

1  20 世紀後半のマス・コミュニケーションに関する代表的な雑誌に掲載された論文を分

析し、いかなる理論が援用されていたかを調査した Bryant and Miron (2004)による

と、培養理論は 1970 年代半ばから 80 年代後半にかけてとりわけ参照され、その後も緩

やかに利用され続けているという。また、それによると、同時期に培養理論は、フレー

ミング理論やアジェンダ設定論などに次いで頻繁に用いられていた。 

2  実証的な調査結果に基づいた効果研究を提唱するアメリカ流の「経験学派」に対し

て、1970 年代になり、米国中心の経験学派に対して批判的な立場をとる勢力が英国で形

成された。批判学派の理論は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）を中

心に発展したカルチュラルスタディーズの発展と密接な関係を有しており、それら批判

学派の中心人物であったスチュアート・ホールは、メディアを利害や価値に関する合意

形成過程における「意味表示の機関」として捉えていた。批判学派の発展動向について

は本論文の主題との関連は薄いためここでは省略したい。 

3  http://web.asc.upenn.edu/gerbner/archive.aspx を参照。アーカイブでは 200 本以上

の論文がフリーアクセス可能となっている。 

4  このうち、③リテラシーを要しない点については、確かに識字能力を必要とせず、映

像の有するインパクトによって、幼児でもその内容を理解することは可能である。しか

し、当然ながら、その表象を批判的に読み解く力としてのメディア・リテラシーは要求

されるべきである。 

5  なお、Gerbner は、「マルクスがこんにち生きていたならば、彼はテレビを宗教では

なく、『大衆のアヘン（opiate of the masses）』と呼ぶだろう」と指摘する（Gerbner 

1987a : 5）。 

6  ただし、ここでの「儀式」とは、前段ように宗教的なニュアンスを含むものではな

く、決まった時間にテレビを視聴するといった「規則性」を指している。Gerbner は、

人々がテレビを「番組ではなく、時間帯によって（by the program but by the clock）」

視聴しているということを繰り返し指摘している。 

7 本稿に直接関係するものではないが、cultivation は「陶冶」と訳出されることもあ

る。例えば、関口正司（1989）は cultivation を陶冶と訳したうえで、J・S・ミルの政

治思想を考察している。 

8  社会化とは、「無力な幼児が徐々に自己自覚をおこない、理解力をもった人間にな

り、その子が生まれおちた文化のならわしに習熟するようになる過程である」（Giddens 

2006 = 2009 : 64)と説明される。現代では、人間は産まれた瞬間からテレビによって作

られた文化の中で生活するために、Gerbner はコミュニケーション効果理論のうち「事

前事後モデル」を、テレビに接触する「前」の段階はもはや存在し得ないとして否定す

る。 

9  なお、両者の概念に対しては、Hirsch 1981 : 25-31 のなかで批判されている。 

10  佐藤（2008）は、Public Opinion の概念について、明治大正期に日本で用いられた

「輿論」と「世論」の区別に従い、「公的意見」を輿論と呼ぶのに対して、「国民感情」

を世論と呼ぶことを提唱している。 
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【第 4章】英国社会と LGBT‐社会的受容の過程の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰り返しになるが、本研究の目的は、現代英国において、公共サービス放送である BBC

が、LGBT の社会的な受容に対していかなる影響を与えたのかを考察するとともに、公共サ

ービス放送とマイノリティとの関係について、その取り組みを通じて検討することにある。 

ここまで論じてきたように、BBC は LGBT の社会的受容に向けて取り組んできた。さら

に、マス・メディアの表象は、確かに人々の価値観や意識の形成に大きく作用することが分

かっている。したがって、英国社会の中で最も影響力のあるメディアである BBC が LGBT

の権利促進に向けて取り組めば、事は容易なようにも思われる。 

ただし、当然ながら、現実はそう単純ではない。マイノリティが社会の中で居場所を見つ

けるためには、何よりもまず「政治」によって必要な支援が提供される必要がある。本章で

は、マイノリティの社会的受容における重要なアクターである政治が、現代英国において L

GBT の政治的および社会的な受容の過程を検討する。大枠としては、英国では 1885 年に同

性愛が「犯罪」化されたのち、2004 年に同性婚が「合法」化されたものの、社会的な受容

が遅々として進展しない状況があった。 
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第 1節 議論に先立って 

 

 

 本章では、主に第二次世界大戦以後、現在に至るまでの英国における LGBT の社会的受

容の歴史的展開とその背景を整理する。社会の中でマイノリティの人たちがあるコミュニ

ティに受け入れられる過程においては、一般に「社会的包摂（Social Inclusion）」が用い

られることが多い。英国政府のチャリティ委員会（Charity Commission）によると、社

会的包摂は、 

 

  「社会的排除（social exclusion）」と反対の効果を説明するためにしばしば用いられる。それは一般に、社会的排

除を導く、あるいは導いてきた状況や習慣を変えるためにとられるポジティブアクションに由来するものである。また、それは

人々あるいはコミュニティが社会に完全に参加することを可能にすることを目的としている 

 

と説明されている1。すなわち、社会的包摂においては社会への「完全な参加」が必要条件

となっている。しかしながら、LGBT の社会における状況を考慮すると、ヘテロセクシュ

アルによって形成されている現代社会のなかに、彼らが完全に参加しているとは言い難い

（さらに、将来的にも、完全な参加としての「包摂」を期待することは困難であるように

思われる）。したがって本論文では、包摂ではなく、より広い意味での「受容（acceptanc

e）」という表現を用いている。いずれも社会的排除と対極に位置する点に相違はないが、

より現状に即した表現となっている。 

 英国では、1885 年の刑法改正によって同性愛が犯罪化された。その後、1967 年の性犯

罪法によって非犯罪化され、2004 年に市民パートナーシップ法が制定されたことにより同

性婚が合法化された。同性愛の犯罪化から同性婚の合法化までの過程で、多くの LGBT が

自身のセクシュアリティを理由として罪に問われ、市民社会から排除されてきた。かつて

は LGBT を社会から排除しようとしていた政府だが、こんにちでは社会の一員に積極的に

組み込もうとし、彼らの福祉を保証しようと取り組んでいる。何が政府や政治に対してそ

のような方針転換を迫ったのだろうか。 

 Buckle（2015）は、LGBT の社会的受容を考察するにあたって、「政治と法」、「メディ

アにおける表象」、そして「LGBT の生活」という 3 つの領域を検討すべきであり、なか

でも「メディアにおける表象」は現代社会では最も可視化され、最も影響力を持ちうると

指摘する（Buckle 2015 : 219）。なお、この時期に英国の市民が目にしていたテレビや映

画のホモセクシュアルな表象のすべてを捕捉することは現実的ではない。しかしながら、

Sebastan Buckle（2015）は（英国で制作されたものに限るが）そうした表象の中にある

重要な情報（snap-shot）を分析することによって、マス・メディアが視聴者を教育し、

人々の生活を反映するなかで、何を重要視していたのかという点に関する一例を示すこと
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ができると指摘する（Buckle 2015 : 53）。本章では、これらの 3 つの領域について、そ

れらを関連づけながら、以下のの時代区分に従って論じる。 

 

１．時代区分 

 

 第二次世界大戦後から、こんにちまでの間、LGBT に対する政策は、受容に向けて円滑

には進展してこなかった。Chaney（2013）は、政府の立法政策の趨勢に従ってこの期間

を 3 つに区分している。それによると、まず、1945 年からサッチャー保守党政権が誕生

する 1979 年までの期間、次に、サッチャーおよびメジャー政権期の 1979 年から 1997 年

までの期間、そして、ブレア政権が誕生した 1997 年以降の期間の 3 つである。その上

で、彼はそれぞれの期間について、「選挙のアジェンダから排除されている」時期、「高ま

るセイリアンス」期、そして「限られた進歩」の時期と呼んでいる。 

 また、こうした政策動向のみならず、社会文化の面から整理することもできる。まず、

1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけての「ゲイ解放」の時期である。この期間、多く

のサブカルチャーやカウンターカルチャーの集団に対して、居場所を提供しようとしてい

た左派勢力による非常に大きな社会変化（huge social change）が生じていた。次に 197

0 年代後半から 1980 年代にかけての「目に見えるサブカルチャー」の時代である。この

時期、商業シーンやサブカルチャーのなかでゲイの表象が取り上げられるようになった。

ネガティブなものや、ステレオタイプに基づいたものが多かったものの、ゲイのアイデン

ティティが一応は可視化したといえる。そして、1980 年代後半から 1990 年代にかけての

「メインストリーム化」の時代である。従来の商業シーンで顕著であった「白人で、若く

て、美しい」というステレオタイプには必ずしも合致しない LGBT の人たちが可視化され

るようになった（Buckle 2015 : 66、74、219-220）。 

政治・政策面、および社会・文化面による時代区分はおおむね合致しているものの、本

論文では、メディア効果論における培養理論を踏まえ、輿論によってもたらされた立法

（政策）を分析することを背景に、前者の Chaney による 3 つの区分を用いて、それぞれ

の時期で LGBT の社会的受容がいかにして進展してきたのかを整理する2。 

 

２．前史：1945年までの道のり 

 

 本論に入る前に、まずその前史として、第 2 次世界大戦終結以前における LGBT の社会

的な立場を概観する。おおむねこの時期、LGBT は英国内の保守的なヴィクトリアニズム

とキリスト教の強い影響の下で、「病理」あるいは「犯罪者」として認識されていた3。 

 LGBT に関する法律上の制約は、1533 年に「男色法（The Buggery Act 1533）」とい

う法律が制定されたことに始まる。この法律では、必ずしも男性同士のホモセクシュアル

「行為」に焦点を当て、これを罰するものではなかったが、次第に拡大解釈されるように
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なった。その結果、同法は主として「男性間の行為」に有罪（最高刑は死刑）判決を下す

ために用いられた。その後、1828 年になり「男色法」は廃止され、新たに「1828 年対人

犯罪法（Offences against the Person Act 1828）」が制定された。この法律では、男性

間の性的行為について以下のように定められている。 

 

 XV（ソドミー） 

  下記の通り法律で定める。男性あるいは獣姦を行ったすべての人は、忌まわしきバガリーの罪により有罪となり、死刑に

処するものとする。 

 

 野田（2006b）は、キリスト教などの宗教面から LGBT の社会的受容を捕捉している。

つまり、「社会純潔運動」によって導かれた同性愛の違法化を起点とし、その後 20 世紀半

ばあたりから進行した急激な世俗化による宗教的価値観の凋落や、人権概念に対する絶対

視などを踏まえた大きな時代の潮流としてこれを捉えている（野田 2006b : 68）。 

ジョセフィン・バトラーなどの「福音主義」＝プロテスタント派によって展開された社

会純潔運動においては、その当時、社会で問題となっていた少年少女の売春と同性愛が、

ともに上流階級の男性による過剰な性的欲望の結果として生じたものであり、さらにキリ

スト教の理念において神聖視される「家庭」の純潔を侵すものとしてみなされていた（奥

田 2011 : 320-321 ; 野田 2005 : 143）。こうした社会純潔運動の流れのなかで、1885

年に刑法改正法は制定された。同法第 11 条は、一般に「ラブシェール修正条項」と呼ば

れている。同法第 11 条では、次のように定められている。 

 

公的な場と私的な場とを問わず、他の男性と著しい猥褻行為を行った男性、またはその行為に参加した男性、ある

いはその行為を斡旋した男性、また斡旋しようとした男性は、すべて軽犯罪を犯したとして有罪であり、裁判所の裁量に

おいて 2 年以下の懲役刑と重労働、あるいは二年以下の懲役刑に処す。 

 

ここでは、男性同士の「親密な行為」が「著しい猥褻行為（gross indecency）」と規定

されている。同法はプロテスタント的な中産階級が唱える「純潔」という概念を、法文上

明確化することで「売春問題」を根絶することが意図されていた（野田 2005 : 130）。と

はいえ、1533 年男色法と同様に、同法も適用上拡大解釈され、ある男性相互間に何らかの

実際的な「行為」がなくても、彼らのあいだに存在するあらゆる形態の「関係性」を摘発

するために用いられるようになった（野田 2006b : 64-65）。つまりは、社会における同

性愛の排除に向けて作用するようになったのであった。 

 これらの法律では、犯罪となる行為の主体が男性に限定されているが、女性同士の行為

についても問題視されていた。たとえば、1921 年には女性同士の行為を違法化するための

刑法改正案が下院議員によって提案された。この動きの背景には、性別を問わず強制猥褻

行為から 16 歳以下の子供たちを守る必要があるというという事情があった。しかし、実
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際には議論を通じて、「レズビアニズムは不快」であったり、「社会の根本的な制度を攻撃

する」といったりする意見が出されていた4。この法案は、庶民院および貴族院の両院で否

決されたものの、男女の別を問わず、LGBT を「犯罪者」としようとしていた証左である

といえよう。 

 

 

第 2節 1945年から 1979年まで‐クローゼットの外へ 

 

 

１．非犯罪化と『ウォルフェンデン報告書』 

 

 Chaney がこの時期を「選挙のアジェンダから排除されている」時期と特徴づけたよう

に、たしかに LGBT に関する問題が政党のレベルで取り上げられることはなく、総選挙の

マニフェストでも言及されていなかった。その理由を彼は、1965 年に提出された性犯罪法

案などの非犯罪化に向けた改革案や、これに関連する法案の提出が選挙の期間と重複しな

かったこと、そしてこの問題が個々の議員の個人的な信念に基づいて主導されていたこと

に求めている。しかしながら、その時期の内閣（特に保守党内閣）が、意図的に選挙の脱

争点化を図るために時期をずらした可能性は必ずしも否定できないのではないだろうか。 

1954 年、レディング大学で教育学を担当していたジョン・ウォルフェンデン卿（Sir Jo

hn Wolfenden）を委員長とする委員会が議会に設置された。この委員会は、一般的に

「ウォルフェンデン委員会」と呼ばれており、その正式名称は「同性愛犯罪と売春に関す

る委員会（The Committees on Homosexual Offenses and Prostitution）」であった。

委員会が設置された背景には、ラブシェール修正条項の下で、ゲイの男性が逮捕・起訴さ

れる事例が増加していたことがあった。とりわけアラン・チューリング（Alan Turing）

やエドワード・ダグラス＝スコット・モンタギュー（Edward Douglas-Scott Montagu）

といった社会的に知名度が高い人たちが、同法の下で「犯罪者」とされたことを受け、法

律の正当性が疑われるようになっていたことがある5。 

 同委員会は、およそ 3 年の議論を経て、1957 年 9 月に『ウォルフェンデン報告書』を

公表した。報告書では、「著しく性的なホモセクシュアル行為」を行った刑事罰の対象と

なりうる「ホモセクシュアル犯」と、「同性の人々を求める性的傾向」である「ホモセク

シュアル」とが峻別することが示された。彼らの「行為」についても、それが私的領域

で、かつ双方の合意に基づくものであれば（いわゆる「性的同意年齢」をめぐる議論は残

されたままであるが）犯罪性を帯びないものとされた。 

また、戦後初期の英国では、ホモセクシュアル＝「病理」との見方がタブロイド紙を媒

体として広がり、人びとの間で定着していた。こうした LGBT＝病理であるとの見解につ
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いて、報告書は「深い疑問」（伊藤 2007 : 204）を投げかける一方で、これを完全には否

定しないという曖昧な態度をとっている点は問題があるといえよう。 

加えて、「同意年齢」をヘテロセクシュアルの 16 歳に対して、21 歳とするとの結論に対

して、その根拠づけが弱いという欠点も含んでいる。ただし、こうした点を考慮に入れて

も、1950 年代という、「保守党政権下の反ホモセクシュアル強硬派が、政府や警察内で相

当の力を有していた時代」（伊藤 2007 : 211）において、報告書は、ホモセクシュアリテ

ィの合法化の起点となったという点で、「画期的な出来事」（伊藤 2007 : 198）だった。 

 なにより、ウォルフェンデン委員会の最大の成果は、LGBT の存在がまだ社会的に認知

されていなかった 1950 年代において、彼らを独立した社会の構成員とみなし、その社会

的生活を可視化したことにあった。また、LGBT に関する調査に社会科学的手法を導入し

たことにより、政府機関や慈善団体がこの種の調査を実施することを促した（Waters 201

3 : 202）。 

 

２．さまざまな団体の結成とそのパワー 

 

1950 年代後半以降、英国では LGBT に関連した運動などが活発に行われるようになっ

た。ここでそれらすべてを捕捉することはできないが、主要なものは取り上げたい。ま

ず、1958 年に男性間の同性愛の非犯罪化を目指して、「同性愛に関する法の改正を求める

会（The Homosexual Law Reform Society : HLRS）」が発足した。同会がロンドンで

開催した第 1 回目の会議には千人以上が参加した。また、それと同時に設立された「アル

バニートラスト」は、男性同性愛者に限定されず、LGBT のための先駆的な相談組織とし

て発展した。 

1963 年には、英国で初めてとなるレズビアンの社会・政治組織である「マイノリティ調

査グループ（The Minorities Research Group）」によって、レズビアンやバイセクシュ

アルの女性を対象とした月刊誌『Arena Three』が創刊された。この団体は、レズビアン

を「中流階級で上品な」ものであるとのイメージを社会に伝え、彼女たちのことを、本質

的に男性を求めているものとして理解する社会における「男性的解釈（male constructio

n）」と闘っていた（Buckle 2015 : 70）。しかしながら、『Arena Three』はすべてのレズ

ビアンの女性たちが自由に手に取ることができたものではなく、その購読には夫の許可が

必要であり、ほとんどのレズビアンたちは同誌を読むことはできなかったとの指摘がある

（Buckle 2015 : 69）。 

その翌年には、「北欧ホモセクシュアル関連法改正委員会(NWHLRC)」が設立され、国

境を越えて LGBT に対する法的平等と社会的平等を促進することが目指された6。 

 そして 1966 年にはトランスジェンダーを支援する団体である「ボーモント共同体（Be

aumont Society）」が設立された。この団体は、医師や法律関係者に対して、トランスヴ

ェスティズム(異性装)についての正しい情報を提供し、正確な調査の実施を促すことを目
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的としていた。この時期に設立された多くのコミュニティが、1980 年より前に解散したな

か、ボーモント共同体は英国で「最も大きく、最も歴史あるトランスジェンダーの支援団

体」として現在も存在している7。このように、1967 年性犯罪法の制定までの市民社会に

おける取り組みの特徴の 1 つは、その対象がゲイに限定されず、レズビアン、バイセクシ

ュアル、そしてトランスジェンダーを広範に包摂していた点にあるといえよう。 

 

３．1967年性犯罪法の制定 

 

 しかしながら、同性愛の非犯罪化は容易なものではなかった。当時のマクミラン保守党

政権は報告書の提言を容認せず、その後、ウィルソン労働党政権のもと、1967 年性犯罪法

の制定により、「私的な領域における 21 歳以上の 2 人の男性間でなされるホモセクシュア

ル行為」が非犯罪化された。報告書の公表から、こうした「行為」の非犯罪化に至るまで

の 10 年間は保守党による政権期であった。すなわち、保守党が同性愛の非犯罪化におけ

る大きな「阻害要因」となっていたとも理解できよう。 

では、保守党が強い影響力を有していたなかで、何が非犯罪化に向けた「推進力」となっ

たのだろうか。この 10 年間の過程について野田（2006b）は、「そこには性に対するリベ

ラリズムという社会の風潮の変化のみには還元できない、イギリス特有の歴史的・社会的

文脈、また当事者たちや彼らを取り巻く人々の動きが見出せるのではないだろうか」（野

田 2006b : 73）と提起する。リベラリズムの理念が、LGBT に限らずマイノリティの受

容と親和性が良いということはあまねく理解されているところである。しかしながら野田

は、リベラリズムによる影響よりも、「当事者」たちの働きによる成果を強調している。

つまり、LGBT 当事者やいわゆる“アライ”たちの努力により同性愛者の「個人化」「人

格化」が進んだことにより、彼らの非犯罪化への道が開かれたというのである。 

 この頃、マーガレット・サッチャーを含む多くの議員がホモセクシュアルの男性に関す

る非犯罪化を支持していた。しかしながら、それは彼女たちが、必ずしもホモセクシュア

ルな行為やふるまいを容認していたということを意味するものではない（Buckle 2015 : 

106）。さらに、こうした法改正は、LGBT の社会的受容を促進するどころか、かなり辛辣

な言葉を伴うネガティブなステレオタイプに拠って展開された、新たな政治的な反抗（ho

stility）とバックラッシュを導くことにつながった（Buckle 2015 : 92）。 

 なお、性犯罪法の制定により、同性愛は法律の上では「犯罪」ではなくなったが、社会

的な「病理」ではあり続けた8。戦後、「ホモセクシュアル＝病理」という構図を社会に定

着させたタブロイド紙は、この頃には一転して、ホモセクシュアルの脱犯罪化を支持して

いた。しかし、それは積極的な支持ではなく、大多数のヘテロセクシュアルの人々が耐え

るべき「病理」として消極的な支持であった（Buckle 2015 : 49）。 

 1968 年には、ホモセクシュアリティを「精神障害」と分類した DSM－II が世界保健機

関によって採用され、英国でもこの基準が使用されるようになった。これにより、多くの
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LGBT が、精神障害者の扱いを受け、「治療」と称した屈辱的かつ苦痛を伴う扱いに苦し

むことになった。 

 

４．GLFの設立 

 

70 年代になると、彼らの存在が社会の中でさらに可視化され、当事者たちによる「運

動」が活発化した。その始祖的存在でもあり、その後の運動に大きな影響を与えたのが、

1970 年に設立された「ゲイ解放戦線（GLF）」であった。GLF はロンドン・スクール・オ

ブ・エコノミクス（LSE）で最初の集会を開催し、参加者に「カミングアウト」を推奨

し、社会変革に向けた戦いを促すといった、相当に急進的な団体であった。それは、LSE

というカルチュラルスタディーズの拠点ともいえる場所でその活動を開始したことからも

うかがえよう。Lent（2003）は、70 年代の GLF と 80 年代後半から 90 年代初頭にかけ

て展開された運動との間にある対比を強調するなかで、GLF の特徴を次のように示してい

る。 

 

 ・GLF 参加者の多くは、自身をマルクス主義者と捉えており、その「革命精神」に基づき、資本主義や婚姻制度、軍、

教会などを敵視していた。 

・マルクス主義の思想を潮流にもつ GLF は、LGBT 当事者による「自己抑圧」を疑問視し、「ブルジョア層」の伝統を総

じて拒絶することが解放にとって重要であると考え、さらに解放運動と、資本主義や家父長制によって持続させられて

いるあらゆる形態の抑圧に反対する運動との間に強いつながりを感じていた。 

・マルクス主義者とラディカルなフェミニストの影響を受け、社会を「支配階級」とそれ以外の「サバルタン階級」とに二分し

て捉えている。これは、人種や階級、世代間の対立と解放を強調する 60 年代に一般的な急進主義のなかに群居

する多くの活動家に訴えかけるところとなった。 

・LGBT 当事者にとってはなによりも、GLF は彼らが「クローゼット」を出るための重要なパイプとして機能した。GLF が開

催する社会におけるイベントが解放にとって大きな役割を果たしたのであった。 

 

このように GLF は、相当に急進的な性格を帯びていた。これは GLF に限らず当時の L

GBT に関するさまざまな運動に共通する傾向であった。こうした運動がもつ反体制的な共

産主義思想やマルクス主義思想の背景には、社会に浸透しつつあった「ニューレフト」思

想があったといえよう。また、Buckle（2015）は、GLF における特徴として、①組織内

の統治構造が常にマージナルな組織であった点、②地方組織でさえもロンドン中心主義的

な要素が強かった点を挙げている（Buckle 2015 : 82）。 

1972 年には GLF の主催で、英国で初めての「プライド行進」が開催され、トラファル

ガー広場からハイド・パークまでを約千人で行進した。しかし、GLF は急進主義や社会変

革への野心以外には具体的な行動目標がなかった。そのため、組織としての統一性を維持

することが困難となり、1973 年には解散した。1970 年代になると、マス・メディアのな
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かで LGBT に関する表象がすでに見られるようになった。そのため、GLF などの集団を

触媒とする必要なしに「クローゼットから出る」ことが可能な時代となっていた。 

ちなみに、1969 年には G を対象とした雑誌『Jeremy』が創刊され、この中で男性同性

愛者をそれまで主として用いられてきた“homosexual”ではなく、“gay”と言い表して

いた。これは、読者が gay という語の意味を理解しているということを意味している（Bu

ckle  2015 : 42）ことに加え、彼らのアイデンティティが社会の中で認知されはじめたこ

とを意味するといえよう。 

その後 1972 年には、フェミニズムや女性解放運動の登場を受け、レズビアンを対象に

した雑誌『サッポー（Sappho）』が創刊されたほか、ゲイを対象にした新聞『Gay New

s』も発行された。『Gay News』紙は、GLF のメンバーを中心に作られ、差別問題や政治

的社会的処遇の改善に加え、法改正に向けた運動も担っていた。 

この時期の過程の特徴を整理すると、「病理」としての LGBT という見方を克服すると

ともに、いかに同性愛を非「犯罪」化するかという点が課題であった。その際、政治のレ

ベルで可視化されたのは主に男性同士の同性愛であった。一方で市民レベルでは、すでに

レズビアンやバイセクシュアルなどの多様な“非ヘテロセクシュアル”当事者の権利獲得

が目指されていた9。後者の運動は、相当に急進的なものであり、当時の他の多くの運動と

同じように、「革命」を志向するものであった。対照的に、前者の「漸進的な」脱犯罪化

に向けた取り組みは、ある意味で「保守」性を帯びているように思われる。とはいえ、こ

の時期の最大の特徴は、ホモセクシュアリティが社会の中で、いくぶんネガティブにでは

あるものの、可視化されたことにあるだろう。 

 

 

第 3節 1979年から 1997年まで‐市民社会の外へ 

 

 

１．エイズ危機とバックラッシュ 

 

 70 年代になると、「ゲイ・スタディーズ」や「レズビアン・スタディーズ」といった、

「ウィメンズ・スタディーズ」の影響を強く受けた研究領域が確立されるようになった。

これらの研究は、先にみた GLF のような「解放運動」との強い結びつきがあった。さら

に、その名称が複数形になっているのは、研究方法や分析対象の複数性、いわば研究の広

範さ、多様さを意味していると指摘されうる（古川 1996）。 

1980 年代のマス・メディアにおける LGBT への態度は、概して新聞がネガティブであ

るのに対し、テレビや映画は比較的中立的であった。特に、かつて同性愛に病理としての

イメージを植え付けることに成功したタブロイド紙にとって、80 年代のエイズ危機は、彼

らの「タブロイド・ジャーナリズム」にとっての「必需品」であった（Buckle 2015 : 13
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0）。具体的には、「病理」、「不道徳」、「恐ろしいもの」、「性的に乱れたもの」、「肉食」、

「病的な」、「子どもにとっての脅威」というレッテルを LGBT の人々に貼ることに腐心し

ていた（Buckle 2015 : 136-137）。 

そうしたなか、1981 年にロンドン市内の病院で、カリニ肺炎で入院していた 40 代の男

性がエイズにより死亡した。これが、英国で最初のエイズの死亡症例であり、その後英国

のみならず世界的に、「エイズ危機（the AIDS Crisis）」を経験した。そして、1984 年頃

からエイズ問題が次第に議会で取り上げられるようになった。エイズ危機によって社会が

混乱している中で、1982 年にバーモンジー選挙区で下院の補欠選挙が実施された。この選

挙は、メディアを巻き込んで、セクシュアル・アパルトヘイトとも言われうるホモフォビ

アが展開された。 

 

２．セクション 28 

 

 1983 年、地方のある公立図書館に、スザンヌ・ボッシュ（Susanne Bosche）による児

童書 Jenny lives with Eric and Martin が所蔵されていることを受け、『デイリー・メイ

ル』紙が「税金で子どもたちにホモセクシュアリティを促進している」などと地方議会を

批判するなど、保守派を中心に抗議の声が挙がった。こうした批判は国政レベルにまで昇

華し、サッチャー政権は 1988 年に地方自治法を改正し、その第 28 条では以下のように学

校教育の場でホモセクシュアリティをとりあげることを禁止した。 

 

(1)地方政府は以下のことをしてはならない。 

(a)意図してホモセクシュアリティを助長することや、それを助長する意図をもって教材を発行すること 

(b)あらゆる公立学校において、家族関係としてのホモセクシュアリティを受容するような指導を促進すること 

(2)前項のいかなる内容も、病気の蔓延に対処し、これを阻止するためのあらゆる取り組みを禁じないものとする。((3)

以下略) 

 

同条項は「セクション 28」と呼ばれ、80 年代後半から 90 年代にかけて、LGBT に関す

る運動の中心的テーマとなった。セクション 28 の制定に際して行われた反対運動を契機

に、89 年には俳優のイアン・マッケラン（Sir Ian McKellen）などにより Stonewall U

K が、さらに 90 年には OutRage!という 2 つの団体が設立された。前者は、LGBT に関す

る支援団体として現在、英国で最も影響力を有するに至っており、後者は、ロンドンにお

けるゲイへの殺害、およびゲイに対する取締りの強化を背景に設立され、2011 年に解散す

るまでの間、ゲイの権利獲得に向け積極的に行動する団体として卓越していた10。 

同法が制定される前日の 1988 年 5 月 23 日に、セクション 28 に反対する Booan Temp

le らレズビアンの団体が、BBC の夕方 18 時台のニュース番組「THE SIX O’CLOCK N

EWS」のスタジオに「侵入（Invasion）」する騒ぎが発生した。番組の冒頭でメインキャ
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スターの Sue Lally がニュース項目を紹介している背景で、女性が絶叫している音声がお

よそ 1 分以上にわたり放送された。これを受け、Sue Lally は、「現在、スタジオで生じて

いるかなりの騒音（quite a lot of noise）が聞こえているかもしれません。申し訳ござい

ません。これ以上にさらに侵入されるのではないかと心配しています。直ちに排除（remo

ving）されることを願っています」とコメントした。 

また、BBC は夜 21 時台のニュース番組の中でこの出来事を報じている。その内容は次

の通りであった。 

  

  ［リード］ 

次は、今夜 BBC のスタジオで起こった出来事についてです。BBC は女性抗議活動家らが、どのようにして 18 時

台のテレビニューススタジオに入ることができ、番組の冒頭部分を混乱させようとしたのかについて調査をはじめまし

た。彼女たちは、今夜 0 時に施行される、地方議会がホモセクシュアリティを促進することを禁止する新たな法律

に抗議していました。〔人名（※聞き取れず）〕によるリポートです。 

  ［THE SIX O’CLOCK NEWS のオープニング映像が流れる］ 

     18 時台ニュース番組の冒頭から、何かがおかしいことは視聴者にとって明らかでした。 

  ［実際の映像が流れる］ 

     Sue Loil は視聴者に謝罪し、放送を続けました。カメラに映っていないところで、同じく司会者の Nicola Switz

erland がその抗議者たちを拘束しました。スタジオの外では、カメラのケーブルに手錠をつながれていた女性が解放

されました。もう一人は廊下でスタジオ用セットのソファーにつながれていました。女性たちは繰り返し抗議していまし

た。女性たちがどのようにスタジオへ入ったのかについて、現在、調査が行われています。 

  ［インタビュー映像（トニー・ホールニュース及び時事問題部門編責）］ 

     今晩の出来事は許容し得ないものです。適切な調査が行われ、こうしたことが BBC のどのニュース番組において、

確かに二度と起こらないようにします。そのうえで、私は、Sue Lally と Nick はあのような状況において見事に対応

したと思っており、放送を続けることができたこと、そして BBC 自身に関するニュースが完全になくなることを確かにす

るつもりです。 

  ［リポートまとめ］ 

     手錠はカメラのケーブルについたままであり、18 時台のニュースが放送されている間に、抗議者たちは警察へと連行

されました。 

 

 この出来事で注目したいには、まず、抗議活動家の「侵入」を受けて、BBC のキャスタ

ーが抗議行動を「騒音（noise）」と言い表したことである。確かに、想定外の事態にもか

かわらず何事もなく放送を継続したキャスターの対応は賞賛にあたいするだろう。しか

し、セクション 28 に反対する抗議活動であることは明らかであり、BBC の LGBT に対す

る視座を投影しているようにも思われる。次に、彼女らが BBC へ侵入したことの意味で

ある。彼女たちは偽名を用いていたため、その正体は必ずしも明らかではないが、Colin 

Clews は、その前年に議会の上院に侵入した者たちと同一であると指摘する11。彼女たち
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が、BBC のニューススタジオで抗議活動を行った背景は、BBC の放送が有する影響力の

大きさがあるといえよう。すなわち、“BBC を通じてメッセージを伝えることができれ

ば、法律の施行を止めることができるのではないか”といった考えがあったのではないだ

ろうか。筆者は、BBC が LGBT の社会的受容の促進、あるいは社会的排除の過程におけ

るキャスティングボードを握っていると考える。この抗議活動は、失敗に終わったもの

の、この領域における BBC の役割を示唆しているという点で成功したといえよう。 

彼女たち以外にも、さまざまな運動が展開されたにもかかわらず、セクション 28 が廃

止されることはなかった。しかし、90 年代になると、これらの団体などの活動により、社

会の中で LGBT が可視化され、彼らに向けた政策上および立法上の問題点が徐々に明らか

になった。1992 年には、WHO が精神障害のリストからホモセクシュアリティを除外し

た。94 年になると、G の「同意年齢」が 21 歳から 18 歳に引き下げられた。同年 6 月、

「レズビアンなどこの世に存在しない」というヴィクトリア朝的価値観に反対するため、

「ロンドン・レズビアン・アヴェンジャーズ」が設立された。この団体は、のちに、「カ

ミングアウト」したコメディアンのサンディー・トクスヴィグ（Sandi Toksvig）を支援

するキャンペーンを行うなどした。 

 

３．保守主義と理想の家族 

 

本章が射程に捉える期間の展開をみてきたが、ここで特に議論されるべきは、主にセク

ション 28 の導入につながった「サッチャリズム」や「ニューレフト」がもたらした影

響、およびそれを機に台頭した「運動」の軌跡であろう。クィア・ポリティクス（queer 

politics）の流れを考慮すると、これらは「同性愛嫌悪を露骨に表す道徳的保守」の段階

と、「商業的文化的包摂」の段階とに区分される12。 

エイズ危機によりゲイに対する社会的排除の風潮が増加する一方で、政治の領域でそれ

はまだ争点とはなっていなかった。この期間に実施された選挙のマニフェストにおいて、

LGBT に関連した項目は 1％にも満たなかったが、それらはいずれも LGBT をネガティブ

に捉えたものであった。サッチャー保守党政権は、LGBT と、彼らが構成する「家族」

（しばしば「ひとり親家庭」である）が、「偽り」のものであり、「真実の」家族形態では

なく、忌避されるべきものであるとみなしていた（Chaney 2013 : 107-109）。 

LGBT に関する事項が政治の領域で顕在化していないということは、彼らの課題を政治

が捕捉し損ねていたわけではなく、政党を問わず、LGBT に対する偏見や排除に向けた一

定の「合意」があったにすぎないとも理解できよう。セクション 28 には、左派の側か

ら、サッチャリズム＝保守＝道徳主義という軸でこれを批判する研究が多くを占めてい

る。Waites（2000）はそうした左派の動向に反駁を加え、サッチャリズムの潮流の中での

LGBT に対する見方の多様さや、変動、左派の側の議題設定力などを主張する。では、左
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派の側はどのような運動を展開したのか。以下、この時期の運動について、先の GLF と

の比較を用いて、その特徴を描写する。 

 

４．リベラリズムの応答 

 

繰り返しになるが、GLF の特徴はマルクス主義的革命精神に基づくその運動の急進性に

あった。それに対して、Stonewall や OutRage!の運動の背景には「リバタニアリズム」の

考えがあった。OutRage が有するリバタリアン的倫理観は、伝統的なものから常識にとら

われない（outlandish）ものまで、セクシュアリティに関する多様な選択肢を受け入れる

ことにつながった。それは、OutRage!をあらゆる場所で生じるホモフォビアと闘うシング

ル・イシュー型の非イデオロギー的組織とすることを可能にした。このように異なる考え

を背景に持つ両者の運動の性質については表 4 のように整理できよう。 

 

【表 4】GLF と OutRage!の違い13 

 GLF OutRage! 

背景思想 マルクス主義、急進主義 リバタニアリズム、個人主義 

基本方針 自己抑圧からの解放、ストレイトによる支配への抵抗 社会における LGBT の包括的な受容 

重視項目 強固な支持基盤に基づく直接行動、人海戦術 メディアを用いた視覚的間接的訴え 

組織構造 イデオロギー主導の縦割り組織による分業制 ゆるやかな結合によるトップダウン型協働制 

  

 LGBT の社会的受容の歴史において、これらの運動は先導的な役割を果たしてきた。で

は、何が 2 つの運動のその「性質」に違いをもたらしたのであろうか。これには、80 年代

後半以降進展した社会の「個人化」が影響しているのではないだろうか。個人化の進展に

より、大衆闘争を通じて普遍的な解放を志向するという 60 年代の考えはもはや姿を消し

ていた。OutRage!が設立された頃にはすでに「左翼運動家」たちが組織の担い手となる余

地はなくなっていた。その要因には、サッチャリズムの下で進行した右派寄りの新聞と政

府による左派への攻撃や、1987 年以降の地方政府予算の厳しい削減、ニール・キノック

（Neil Kinnock）によって主導された労働党左派に反対するキャンペーン、急進主義的社

会主義の一般的な信頼低下などがある。 

かつては GLF が、LGBT のカミングアウトにおける「懸け橋」としての重要な役割を

担っていた。しかしながら、この頃になると、カミングアウトの方法は、そうした団体を

通じて行う以外にも数多くあり、文化や商業シーンで表象されるというということが 80

年代後半から 90 年代初頭にかけて急速に広まった（Lent 2003）。つまり、当事者たちが

そうした運動体に依存する必要性はすでに失われていたのであった。しかしながら、それ

は同時に、大多数のヘテロセクシュアルにとっては、英国社会が LGBT を認知しようとす

る際、人々の個人的な経験を見落とすことにもつながった。つまり、社会が商業化された
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領域を通じて LGBT の存在や彼らの生活を認識することで、LGBT にとっては、そうした

商業の領域で培養された偏見による差別や社会的な排除を経験することにつながった（Bu

ckle 2015 : 153）。 

1970 年代後半から 1980 年代のサッチャー政権期は、社会的な場面におけるゲイたちの

飛躍的な成長を通じて、彼らのアイデンティティが認知されるようになった。しかし同時

に、それは快楽主義的で、明らかに若くて美しいものを志向する文化をもたらすことにも

なった（Buckle 2015 : 160-161）。 

  

５．メジャー政権 

 

 LGBT の社会的受容を考慮する際、サッチャー政権が 1990 年に終焉してから、97 年に

ブレア労働党政権に政権交代するまでのメジャー政権の 7 年間はあまり語られることがな

い。Waites は、この 7 年間における政府およびセクシュアリティに関する右派のダイナミ

クスに十分な注意を払ってこなかったことを「驚くべきこと」だと指摘する（Waites 200

0 : 2.10）。また、デイビッド・レイサイド（David Rayside）は、メジャー政権はサッチ

ャー政権の単なる延長として捉えるべきではなく、その政策には政権の独自性が認められ

ると指摘する（Rayside 1998）。 

 1990 年代になると、厳格なキリスト教的価値観に基づいた道徳主義を重視するというか

つての保守党のイメージは瓦解していた。そこにあったのは、ある意味では LGBT に対す

る「偏見」をもたらすような道徳主義や伝統主義に固執するベテラン議員と、そうした価

値観に拘泥せず社会の多様化を推進しようとする若手議員との間の世代間の亀裂であった

（Waites 2000 : 3.2）。例えば、47 歳で首相に就任したメジャー退陣後に保守党党首とな

ったウィリアム・ヘイグは当時 36 歳で、その 3 年前にはゲイの「同意年齢」の 16 歳への

引き下げに賛成票を投じていた。ちなみに、ブレアは 44 歳で首相に就任しており、90 年

代以降に進展した政党指導者層の世代交代が、政策における LGBT に対する受容を加速さ

せた第一の理由であるともいえよう。 

 加えて、地方政治の場において LGBT を包摂する政策がとられるようになったことも 9

0 年代の特徴の 1 つである。1980 年代の地方政府による社会的受容に向けた取り組みは、

進歩的であると同時に、論争含みのものであった。確かに、地域によってはこうした取り

組みはクリエイティブな面を有していたが、同時に激しい論争を呼ぶことも多かった。し

たがって、特に 80 年代後半、いわゆる「バックラッシュ」を引き起こし、メディアや政

治の熱狂を刺激した。サッチャリズムのもとで、地方レベルにおける取り組みは縮小に向

かったが、90 年代になると、LGBT に関する「新たなイニシアチブ」が各地方議会で現れ

るようになった。 

このように 90 年代になって LGBT に対する政策の実施が受け入れられるようになった

第二の理由は、LGBT に関する課題を克服する際の考えが、従来の「平等（equality）」か
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ら、「多様性（diversity）」、「包摂（inclusion）」、「主流形成（mainstreaming）」にシフト

したためであるといえよう（Carabine and Monro 2004）。こうした、戦略の変更の背景

には、革命思想に支えられたニューレフトからの脱却という点が認められないだろうか。

1990 年代の地方議会における LGBT の争点化は、その後の地方レベルでの取り組みの萌

芽としての役割を果たしている。 

 1994 年 11 月には、ゲイの性的同意年齢が 18 歳に引き下げられた。これに対しては、

慈善団体などを巻き込んだ政党横断型の連合が LGBT に対するかつてのイメージを変化さ

せようとしていた一方で、政党を問わず議会の強硬派たちは、かつてのステレオタイプを

維持することに最善を尽くしていた（Buckle 2015 : 172-173）。 

 

 

第 4節 1997年以降‐合法化、社会的な「包摂」を目指して 

 

 

１．ブレアの改革とセクション 28の廃止 

 

 1997 年にブレア労働党政権が誕生以降、LGBT をめぐる社会的受容は急速に進展し

た。その際大きく作用したのは、ブレア労働党の志向する「第三の道」路線（ニューレイ

バー思想）と、「デボルーション」と呼ばれる地方分権政策であった。さらに、商業や文

化のシーンで LGBT が表象される機会が多くなり、彼らの存在が可視的に一般化されたこ

とにより、物理的にはヘテロセクシュアルと LGBT の人々との融合が進展している。ある

いは、IT 技術の発展に伴い量的調査の実施が容易になったことから、2000 年代以降 LGB

T に関する多くの調査結果が公表されており、彼らに付随する課題などが明らかになって

きた。 

 まず、中央政府のレベルでは、この時期ようやく二大政党などが LGBT に関する政策提

言を行うようになった。とりわけ労働党は LGBT に関する政策を積極的にマニフェストで

示している（Chaney 2013 : 109）。保守党もサッチャリズムの路線を転換し、多元性を

追求する方向へと転換した。それによって、伝統的には保守党が射程としてこなかった人

たちにも新たにアプローチするために、LGBT に関する政策を明らかにするようになった

（Chaney 2013 : 110）。 

これには、ヘイグの方針が大きく反映されている。彼は、長く保守党が堅持してきた道

徳主義や伝統主義路線とは立場を異にし、例えば 97 年の党大会では、G の有権者に対し

てアピールする必要性を強調した（Waites 2000 : 3.4）14。この時期になり、限定的では

あるが、彼らの処遇を改善しようという取り組みが、国政の「争点」となった。 

 ブレア政権にとっての課題は、ヘテロセクシュアルとの「同意年齢」の平等化、そして

「セクション 28」の廃止であった。2000 年にはスコットランド議会が同条項の廃止を決
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定した。2001 年には、保守党が基盤を持つ貴族院で 3 回否決されたものの、ブレア政権

はゲイの同意年齢の 16 歳への引き下げを押し通した。その結果、2003 年にセクション 28

は廃止された。 

 ただし、同条項が廃止されてもなお、保守党や右派寄りのメディアなどによる反対は 21

世紀になっても継続されていた。とはいえ、Waites によると、これらの 2 つの課題に反対

する現代の右派によるキャンペーンは、守旧的による保守主義と若い世代の右派とによる

複雑な連合の産物として理解する必要があるという。要するに、「家族」に価値を置く伝

統主義者と宗教原理主義者たちによるホモフォビアは、もはや若い世代の右派たちによっ

てそのまま共有されることはないのである（Waites 2000 : 3.15）。 

 また、暮らしや仕事に関する政策も推進された。2002 年 11 月に「2002 年養子および

子ども法」が施行されたことで、同性カップルに加え、LGBT が個人単位で養子を迎える

ことが可能となった。2003 年には「（宗教および信念に関わる）雇用平等規則」が制定さ

れ、雇用者が被雇用者の性的指向や性自認を理由として、彼らを解雇したり、昇進上差別

したりすることが禁止された。この規制によって職場における LGBT の差別が違法となっ

た。翌年には、市民パートナーシップ法とジェンダー公認法がそれぞれ制定された(いずれ

も 2005 年に施行)。前者は同性カップルに対して、ヘテロセクシュアルの既婚者たちと同

様の権利および義務を与えるものであった。後者はトランスジェンダーに対して、自身が

望むジェンダーで法的取り扱いを受けることを可能にするものであった。これは、従来の

「男」か「女」かという二分されたジェンダー概念から脱却するものとして意義のあるも

のである。 

 

２．新聞の論調の変化 

 

 2000 年頃には、大多数の新聞が LGBT の諸権利を支持するようになっていた。性的同

意年齢の引き下げやセクション 28 の廃止に関する議論を、“冷静な（dispassionate）”方

法で報じるようになっており、それは新聞メディアにとっては、かつて自分たちが産みだ

したステレオタイプを回避するという作業でもあった（Buckle 2015 : 199）。例えば、20

03 年にセクション 28 の廃止に向けた機運が高まった際、『デイリー・テレグラフ』、『デイ

リー・ミラー』、『サン』の各紙には、前世紀とは異なり、廃止を支持することへのある種

の「不可避性」が存在していた。Buckle（2015）によると、これは反 LGBT の急先鋒で

あった保守党貴族院議員の重鎮であるバロネス・ヤング（Baroness Young）が亡くなっ

たことによるものではなく、LGBT の権利に関する事項がマニフェストで言及されたり、

人々の世論がリベラル志向になったりしたことによる（Buckle 2015 : 201）。また、彼は

新聞が 20 世紀の後半、英国社会におけるホモフォビックな態度の形成を扇動した主要な

要因の 1 つであったことは自明のことであるとも主張している（Buckle 2015 : 204）。 
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３．キャメロンの脱保守主義 

 

 これまでも述べてきたように、二大政党のうち保守党は、比較的 LGBT の社会的受容に

寛容とはいえなかった。とはいえ、労働党だけがこの社会的受容を進展させてきたわけで

はない。2010 年には、キャメロン保守党政権によって、年齢、障がい、ジェンダー自認、

結婚、市民パートナーシップ、人種、宗教、信念、性別、そして性的指向に関わらず、公

的ないし私的サービスと同じく、雇用へのアクセスにおける平等な扱いを目指す「2010 年

平等法」が制定された15。すでに論じたように、同法はその後の BBC における LGBT へ

の取り組みを促進させるうえで大きな意味を有していた。 

 その後、キャメロンは 2011 年に開催された党大会で、同性婚の合法化を検討している

ことを俄かに明らかにした。彼は、支持者たちからの反発を避けるために、この問題をゲ

イの権利に関する文脈ではなく、家庭と社会の安定に関するものに位置づけた。とはい

え、事前に党内で十分なコンセンサスを得られていたわけではなかったために、キャメロ

ンの方針が明らかになった後、2013 年 7 月に「婚姻（同性カップル）法」として成立す

るまでのあいだに、保守党内部や国教会、ロビー団体などからは多くの反対論が噴出した

16。キャメロンは、「保守党員であるにもかかわらずゲイの婚姻を支持するのではない。保

守党員であるからそれを支持するのだ」（Seldon and Snowdon 2015 : 276）と述べるよ

うに、強い信念をもって合法化を進めようとしていた。 

いわゆる「ハング・パーラメント」と呼ばれる状況下で、保守党が議会で圧倒的な多数

を保持していないなかで、なぜキャメロンは意見が激しく対立する同性婚の合法化を推進

したのだろうか。それは一方では、「自身の行ったことを誇りに思っている」と述べるよ

うに、それが正しい選択肢だと信じていたからであり、他方では、それにより何らかの政

治的配当（political dividend）を得られるという政権のアンドリュー・クーパー（Andre

w Cooper）戦略官による主張を受け入れていたからである（Seldon and Snowdon 2015

 : 273-282）。 

さらに、2014 年の市民パートナーシップ法により、同性カップルはようやく婚姻関係を

築くことができるようになった。2016 年にはウィリアム王子がホモフォビアによるいじめ

を受けた人たちから話を聞き、それにより引き起こされる精神面での影響を論じるため、

当事者などを宮殿に招待した。2017 年には、“アラン・チューリング法”とも呼ばれた

「警察及び犯罪法」の下で、かつて男性に対する「著しい猥褻行為」により有罪判決を受

けた人たちを全員赦免した。 

 

 

４．社会的受容から社会的包摂へ 

 

 本論文の序章で触れたように、キャメロン政権の方針を引き継ぐ形で、2018 年にメイ保



103 

 

守党政権は、「LGBT 行動計画 2018」を公表した。ここでは、この計画の概要について簡

単に論じることにする。これは、前年の 2017 年に約 11 万人から得られた調査結果をもと

に、そこで明らかになった諸課題に対して政府としてコミットするというものである。概

して、「保健衛生」、「教育」、「安全」、「職場」、「権利と法」、「データと監視」、「代表制」、

「国際」の各領域における政府の計画が示されており、計画を達成するための財源が確保

され得る点にその最大の特徴があるといえよう。具体的には、「LGBT に関する組織や慈

善団体が、当事者が頼ることのできるサービスを継続的に提供できるように支援する」と

して、以下のように財源を確保するとしている。 

 

〇政府は、「LGBT 推進基金(LGBT Implementation Fund)」を通じて、本計画および他の計画のなかでコミ

ットメントを果たすため、4.5 万ポンドを提供する。 

：本基金は 2020 年 3 月まで運用される予定となっている。基金の一部は、政府としてのプロジェクトを推進す

るため用いられる。また、その残りは、LGBT の人々を支えるためのプロジェクトを提供するために、公的部門、

私的部門、ボランタリー・セクター〔＝NPO に相当する民間非営利部門のこと〕に提供する。基金の管理業務

や分配に関しては、政府平等局が担い、それらの詳細は近々公表する。 

〇政府は、2020 年 3 月以降、さらなる基金を確保するつもりである。 

：政府平等局は、LGBT の生活を改善するため、彼らに対してイニシアチブをとるなかで、さらなる調査に向け、

投資対効果検討書を作るために、他の政府の部門や LGBT に関する組織と協働する。 

 

 基金を持続させ、LGBT に対する「支援」を継続的に行おうという姿勢は評価に値し得

る。しかしながら、その予算規模は、わずか 4.5 万ポンドに過ぎず、英国全体にまで政策

の効果が波及し得るとは到底考えられない。本計画では、「次の段階」として、政府とし

ての今後のコミットメントの方針が示されているものの、まずは、予算規模を拡大させる

ことが求められよう。 

 さて、LGBT はすでに「病理」や「犯罪」と結びついたものではなく、「同性婚」を選

択することができるようになるなど、この三四半世紀ほどの間に当事者のライフステージ

における選択肢は明らかに拡大した。しかし、当事者にとっては有益と思われる制度が構

築されつつある一方で、圧倒的多数のヘテロセクシュアルが支配する社会は、LGBT をど

のように受け容れようとしているだろうか。Stonewall（2004）では、人々が LGBT を消

極的に受容している状況が示されている。つまりヘテロセクシュアルは、LGBT の人々が

それを「治す」ことができないから、そして自己決定権に関することだから仕方ない問題

であると捉えている（Stonewall 2004 : 10）。そのうえで例えばアジア系少数民族などと

同じように、LGBT は伝統的な英国の価値や生活様式を破壊する文化的脅威であると認識

されているとの見方がある（Stonewall 2004 : 16）。 

 とはいえ、ヘテロセクシュアルの社会のなかに存在する LGBT に対する見解は重層的な

構造をなしている。この点に関連し、性別、世代、学歴、宗教などが、その要因としてし
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ばしば引き合いに出される。つまり、「男性よりも女性のほうが寛容」、「より若い世代の

ほうが寛容」、「学歴の程度が高いほうが寛容」、「無宗教のほうが寛容」であるとの結果が

各種の調査から得られている（Stonewall 2003 ; 2004 : Swales 2017）17。これらのう

ち、性別、および世代による見解の相違に関しては、ロナルド・イングルハート（Ronald

 Inglehart）の貢献に依るところが大きい国際的な調査である「世界価値観調査（World 

Values Survey）」の結果でも同様の傾向が示されている18。 

 なかでも性別要因については、男性と女性の間にある社会的な抑圧‐被抑圧構造が、ヘ

テロセクシュアルと LGBT の間にあるそれと相似関係にあり、共感を呼んでいることが考

えられよう。世代要因については、一般に①世代効果（コホート効果）、②ライフサイク

ル効果（年齢効果）、それに③時代効果という 3 つの効果により説明されることが多い。S

wales（2017）は、とくにキャメロン政権期以降、社会の「リベラル化」が進行している

ことを示している。それによると、その背景には、これら 3 つの効果が複合的に絡みあう

かたちで影響力を持っているというを指摘している（Swales 2017 : 6-10）。 

 宗教要因は、LGBT に対する人々の視座に強力に作用するとともに、戦後の LGBT の社

会的受容における、ある種の“スイッチ”として機能したといえよう。それは、野田（20

06a）が「イギリスの『同性愛』の犯罪化（1885 年）から『同性婚』の合法化（2004

年）までの過程は、階級やジェンダー、警察やメディアなどの近代の社会装置など、様々

な変数と複雑に絡まり合いながらも、突き詰めれば『純潔』という観念を軸にした、キリ

スト教の性規範の内部での自己展開とも見ることができるのではないか」（野田 2006a : 

7）と指摘していることからもうかがえよう。 

 では、LGBT の社会的包摂に向けた今後の課題には何が考えられるだろうか。魚住（20

13）は、LGBT をめぐる現代の議論として、教育の現場における LGBT の児童生徒への

対応、介護・医療サービスの領域における高齢者の取り扱い、彼らに対するヘイトクライ

ムへの対処、LGBT の難民への処遇への問題などを挙げている（魚住 2013 : 44）。 

 『テレグラフ』紙は、LGBT の平等化に向けた道のりを素晴らしいもの（fabulous）で

あると捉えたうえで、しかしながらそれは舗装された状態（paved）からは程遠いとも指

摘している。そこで、今後 LGBT の権利向上のために次の 5 つのことを行うべきであると

提言する。それは、①LGBT が「選択」ではないということを明確に示すこと、②転向療

法の犯罪化、③若い世代に正しい情報を教えること、④行動から対話への比重の転換を図

ること、そして⑤政府による謝罪である19。これまで見てきたように、LGBT の社会的受

容は長く、そして険しい過程を歩んでおり、それは現在も続いている。 

 ほかにも、トランスジェンダーやアセクシュアルなど、歴史上十分に可視化されず、社

会で認識されていない人たちの問題にどう取り組めばよいのかといったように、LGBT の

社会的包摂へ向けた課題を挙げると際限ない。しかしながら、ニューレイバー路線の下

で、LGBT という存在が形式的には受容されるようになるなど、一定の進歩はあったよう
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に思われる。ブレア政権下で社会的受容の素地ができ、キャメロン政権期にではキャメロ

ン自身の信念も作用し、受容の程度は飛躍的に向上した。 

 

 

第 5節 キリスト教からのアプローチ 

 

 

 前節までで、戦後英国社会における LGBT の受容の過程を概観し、その背景にはニュー

レフトやサッチャリズムといった政治思想が深く関係していることを指摘した。ただし、

そこでは人びとの価値観の形成に大きく作用する宗教による影響に触れてこなかった。そ

れは、宗教－ここでは特にキリスト教－が英国における「家族」をめぐる価値観に与えた

影響力の大きさがある。たとえば、Stonewall による調査（2003）では、LGBT に対して

偏見を抱いている人の 4 分の 1 が、自身の宗教的信条が少数派に属する人々に対する見方

に重要な影響を与えていると認識していることが明らかになっている（Stonewall 2003 : 

4）。本論文の主題からはやや脱線する向きもあるものの、LGBT の社会的受容に関してキ

リスト教が有する相対的な影響力を考慮すると、若干ながらも触れておくべきであろう。 

同性愛とキリスト教をめぐる問題に関しては、英語圏を中心に、クィア神学（Queer th

eology）の学問領域で論じられている。本節では、現代英国社会でキリスト教が LGBT に

抱いてきた視座を整理し、さらにクィア神学について概説する。 

 まず、現代社会における LGBT の受容の展開を簡単に整理すると、いわゆる「社会純潔

運動」を起源とする同性愛の違法化を起点とし、その後、20 世紀半ばあたりから進んだ急

激な世俗化による宗教的価値観の凋落や、人権概念の絶対視などなどを踏まえた大きな時

代の潮流として捕捉され得る（野田 2006b : 68）。ジョセフィン・バトラーをはじめ、

「福音主義」と呼ばれるプロテスタント一派よって展開された社会純潔運動においては、

当時、社会で問題となっていた少年少女の売春と同性愛が、双方ともに上流階級の男性に

よる過剰な欲望の結果として生じたものであり、キリスト教の理念において神聖視される

「家庭」の純潔を侵すものとして捉えられていた（奥田 2011 : 320-321 ; 野田 2005 : 1

43）。その成果として成立した刑法改正法は、プロテスタント的中産階級が唱える「純

潔」という概念を法文化することにより「売春問題」を根絶することが意図されていた(野

田 2005 : 130)。しかし、先に述べた通り、ラブシェール条項のもつ曖昧さゆえ、同条項

は「同性愛であること」を理由に LGBT を「犯罪者」にすることに作用した。 

 その後もキリスト教と教会は、伝統的にホモセクシュアルな「行為」を罪として拒絶し

てきた。しかし、1950 年頃になると、こうした伝統的な見解が疑問視されるようになっ

た。例えば、1954 年に英国国教会が公表した『ホモセクシュアリティの問題（The Probl

em of Homosexuality: An Interim Report）』では、1885 年改正刑法を廃止すべきと提

言した。その一方で、同報告書は男性中心のコミュニティで生活する若い英国軍の兵士た
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ちをさまざまなリスクから守るために同意年齢を 21 歳にすることも勧告した。1987 年に

教会会議に出された動議と、2003 年に公表された『セクシュアリティに関する諸問題（S

ome Issues in Human Sexuality: A Guide to the Debate）』が LGBT に関する英国国

教会の公式の文書となっている。これらは、LGBT に対する司祭の「思いやり」の必要性

を強調する一方で、ホモセクシュアル「行為」を教会は認めることはできないという伝統

的なキリスト教の見解を踏襲している（House of Bishop 2003 :23-27）。 

2017 年には、英国国教会の主教会が新たな報告書を公表した。婚姻は 1 人の男性と 1

人の女性によるものだとして、従来の教義の通り同性婚を否認したものの、同性カップル

に「最大限の自由」を与えるとしている(20)。 

実際、教義の変更は実現していないものの、教徒の間では LGBT に対する見方は近年、

飛躍的に変化している。表 5 は、宗教派別に見た同性間関係に対する見方の変化を示して

いる。数字はそうした関係を「全く問題ない」とみなす人の割合を示している。 

 

【表 5】宗教派別にみた同性間関係への見解の推移21 

 1985 1995 2005 2012 2016 12 と 16 の差 

英国国教会 9 14 31 31 55 +24 

ローマカトリック教会 9 21 37 38 62 +24 

キリスト教(その他) 9 13 25 37 53 +16 

キリスト教以外 - - 19 19 30 +11 

無宗教 19 32 50 63 76 +13 

（単位：％） 

 

英国国教会やローマカトリック教会など、伝統的に LGBT を拒絶してきたコミュニティ

の間で、近年特に LGBT に対する受容が進んでいるように見受けられる。とはいえ、無宗

教層と比較すると、依然、受容の程度は低く、LGBT の社会的受容を促進する観点から

は、その教義をめぐるさらなる議論を期待するほかない。 

 このように、徐々にキリスト教会ないし各教徒の LGBT に対する見方が変わってきた要

因としては、避妊技術が向上したこと、エイズの予防薬ができたこと、産業革命や社会変

革の影響により伝統的価値観への信頼が揺らいだことなどが挙げられている（House of B

ishop 2003 : 8）。 

 さて、神学やキリスト教に関する研究領域で、「クィア」の理念が目立って採り入れら

れるようになったのは、1990 年代後半のことである（朝香 2011 : 60）。「クィア」とい

う包括的な語を、①まさにその包括的用語として、②事物を「超越する」働きとして、そ

して③二項対立的な境界を消し去る働きとしてそれぞれ理解すると、クィア神学とは、第

一に、LGBT の人々による彼らのための神学、第二に、セクシュアリティやジェンダーに

関する社会的規範に挑戦することにより、自ら超越的であろうとする神学、さらに第三

に、セクシュアリティのみならず、生と死や神と人といった境界をも消し去る神学として

理解されうる（Cheng 2011=2014 : 14-22）。 
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要するに、クィア神学とは多様な対象ないし方法を持つとともに、クィアに位置づけら

れた人たちの経験に焦点を当て、キリスト教の「ヘテロ型規範（heteronormativity）」が

「構築されたもの」であることを明らかにし、キリスト教それ自体のなかに、こうした固

定的規範を超越する端緒を見出すための神学的な営みであるといえる（朝香 2011 : 63）

(22)。そのうえで、クィア神学が目指すものは、従来の神学のなかにクィア性を見出すこと

で、固定的かつ単一の規範を強制するキリスト教をクィア化することにある（朝香 2011 :

 68）。そしてその先にあるものは、社会的受容の妨げとなっているキリスト教の教義への

「誤解」を解き、これを理由に抑圧されている LGBT を解放することにあるといえよう。 

 そもそもキリスト教が同性愛を否認してきた理由は、「神の意志」に反するためであ

る。その意味での神の意志を理解するうえで、次の 3 つの節が聖書の中で重要だと考えら

れている。それは、創世記 1-2 の創造の物語、マタイ 19.1-12 のキリスト自身による婚姻

に関する教え、そしてコリント 7.1-40 のパウロによる婚姻に関する教えである（House o

f Bishop 2003 : 09）。 

 しかしながら、クィア神学のアプローチでは、そもそもキリストの体それ自体がクィア

なものであると捉える（Flesh 2007 : 66）23。加えて、三位一体のなかで神は、伝統的な

キリスト教の解釈において、「男らしさ」の代名詞となることも、「われわれの母」となる

ことも可能となる。要するに、神は「父」ではあるものの「男」なのではなく、イエスは

「母」ではあるが、「女」ではないのである。その精神はイエスが用いた言語（languag

e）に基づいており、男でもあり、女でもあり、中性でもあり、そもそもジェンダーを持

つこと自体が否定されている（Flesh 2007 : 72）24。 

 ここでは神の「愛」が、LGBT とヘテロセクシュアルとの間にある境界を消し去るほど

の極端な愛であり、神はあらゆる既存の価値観を溶解する存在として位置付けられてい

る。それは、国教会が考えるような「保守的な」神のかたちとは大きく異なるのではない

だろうか。クィア神学はやや難解な部分があり、かつこれを論じることが本稿の主題では

ないため、これ以上は立ち入らないが、LGBT イコール教義に反する異端といった一部の

見方は、理論的に否定されうるようである。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

戦後英国における LGBT の受容の展開の背景には、各時代において支配的な政治思想の

影響を強く受けており、本稿ではこうした見方を補強することができた。まず、主として

70 年代までは、社会の中で LGBT の存在自体が顕在化しておらず、彼らに関する事項が

イシューとなることはほとんどなかった。それでも、LGBT 当事者は、とくに 60 年代以

降、ニューレフトのもつ強い革命精神に基づいた運動を展開し、彼らの「動員」に務めて

いた。80 年代は、サッチャリズムの台頭により、LGBT の受容を促進する地方自治体の予

算が削減されたほか、何よりも「セクション 28」の成立により、LGBT が忌避すべき存在
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のようになった。しかし、サッチャー退陣後の 90 年代は、LGBT が文化や商業シーンで

可視化されることが多くなり、地方政府の働きも再び活発化するとともに、保守党内部の

世代交代により、LGBT を受容しようとする動きが保守党の側から生じた。 

2000 年代はブレアによるニューレイバー路線の下、セクション 28 の廃止や同意年齢の

平等化など、セクシュアリティに関する諸法制の「近代化」が図られた。こうした LGBT

の受容に向けた潮流は政権が再び保守党になっても変わるどころか、より促進された。キ

ャメロンは、自身の強い信念に基づき、党内や支持基盤の反対を押し切り、野党の協力を

得たうえで同性婚の合法化を図った。メイ政権も資金の拠出を伴う「行動計画」を策定

し、LGBT の社会的包摂を目指して取り組んでいる。 

 本節では、LGBT の社会的受容の漸進的な展開の過程を辿ることで、いくつかの画期的

な出来事、いわば受容の過程におけるターニングポイントを明らかにすることができた。

なかでも、1967 年性犯罪法の制定による同性愛の非犯罪化政策による影響は大きいといえ

よう。また、サッチャー政権におけるセクション 28 の制定は、社会的受容の後退と運動

の進展の双方をもたらした。なお、近年の政策上の急速な進展にも注視すべきであるもの

の、特にこの 2 つの出来事がもつインパクトの大きさは、次章で考察するように BBC の

各番組からもうかがえる。 
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【第 5章】番組での表象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本章では、BBC がこれまでに、LGBT や彼らに関する諸課題をどのように取り上げてき

たのかを、具体的な番組を挙げながら考察する。第 1 節では、LGBT が取り上げられ始めた

1960 年代後半以降のいくつかのニュース、ドキュメンタリー、ドラマやバラエティ番組に

おける表象を対象とする。 

第 2 節では、2017 年の BBC の「Gay Britania」シリーズに注目する。これは、男性同

性間の性的接触を部分的に脱犯罪化した 1967 年性犯罪法の制定から 50 周年となるのを記

念して企画されたシリーズであり、BBC はラジオとテレビの各チャンネルにおいて、LGB

T に関するさまざまな番組を集中的に放送した。ここでは、それらの番組が、LGBT の何

を、どのように取り上げたのかを確認する。 
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本章では、第 1 節において、1960 年代後半以降のいくつかの BBC の番組を例にとり、

BBC が LGBT をいかに表象してきたのかを考察する。さらに、第 2 節においては、BBC

が 2017 年に展開した「Gay Britania」との企画で放送された番組を取り上げる。このシ

リーズは、BBC が、1967 年性犯罪法の制定により英国で同性愛が脱犯罪化されて半世紀

となるのを記念して 2017 年に実施したものであった。ここでは、それら各番組の梗概を

確認し、第 4 章で例として挙げた番組との内容の相違、あるいは視聴者の反響などについ

て論じることにする。 

 

 

第 1節 ステレオタイプに基づいた表象 

 

 

 すでに第 4 章で示したように、1980 年代になるまで、LGBT が社会の中で認知される

機会はほとんどなかった。しかし、すでに 1964 年には、フィクション番組の中で LGBT

が取り上げられていた。さらに、同年 2 月に BBC Two で放送された『Girl』では、英国

の放送史ではじめてレズビアン同士のキスシーンが放送された。この表象に関して、その

後、番組制作者が BBC Two の放送管理責任者（Contoroller）から注意を受けたという

（Buckle 2015 : 65）。 

1967 年に放送された BBC の時事問題を取り扱うドキュメンタリー番組、『Man Alive』

では、いわゆる“ホモセクシュアル”の問題が取り上げられていた。限定的ではあるもの

の LGBT の脱犯罪化をもたらした「1967 年性犯罪法」の制定直前である同年 6 月 7 日に

第 1 話「Consenting Adults: The Men」が、その翌週の 6 月 14 日に「Consenting Adu

lts: The Women」が放送された。それぞれの番組の中で、LGBT が「孤独で、性的な関

係において取り散らかしており、法律の保護を欠く」存在として特徴づけられるととも

に、「芸術的で豊かな感性を持っている」というステレオタイプに基づくものであった（B

uckle 2015 : 58-59）。 

 GLF が運動としての統一性を保つことができなくなり解散した 1973 年に放送されたド

ラマ『Bermonsdsey』では、ゲイのキャラクターが登場したものの、やはり一定程度のス

テレオタイプを帯びるものであった。また、1979 年、BBC Two の『A change of sex』

というドキュメンタリー番組では、「性転換」が取り上げられた。トランスジェンダーの

女性であるジュリア・グラント（Julia Grant）のライフ・ドキュメンタリーを通じて、

トランスジェンダーが有するアイデンティティなどが描写された。 

 80 年代になると、BBC のみならず、さまざまなメディアにおいて LGBT がテーマとな

る機会が増えていく。なかでも、映画業界では LGBT に関する表象の範囲を広げようと意

図していたものの、それとは対照的に BBC は、映画と同じことをテレビで実現させるこ

との困難性を認識していた（Buckle 2015 : 138）。やはり、視聴形態という点で、“能動
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的な”メディアである映画と、“受動的な”テレビとでは、許容され得る表象の範囲も異

なるということだろうか。 

 1986 年には、ソープ・オペラである『EastEnders』が放送された。Woods（2009）

は、1989 年からチャンネル 4 で放送された『Out on Tuesday』が大きな反響をもたらし

たことを受け、BBC は、公共サービス放送として、賛否両論を巻き起こす可能性の高い L

GBT を番組の中で取り上げることを決心したと指摘する。その始祖的な取り組みとして、

1991 年 11 月、BBC は、ゲイ解放運動の始まりから 21 周年となるのを記念して、LGBT

をテーマとする番組を約 5 時間放送した。ほかにも、90 年代になると、『Oranges Are N

ot The Only Fruit』（1990 年）、『The Brittas Empire』（1991 年から 97 年まで）、『El 

Dorado』（1992 年から 93 年まで）、『Absolutely Fabulous』（1992 年から 2005 年ま

で）、『The Buddha of Suburbia』（1993 年）、『Eastenders』（1994 年）、『This Life』

（1995 年）などのドラマで、BBC はゲイのキャラクターを取り上げていた（Edwards 2

010 : 14-16）1。 

 その後、1996 年から 1999 年まで、『Gaytime TV』という番組が放送された。この番

組は、ゲイやレズビアンの日常生活におけるポジティブな側面を称賛することを意図し

た、“明るく”、“軽率な”「マガジン・プログラム（magazine program）」となっており、

「単に番組というよりはむしろ、ある種のショーであった」（Woods 2009 : 113）。しか

しながら、例えば、『Nationwide』（1969 年から 83 年まで）や『Pebble Mill at One』

（1973 年から 86 年まで）のなかで、これまでもゲイが取り上げられることはあったもの

の、これらに比べて、『Gaytime TV』は放送時間が遅かったために、家族がそろって「ゆ

ったりと」した気持ちで視聴することができたという（Joyrich 2009 : 39）。 

 こうしたドラマやソープ・オペラに限らず、ドキュメンタリー番組でも近年、LGBT の

問題が取り上げられるようになった。BBC One の代表的なドキュメンタリー番組である

『Panorama』では、2011 年以降に LGBT が取り上げられている。2011 年 4 月 20 日放

送の「Living with the Ayatollsh」、2014 年 1 月 31 日放送の「Putin’s Games」、そして

2019 年 2 月 25 日放送の「Trans Kids: Why Medicine Matters」である。 

 英国の放送業界における LGBT の取り扱いの状況を調査し、彼らの描写がメインストリ

ームへと統合されるに至るうえでの文化的、政治的、および産業的な決定要因を分析した

Edwards（2010）は、テレビ上での LGBT の表象に対して、とりわけ近年、影響をもた

らしたものとして、①セクション 28 の廃止、②ゲイの「性的同意年齢」の引き下げ、③

市民パートナーシップ制の導入、④雇用平等法の施行、⑤メディア・文化・スポーツ省の

設置（2007 年）、⑥2003 年通信法の制定、⑦Ofcom の設置を挙げている。 

 これまでに本論文が論じてきたように、LGBT をめぐる政策面での変化がテレビの表象

に影響をもたらし得るという点には強く首肯すべきであろう。しかしながら、ここで挙げ

られた 7 つの諸要因に加え、Edwards（2010）以降の動き、すなわち「2010 年平等法」

の制定が、その後の BBC における LGBT の社会的受容に向けた取り組みにとって、その
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起点となっていることはすでに指摘したとおりである。したがって、次節では、2010 年平

等法制定以降の表象として、2017 年の Gay Britannia シリーズで放送された番組を検討

する。 

 

 

第 2節 Gay Britannia シリーズ 

 

 

Gay Britania シリーズでは、ラジオで 54、テレビで 14 のあわせて 68 の番組が放送さ

れた。このうち、テレビで放送された番組の一覧を表 6 に示している。 

 

【表 6】Gay Britania シリーズでのテレビ番組 

No. 番組名 チャンネル 

01 50th Anniversary of the Sexual Offences Act 1967 Parliament 

02 Brighton: 50 Years of Gay One 

03 Against the Law TWO 

04 Prejudice and Pride: The People’s History of LGBTQ Britain Four 

05 All Families Have Secrets – Patrick Gale’s Art of Fiction TWO 

06 Mapplethorpe: Look at the Pictures One 

07 Queer as Art TWO 

08 Man In An Orange Shirt TWO 

09 Queers Four 

10 Is It Safe to Be Gay in the UK? TWO 

11 Queer Britain Three 

12 Olly Alexander: Growing up Gay Three 

13 Gareth Thomas v Homophobia: Here in the beautiful Game TWO 

14 Gluck – Who Dis She Think He Was? Four 

 

 まず、これら 14 の番組について、放送日時、番組の主なあらすじについて整理する2。 

 

番組名：50th Anniversary of the Sexual Offences Act 1967 

チャンネル：BBC Parliament 

放送日：2017 年 7 月 22 日 土曜日 

 

この番組は、「英国議会の歴史（The History of Parliament）」トラストが、2017 年

7 月 12 日に開催したイベントを取りあげている。「英国議会の歴史」プロジェクトは、

英国議会として、国史を完成させようとするプロジェクトである。その一環として、19

67 年性犯罪法の制定前後における議会のホモセクシュアリティの脱犯罪化と LGBT の

権利への関わりの沿革について話し合うイベントが行われた。番組ではこの議論の模様

が取り上げられている。 
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番組名：Brighton: 50 Years of Gay 

チャンネル：BBC One 

放送日：2017 年 7 月 31 日 月曜日 

 

  新聞やテレビなどのメディア出演を多く行い、ゲイの権利獲得に関する活動家である

サイモン・ファンシャーウ（Simon Fanshawe）が、1967 年性犯罪法が制定されたこ

とによる画期的な法律の変化や影響を検証する番組である。 

さらに、彼の故郷であるブライトンにおける“カラフルな”歴史を通じて、LGBT の

平等に向けた戦いに関する驚くべき物語が明らかにされる。 

 

番組名：Against the Law 

チャンネル：BBC TWO 

放送日：2017 年 7 月 31 日 月曜日 

 

  ――1967 年性犯罪法制定に通じる劇的な出来事がその 10 年以上前に生じていた。 

ダニエル・メイズ（Daniel Mays）とマーク・ガティス（Mark Gatiss）がそれらの

出来事をファクチュアル・ドラマのなかで演じる。メイズ演じるピーター・ワイルドブ

ラッド（Peter Wildeblood）は、1950 年代の最も悪名高い、いわゆる「モンタギュー

裁判」で、権力からの圧力のもと、恋人から不利な証言をされた、親切な独立系フリー

ジャーナリストを演じている。 

ワイルドブラッドと彼の友人であるモンタギュー卿（Lord Montagu）、そしてマイケ

ル・ピットリバーズ（Michael Pitt-Rivers）は、ホモセクシュアルであることを理由に

有罪判決を受け、その後投獄された。しかし、人びとはこの裁判の行方を追うに従い、

判決が不公平であると考えるようになった。 

法改正に消極的な政府に対して、「世論」は、同性愛を合法化するべきか否かを調査

するため、委員会を設置するように求めた〔その後設置されたウォルフェンデン委員会

が公表した『ウォルフェンデン報告書』については既に確認したとおりである〕。 

裁判を通じてワイルドブラッドのそれまでの経歴は台無しにされ、本来公表されるべ

きでない私的領域における生活が痛々しいほどにさらされた。彼は、当時、英国で、ゲ

イであることで経験せざるを得ない、その残忍な現実について明らかにしたウォルフェ

ンデン委員会で証言した唯一の人物であった。 

  番組の中で、同性愛者が日常的に投獄されているか、彼らの「状態」を治すために化

学的嫌悪療法を受けることを強いられた暗黒時代を生きた男性たちによる証言が取り上

げられている。また、仕事としてこれらの法律を執行した元警察官と、いわゆる治療を

行った元精神科看護師からの証言も含まれている。 
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番組名：Prejudice and Pride: The People's History of LGBTQ Britain 

チャンネル：BBC Four 

放送日：2017 年 7 月 27 日 木曜日（第１話）、2017 年 8 月 4 日 金曜日（第 2 話） 

 

  これは過去 50 年間にわたる普通の LGBTQの人々と彼らの驚くべき生活、愛と闘い

の物語である。スティーブン・K・アモスとスーザン・カルマンが司会を務めるドキュ

メンタリー番組となっている。第 1 話では、1967 年性犯罪法制定から 1987 年までを、

第 2 話ではそれ以降の歴史が取り上げられている。 

 

番組名：All Families Have Secrets - Patrick Gale's Art of Fiction 

チャンネル：BBC TWO  

放送日：2017 年 7 月 29 日 土曜日 

 

  スティーブン・フライ（Stephen Fry）は、約 30 年前に、当時としてはまだ珍しい

オープンリー・ゲイの小説家として登場したベストセラー作家、パトリック・ゲイル

（Patrick Gale）のファンである。この度、彼らは『Notes from an Exhibition』など

のゲイルの有名な小説について回想し、そして BBC のゲイ・ブリタニアシーズンの 1

つであり、彼にとって最も新しいプロジェクトであり、このシリーズの一部を構成して

いる Man In An Orange Shirt について議論した。 

  ゲイルは、自身の小説のなかで描いた家族についての歴史を常に心に留めていたもの

の、今回、それらをこれまで以上に詳細に調べ、彼の両親の結婚に関する秘密を公開す

ることを決心するという内容となっている。 

 

番組名：Mapplethorpe: Look at the Pictures 

チャンネル：BBC TWO  

放送日：2017 年 7 月 29 日 土曜日 

 

  この作品は、なにかとお騒がせな写真家 Robert Mapplethorpe に関するアメリカ映

画である。2016 年にサンダンス映画祭とベルリン国際映画祭でそれぞれプレミアを受賞

している。 
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番組名：Queer as Art 

チャンネル：BBC TWO  

放送日：2017 年 8 月 16 日 水曜日 

 

  1967 年性犯罪法の制定によって、LGBT の存在が非犯罪化されて以降の 50 年間の英

国における芸術分野に対する LGBTQの貢献を祝う作品である。この映画は、スティー

ブン・フライ（Stephen Fry）、デイヴィッド・ホックニー（David Hockney）、アント

ニー・シェール卿（Sir Antony Sher）、アラン・カミング（Alan Cumming）、サンデ

ィ・トクスビグ（Sandi Toksvig）、ジャネット・ウィンターソン（Jeanette Winterso

n）、ウィル・ヤング（Will Young）、アラン・ホリングハースト（Alan Hollinghurs

t）といった、英国の芸術界をまさに縦断するような優れた人物とのインタビューに焦点

を当てており、それは LGBT の芸術家たちが英国の文化生活にもたらした独特の認識や

さまざまな声について調べている。 

 

番組名：Man In An Orange Shirt 

チャンネル：BBC TWO  

放送日：2017 年 7 月 31 日 月曜日（第１話）、2017 年 8 月 7 日 月曜日（第 2 話） 

 

2 つエピソードの中で、それぞれ異なる時代のラブストーリーが描かれている。エピ

ソード 1 では、第二次世界大戦の余波がまだ残る戦後英国におけるマイケル・ベリーマ

ン（Michael Berryman）とトマス・マーチ（Thomas March）の間での、エピソード

2 では、現代におけるアダム・ベリーマン（Adam Berryman）とスティーブ（Steve）

の間での幸福に対するまさにさまざまな挑戦を記録している。 

 

番組名：Queers 

チャンネル：BBC Four 

放送日：2017 年 7 月 31 日 月曜日（第 1 話 「The Man on the Platform」、第２話 「A Grand Day

 Out」）、2017 年 8 月 1 日 火曜日（第 3 話 「More Anger」、第４話 「Missing Alice」））、

2017 年 8 月 2 日 水曜日（第 5 話 「I Miss the War」、第 6 話 「Safest Spot in Tow

n」））、2017 年 8 月 3 日 木曜日（第 7 話 「The Perfect Gentleman」、第 8 話 「Somethin

g Borrowed」）） 

 

  各話、20 分間で 1 人の主人公を取り上げ、LGBT が被ってきたさまざまな問題を振

り返る構成となっている。1967 年性犯罪法、エイズ危機、婚姻関係などが取り上げられ

ている。 
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番組名：Is It Safe To Be Gay in The UK? 

チャンネル：BBC TWO  

放送日：2017 年 8 月 25 日 金曜日 

 

  この映画は、日常的に発生していて、増加傾向にあるホモフォビックなヘイトクライ

ムを、被害者、被害者の家族、そして警察からの聞き取りを踏まえて取り上げている。

番組では、「なぜ自身のセクシュアリティを理由に誰かから攻撃を受けないといけない

のか」「被害者はこうした攻撃にどのように対処しているのか」が問われていた。 

  こうした現下の問題を調査するため、番組では、クロイドン地区のある通りで突然、

攻撃を受けたことへの正義を勝ち取ることを目指し、迫りくる公判日への準備を行って

いる Alex と Becky という 2 人の男性を取材した。取材によって、彼らがブライトンで

悪意を持って攻撃されてから 1 年後に、Dain と James の関係に大きな圧力がかかり、

Dain は眼窩を損傷し、さらに 2 人とも大きな傷を抱えることになったことが明らかに

なる。Connor は、自身が就寝しているときに、同居人が自分の頭をハンマーで叩いた

とき、彼に対する残忍な攻撃から生じた健康上の影響について議論する。さらに、そし

て、ジェニーは、ロンドン中心部で発生したホモフォビック的な攻撃で負傷して亡くな

った彼女の兄イアンについて話す。番組では、その他の LGBT の人々に一斉に聞き取り

調査を実施した。彼らは、自分自身に対する攻撃について説明し、自分たちが受けてき

たしつこいほどに繰り返される虐待についても語っている。 

  また、番組のホームページでは、番組を見た視聴者が、適切なサポートを受けられる

ように、「性的指向・カミングアウト」「いじめ」「ヘイトクライム」の 3 つの領域にお

ける支援団体を紹介している。 

 

番組名：Queer Britain 

チャンネル：BBC Three  

放送日：2017 年 8 月 3 日 木曜日（第 1 話 「Does God Hate Queers?」、第 2 話 「The Search for 

the Perfect Body」）、2017 年 8 月 10 日 木曜日（第 3 話 「Out on the Streets」、第 4 話

 「Preference or Prejudice?」） 

 

 この番組は、第 1 話から第 4 話までが、5 月にすでにインターネットで配信され、第

5 話「Porn Idols」、および第 6 話「Queer and Proud」は 6 月に放送されていた。こ

の度の Gay Britania シリーズでは、インターネットのみの配信となっていた第 1 話か

ら第 4 話までが放送された。 

  YouTuber としても活動するジャーナリストの Riyadh Khalaf が、クィア文化に魅了

され、LGBTQ+コミュニティが直面している諸課題に光を当てる。Riyadh は、便利で
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Transmasculine なキリスト教徒である（教会で改名した）Elijah との結婚を望んでい

る許されざるエホバの証人の信者であるイスラム教徒の女性と接触する。 

 

番組名：Olly Alexander: Growing up Gay 

チャンネル：BBC Three  

放送日：2017 年 8 月 2 日 木曜日 

 

 近年の調査による数字では、重要な精神衛生上の問題を経験した人の割合は、全体で

は 25％前後であるのに比べ、LGBT+では 40％以上となっていて、自殺未遂者の数も 2

倍以上となっている。 

  この目を見張るような映画の中で、若いポップカルチャーの象徴である Olly Alexan

der は、ゲイのコミュニティが精神衛生上の問題でより傷つきやすい理由を、彼自身に

おける抑圧との長期にわたる闘いについて明らかにしながら探る。英国のバンド Years 

and Years の歯に衣着せぬスタイルのリーダーとして、Olly は精神衛生、いじめ、およ

び LGBT+の権利に関して強い発信力を有している。彼は、クィアのアイデンティティ

を称賛し、自身のセクシュアリティ、及び不安との闘いについてオープンに話すミュー

ジックビデオのなかでタブーを打ち破った。 

  映画の中で、Olly はホモフォビック的ないじめから摂食障害、不安障害に至るまで、

自分と同じような問題と闘っている若者たちの旅に参加し、その途中で彼らに対してで

き得ることをしようとする。番組の中で彼は、LGBT に対する差別的な視座は先天的な

ものではなく、若年期に形成されるものであるとして、小学校における LGBT に関する

教育の必要性を強く訴えた。 

なお、この番組は、7 月 18 日にインターネット上で先行配信されていた。 

 

番組名：Gareth Thomas v Homophobia: Hate in the Beautiful Game 

チャンネル：BBC TWO 

放送日：2017 年 8 月 24 日 木曜日 

 

  今から 50 年前、双方の合意がある成人男性間のホモセクシュアルな行為が非犯罪化

された。このドキュメンタリーのなかで、ウェールズ・アンド・ライオンズ・ラグビー

ユニオンの前キャプテンであり、Alfie の愛称で知られる Gareth Thomas（おそらく彼

は最も有名なゲイの国際スポーツスター）は、自身がスポーツの世界において最後の要

塞とみなしている、プロのフットボールについてかなり緻密に調査している。 

  今年のこれまでに、下院の委員会がスポーツにおけるホモフォビアに関する報告書を

公表した。報告書は過去 10 年間に LGBT がスポーツに受容され包摂されてきたことを

反映して、多くの改善点を称賛した一方で、それはとりわけフットボールを酷評し、こ
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れを傷つけるものであった。英国にはおよそ 5,000 人のプロのフットボール選手がいる

ため、彼らのなかにゲイが全くいないというのは統計的に信じがたいことである。それ

でも、オープンリー・ゲイの男性のフットボール選手は存在していない。実際、これま

でに現役中にカミングアウトした男性のプロのフットボール選手は Justin Fashanu だ

けである。彼は 1998 年に自殺した。では、ゲイのフットボール選手にとってカミング

アウトを妨げているのはいったい何だろうか。 

  カーディフ市から庶民院まで、アーセナルからロサンゼルスにいたるまで、Alfie は圧

力団体、弁護士、そして警察に加え、ファン、選手、それにマネージャーたちと面談す

る。彼は、スタンドにおける堂々としたホモフォビアに遭遇し、オンライン上でフット

ボールのファンたちからの個人的な攻撃に苦しんでいる。Alfie はまた、試合の運営者に

会うために最善を尽くすものの、FA とプレミアリーグの代表者を「もてあそぶ」こと

を強いられるのである。なぜ彼らは Alfie を避けたがっているのだろうか。 

 

番組名：Gluck - Who Did She Think He Was? 

チャンネル：BBC Four  

放送日：2017 年 8 月 28 日 月曜日 

 

  この番組は、英国の異性装者で上流社会の画家に関する物語である。Gluck は 1930

年代の英国の権威ある肖像画家の 1 人であった。彼女の展覧会には王族、貴族、そして

有名人たちが参加していた。彼女はまた、男性の格好をして、自身の展覧会を「ワンマ

ンショー（one-man shows）」と呼んでいた。彼女の恋人は、フラワー・アレンジメン

トで有名な Constance Spry や、ウィリアム・バトラー・イェイツの元夫人である Edit

h Heald など総じて女性であった。 

 

⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ ~~~ ⋆ 

 

 本章では、BBC がこれまでに LGBT をどのように描写してきたのかを、具体的な番組

を通して検討した。第 1 節では、主に 20 世紀の番組のなかではステレオタイプに基づい

た描写が多かったこと、第 2 節では、そうしたステレオタイプを批判的に検証する内容が

見られることがそれぞれ明らかになった。 

 このうち、第 2 節で紹介した「Gay Britannia」シリーズの各番組については、筆者は

2019 年 5 月中にすべての番組を視聴し、その内容を確認した。具体的には、英国映画協

会が管理・運営する The BFI Reuben Library を訪問し、同施設内でのみ利用可能な BB

C Television Archive を用いて各番組を視聴し、それらの内容分析を試みた3。しかしな

がら本章において内容分析の結果が反映されていないのは、より詳細な分析を行う必要が

あると考えるためであり、したがってここでは各番組のあらすじを示すにとどめた。 
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〔注〕 

 

1  しかしながら、それらの番組におけるゲイのキャラクターが、ステレオタイプに基づ

くものであり、現実のゲイの指向あるいは思考を正しく反映したものではないことは言

うまでもない。 

2  以下に示す各番組の概要は、BBC GAY BRITANNIA https://www.bbc.co.uk/progra

mmes/p057crfd のサイト内の各番組への説明文を参考に、それらを必要に応じて、筆者

の責任において再構成したものである。 

3  The BFI Reuben Library は、BFI＝英国映画協会が管理する施設で、英国内の映画

やテレビ番組に関するさまざまな資料が所蔵されている。BBC の番組アーカイブは、基

本的に同施設内で利用することになっている。2007 年 7 月以降に放送された番組は、

施設内の PC を利用して無料で視聴可能であるが、それ以前に放送された番組を視聴す

る場合、1 時間当たり 11 ポンド（付加価値税別）を支払う必要がある。 
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【終章】結論と将来の課題 
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第１節 結論 

 

 

 本研究の目的は、現代英国社会において、公共サービス放送である BBC が、LGBT の

社会的な受容に対していかなる影響を与えたのかを考察し、さらに公共サービス放送とマ

イノリティとの関係について、その取り組みを通じて検討することにあった。それは、序

章において示した 4 つの研究課題に答える作業を通じて明らかにすることができると考え

た。以下、各章ごとに得られた知見を整理するとともに、研究課題に対する筆者の回答を

示す。 

 第 1 章「英国社会と公共サービス放送 BBC」では、英国社会において BBC が公共サー

ビス放送として人々に対して果たしてきた役割およびその社会的意義について、王室特許

状とその更新手続き、調査委員会の報告書、および政治との関わりを手がかりに考察し

た。それらの中で、とりわけジョン・リース初代会長が提唱した公共サービス放送におけ

る 3 つの原則＝「情報」「教育」「啓蒙」が、現在でも BBC にとってのテーゼたり得てい

ることが確認された。また、政治との関わりにおいて、「公平性」や「中立性」を過剰に

意識していることが、Brexit に関連する報道を通じて確認された。そうした過度な「公平

性」への志向は、社会において解決が期待され得る課題（issue）を政治的な問題（proble

m）へと置換することになりかねない。また、公共サービス放送という概念は捕捉し難い

ものであり、サービスの範囲に関しては、「ヒマラヤ」モデルと「キラウエア」モデルと

呼びうる 2 つの考え方が存在している。いずれのモデルにおいても共通しているのは、マ

イノリティのためにサービスを提供すべきという点である。この点は、マルチ・メディア

環境下において、マス・メディアの市場規模が縮小していることに加え、あらゆるマイノ

リティも、受信許可料を支払い BBC のサービスを支えていることを考慮すると、強調さ

れるべきである。そして、これは課題 1 で検討すべき BBC のレーゾンデートルでもあ

る。すなわち、BBC は現代の高度情報社会のなかで必ずしも考慮されていないマイノリテ

ィのためのメディアであるべきであり、こうしたメディアをマジョリティを含むすべての

社会の構成員が支えることに意味があるといえよう。 

第 2 章「Diversity と Inclusion への取り組み」では、まず第 1 節において BBC におけ

る LGBT の描写に関する 3 つの調査について取り上げた。各調査を通じて、BBC におけ

る LGBT の表象が必ずしも適切なものではないことが確認されていた。LGBT 当事者は、

とくに自然体での描写を求めていたものの、現状はドラマティックに表現されたものが多

くを占めていた。調査では、BBC が LGBT の表象に関して取り組むべき課題が示され

た。それらを要約すると、「編集過程における基準の明確化」「ホモフォビアへの対応」

「自然な描写の実現」「金額に見合った価値の提供」「包摂への取り組み」「継続的反復的

な調査の実施」「数値目標の設定」などであった。課題 3 に関連し、調査で示された番組

内での描写について検討すると、その時点において、BBC の LGBT の描写は、彼らを過
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度にピックアップしたり、ステレオタイプに基づいていたりと、課題の多いものであっ

た。 

次に、第 2 節においては 2010 年平等法制定以降の BBC による諸取り組みについて整理

した。取り組みの契機となった 2010 年平等法の制定以降、BBC は同法が定める「公共機

関」の 1 つとして、組織の内外において積極的に取り組んでいる。「多様性と包摂」とい

う目標のなかで、BBC が担う方向性が明らかにされているものの、個別の計画では、例え

ば Ofcomが示したものを踏襲するなど、いくぶん受動的な印象を受ける。それは、近年の

「年次計画」や「報告書」においても同様であり、8％という数値目標が達成されている

ことを BBC はかなり強調している。しかしながら、重要なのは、先の調査で指摘された

ような課題を、量的な手法により解決するのではなく、質的な面において解決されるとい

うことである。この点で、現行の BBC の取り組みは不十分なものであると言わざるを得

ない。本節に基づき課題 4 について検討すると、BBC は 2010 年平等法の制定を契機とす

るという受動的な動機ながらも、その後は LGBT の社会的受容に対して積極的に取り組ん

でいると言えよう。しかし、現状では規制機関 Ofcom の取り組みを踏襲するなどしてお

り、いかに独自性を示すかが今後の課題となるだろう。 

 第 3 章「メディア表象による影響と効果－「培養理論」を例に－」では、メディア効果

論の 1 つである「培養理論」を手がかりに、メディアの表象は人々の意識や態度形成にど

の程度作用するのか、そしてマス・メディアにおける表象はマイノリティの社会的受容を

促進するツール足り得るのかを考察した。ここでは、従来の研究において等閑視されてき

たガーブナー自身のテレビへの視座を検討した。彼はテレビを伝統的な教会に代わるもの

と捉えており、テレビのメッセージは教会での教義と同一視されていた。したがって、彼

らが示す培養理論におけるポイントは、テレビのメッセージは人々の意識を深層的かつ長

期的に培養するという点にあり、「主流形成」と「共鳴現象」はその帰結であるといえ

る。筆者は、培養理論分析をこのような“マクロな”視点から捉え直し、政策や立法の長

期的な変化の推移を観察することで、「輿論」の変化に与える影響を考察することを提唱

した。つまり、修正理論では、テレビの表象を独立変数とし、それに関連した政策および

立法の推移を従属変数とみるべきである。しかし、具体的な分析手法の提示は今後の課題

とした。 

 第 4 章「英国社会と LGBT‐社会的受容の過程の整理」では、1885 年に同性愛が「犯

罪」化され、1968 年の「脱犯罪」化を経て、2004 年に同性婚が「合法」化されるまでの

過程について、主として政策上の変遷を分析し、さらにその後の現代における状況やキリ

スト教との関連について、「クィア神学」の領域にまで踏み込んだ。英国社会における LG

BT の受容は、政策の影響を強く受け、いわば“寄せては返す波のように”前進と後退を

繰り返しながらも、漸進的に進展してきた。特に本章では、LGBT の社会的受容の漸進的

な展開の過程を辿ることで、受容の過程におけるいくつかのターニングポイントを明らか

にすることができた。それらの中でも、①1967 年性犯罪法の制定による同性愛の非犯罪化
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政策による影響、②サッチャー政権におけるセクション 28 の制定の 2 つは、特徴的とい

える。 

 第 5 章「番組での表象」では、BBC が 2017 年に展開した「Gay Britania」の企画で放

送された 14 の番組の梗概を示し、必要に応じて番組に対する人々の反応などを取り上げ

た。今後の番組内容分析にとり示唆を与えるものであると考えている。なお、課題 2 に関

しては、十分な考察を行うことができなかった。この点は、筆者にとり痛恨の極みであ

り、本研究に残された大きな課題である。 

 これら各章において得られた知見を総合すると、BBC のさまざまなアウトプットは、L

GBT の社会的受容にとって、肯定的にも否定的にも作用してきたことがうかがえた。これ

らの取り組みは、日本において今後、LGBT の社会的包摂を進めるうえで、NHKにとっ

ては学ぶべき教訓に満ちている。また、公共サービス放送にとって、マイノリティに特に

注意を向けることは、それが単に“ノブレス・オブリージュ”であるためのみならず、

“レーゾンデートル”であるためである。特に今後、さらにメディア環境が変化するなか

で、BBC が公共サービス放送として存続し続けるためには、マイノリティの社会的包摂を

促進する“メディア”となることが必要である。 

 

 

第２節 本研究の限界と将来の課題 

 

 

 本論文では当初の研究目標および研究課題として挙げた諸点につき、おおむね明らかに

することができたと考え得る。しかしながら、本論文は執筆段階の中盤以降で大幅な軌道

修正を余儀なくされた。それは、本研究の 1 つの限界であり、今後の課題として筆者の眼

前に迫っている。 

まずもって、本論文は研究計画の段階で、「理論編」と「実践編」に区分したうえで、

前者において公共サービス放送 BBC としての社会的意義や役割を再検討し、さらに BBC

とマイノリティの関係性や具体的なアクションについて議論し、それらを踏まえ Gay Brit

ania シリーズとして放送された各番組を内容分析することで、BBC による LGBT の社会

的受容へ向けた長期的な輿論の培養について明らかにすることを目指していた。 

 理論編にあたる各部について研究を終えた筆者は、2019 年 5 月に、本学大学院高度化

推進特別経費による助成を受け、英国での現地調査を行った。BFI＝英国映画協会が管理

するナショナル・アーカイブを訪問し、Gay Britania シリーズで放送された各番組を視

聴した。しかしながら、筆者にとり初めての海外訪問であること、それまでにアーカイブ

を利用した内容分析を経験していなかったことなどの準備不足により、十分な分析結果を

得られることができなかった。内容分析を通じて番組のメッセージや描写を理解すること

はできたものの、それらを客観的に考察することができなかった。そのため、帰国後、論



126 

 

文の構成を修正し、BBC が LGBT の社会的受容にいかなる影響を及ぼしたのかを考察す

るための 1 つのストーリーとして記述することを目指した。その結果、研究における方法

論、社会的な背景、研究に用いるべき素材等は適切に提示することができたと考えてい

る。しかしながら、本論文では番組の内容分析に基づく輿論の変化を分析するまでに至ら

なかったことにより、研究目的を完全に達成し得なかった点は、総じて筆者の責めに帰す

べきところである。この点については、今後の最優先の研究課題としたい。 

 加えて、本論文では、「英国」を分析対象とした以上、その空間的な位相にもより注意

を払う必要があった。それはまず、英国が 4 つのネイションから構成される連合王国であ

るという点を考慮し、各地域の社会事情や政治情勢を踏まえたうえで社会的受容の過程を

考察する必要があったように思われる。本論文における「英国」が専ら「ロンドン」と同

義となっている感は否めない。次に、EU との関係についての考察が不十分であった。EU

議会における立法が、LGBT の分野における英国の諸政策に与えた影響に関しても今後、

検討していく必要がある。 
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